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Ⅰ 制度の概要 

１ 特定非営利活動促進法の目的 
特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）（以下「ＮＰＯ法」といいます。）は、特

定非営利活動を行う団体に法人格を付与することや、特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ

法人」といいます。）のうち、一定の要件を満たしたものを認定すること等により、その

活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。 

ＮＰＯ法人は、市民の自発的な参加や支援の下、多様化する社会のニーズや課題に対し、

きめ細かく機動的に対応していく主体として、福祉、教育・文化、まちづくりなど様々な分

野においてその活躍が期待されています。 

 

２ ＮＰＯ法人制度の特徴 

（１） 行政の裁量に左右されない自由な活動の促進 

行政が介入できる部分をできるだけ排除し、市民の自主性や自律性を尊重する認証主義

がとられています。認証主義では、法定の設立要件をすべて満たしていれば所轄庁は認証

しなければならないとされています。したがって、法人格を取得したからといってその法

人の信用性に「お墨付き」が与えられるものではありません。 

（２） 情報公開の重視 

ＮＰＯ法人は行政が監督をするのではなく、市民による監督の下、市民によって育てら

れるべきであるとの考えがとられています。したがって、法人の信頼性や信用性は、その

活動の内容や実績などより多くの情報を積極的に市民に公開することにより、法人自らが

築いていく必要があります。 

（３） 認定等制度と寄附促進を目的とした税制上の優遇措置 

ＮＰＯ法人のうち、その組織運営及び事業活動が適正であって公益の増進に資するもの

として一定の基準に適合したものについて所轄庁が認定を行う認定ＮＰＯ法人制度を規定

し、認定ＮＰＯ法人に対する税の優遇措置を設けることで寄附を促進し、ＮＰＯ活動の一

層の発展が図られています。（詳しくは別冊「認定ＮＰＯ法人制度の手引き」をご覧くだ

さい。） 

 

３ ＮＰＯ法人化のメリットと義務 
ＮＰＯ法により、団体は簡易な手続きでＮＰＯ法人化することができますが、法人格を

取得すると、メリットと共に法人としての様々な責任や義務が生じてきます。それらを考

慮した上で、行おうとする事業に本当に法人格が必要なのかどうか、十分に検討する必要

があります。 

（１） メリット 

① 契約や所有の主体になれる 

団体名で契約や不動産登記などができるので、個人と団体の資産を区別することがで

きます。 
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② 社会的信用の向上につながる 

ＮＰＯ法人は、ＮＰＯ法をはじめ様々な法律に沿って運営されなければならず、一般

市民に対する情報開示も義務付けられています。そのため、法人内部が引き締まり、

適正な運営が可能であるとともに、公開することでより社会的信頼も高まります。 

③ 情報公開により一般の人がアクセスしやすい 

積極的に情報公開をすることにより社会的信頼が得られれば、支援者も増え、会費や

寄付金が集めやすくなります。また、同じ思いや志を持った人たちが集まれば、活動

の幅も広がります。 

 

（２） 義  務 

① 官公庁への各種届出が必要になる 

ＮＰＯ法人は、毎事業年度１回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

また、役員の変更や定款の変更についての届出も必要です。そして、税法上は「人格

のない社団等」並に課税され、従業員を雇用する場合は社会保険をはじめ様々な手続

きも必要となり、事務的負担が生じます。 

② 運営や活動についての情報公開が必要になる 

ＮＰＯ法人が公益性の高い活動をしているかどうかは、一般市民によって判断される

よう、定款や事業報告書等は法人事務所に備え置き閲覧させることが義務付けられて

おり、積極的な情報公開が求められます。 

③ 法に沿った運営をしなければならない 

ＮＰＯ法人は、ＮＰＯ法その他法令、定款等に従って運営しなければならず、法令等

に違反する疑いがあると認められる場合は、所轄庁はその法人から報告を求めたり、

立ち入り調査や改善命令、認証の取り消し等を行う場合があります。また、各種手続

きを怠った場合は、罰則規定により罰金や過料が課せられることもあります。 

④ 解散時には、官報に公告を掲載しなければならない（費用約３万円） 

法人が解散する場合は、その旨を官報に公告しなければならないなど費用と時間がか

かります。また、残余財産はＮＰＯ法に則って定款に定めた者に帰属される必要があ

り、個々人に分配することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

４ 税制上の取扱いについて 
ＮＰＯ法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ（法70①）、収益事業を行う場合には

法人税の申告が必要です。詳細は、各機関、専門家にご相談ください。 

  

 【国税】 

法人税 

法人税法で定められた34種の「収益事業」※から生じ

た所得に対して課税されます。 

それ以外の所得については非課税です。 

＜各所轄の税務署＞ 

岡山西税務署 

086-254-3411 

岡山東税務署 

086-225-3141 

西大寺税務署 

086-942-3815 

 

 【地方税】 

法人県民税 

均等割 

地方公共団体内に事務所等を有する法人

に課税されます。 

（収益事業を行っていなければ 

課税免除） 備前県民局 

税務部直税課 

086-233-9816 

086-233-9820 

法人税割 
収益事業から生じた所得に対して課税さ

れます。 

法人事業税 収益事業から生じた所得に対して課税さ

れます。 地方法人特別税 

法人市民税 

均等割 

地方公共団体内に事務所等を有する法人

に課税されます。 

（収益事業を行っていなければ、 

申請により減免） 

岡山市課税管理課 

諸税係 

086-803-1169 

法人税割 
収益事業から生じた所得に対して課税さ

れます。 

 

※法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設け

て営まれるものをいいます。（法人税法第２条第 13 号、法人税法施行令第５条第 1 項） 
 
 
 
 
 

 
 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、

運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他

の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、

美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、

信用保証業、無体財産の提供等を行う事業、労働者派遣業 
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※特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることが

あります。収益事業を行う場合は、次の A～D のそれぞれの取引を区分して管理する

必要があります。 
 

ＮＰＯ法上の区分 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 

法人税法上の区分 
A 

収益事業 

B 
非収益事業 

C 
収益事業 

D 
非収益事業 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県や市町村等が特定非営利活動法人に委託して実施する事業（調査、研修会等）

は、一般的に、法人税法上の収益事業の 1 つである「請負業」にあたります。そ

の場合、収益事業とみなされない条件は、委託事業が実費弁償により行われてい

ること、かつ、事前に所轄税務署長の確認をとっておくことで、その判断基準は、

①事業の内容、②対価の計算方式、③精算方法等です。 
税法上の収益事業を行っていない（＝収益事業開始届を出していない）法人が、

新たに委託事業を受ける場合、上記の事前確認を行っていないと、収益事業を行

っていると見なされ課税されたり、県民税及び市町村民税の免除措置が受けられ

なくなったりする場合があります。 
事前確認の詳しい手続については、所轄税務署にお問い合わせください。 

＜委託事業に関する注意＞ 
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≪参考 他の法人格との比較≫ 
団体を法人化しようとする場合、ＮＰＯ法人格はあくまでも選択肢の一つです。団体と

して本当に法人格が必要かどうか、団体の組織運営を行っていくにあたりどの法人格が最

も適しているかなどをしっかり検討する必要があります。 

 

 
任意団

体 
特定非営利活動法人 

一般社団（財団）法人 
株式会社 

非営利型 その他 

根拠法 なし 
特定非営利活動 

促進法 
一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律 
会社法 

営利性 
営利/ 
 非営利 

非営利 非営利 営利 

設 立 方 法 なし 認証主義 準則主義 準則主義 

設立費用 なし 0 円 
約 12 万円 

（定款認証費用など） 
約 24 万円 

（同左） 

設立期間 なし 約 3 か月 約 2 週間 約 2 週間 

事業目的 制約なし 
特定非営利活動（NPO 法
別表の 20 分野）を主目
的 

制約なし 
（公益・共益など） 

制約なし 

設立の 
要件 

なし 

▶社員 10 人以上 
（原則入会制限できない） 
 
▶理事 3 人以上 
▶監事 1 人以上 
 
 
 
 

●社団 
▶社員 2 人以上 
（定款で入会制限できる） 
▶理事 1 人以上 
●財団  
▶理事 3 人以上 
▶評議員 3 人以上 
▶監事 1 人以上 
▶拠出財産 300 万円以上 

▶資本金 1 円以上 
▶取締役 1 人以上 
 
 
 
 
 
 
 

情報公開 任意 

 
●定款、事業報告書等
を、 
 
▶社員・利害関係人の請
求により閲覧 

▶所轄庁に提出や届け出
をする必要がある 

▶所轄庁は一般市民から
の請求により閲覧 

 

●定款、計算書類等を、 
 
▶社員・債権者からの請求に
より閲覧 

 
 
 
 

●定款、計算書
類等を、 
 
▶株主・債権者か
らの請求により閲
覧 

 
 
 

課税 
収益事業 

課税 
収益事業課税 

収益事業 
課税 

全所得 
課税 

全所得 
課税 

 
 
 

 
認定 NPO 法人への 

ステップアップが可能※ 
公益社団（財団）法人への 

ステップアップが可能※ 
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≪参考 認定ＮＰＯ法人制度と公益法人制度との比較≫ 
認定ＮＰＯ法人や公益社団（財団）法人になると、寄附税制など税制上の優遇措置を受

けることができます。それぞれの制度は次のような点で異なります。 
 
 認定特定非営利活動法人 公益社団（財団）法人 

根 拠 法 特定非営利活動促進法 
公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律 

認定 

要件 

 

  広く市民から支援を受けている 

          （ＰＳＴ） 

  共益的活動の占める割合が 50%未満 

  特定非営利活動の事業費が 80%以上 

  相互に密接な関係にある理事・監事

が総数の 3 分の 1 を超えないこと  

など 

  公益目的事業比率が 50%以上 

  収支相償であると見込まれる 

  遊休財産額が一定額以下 

  事業を行う「技術的能力」がある 

  相互に密接な関係にある理事・監事

が総数の 3 分の 1 を超えないこと 

など 

認定 

方法 

所轄庁（都道府県、政令指定都市）が 

認定 

民間有識者からなる第三者委員会審査

を経て、行政庁（内閣府、都道府県）が

公益認定 
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５ ＮＰＯ法人になるための主な要件 
(１） 目的に関する要件 
  
 

「営利を目的としない（非営利）」とは、剰余利益を構成員（社員、役員）に分配しない

という意味です。利益を伴う行為を一切行ってはならないというものではありません。ＮＰ

Ｏ法人が継続して活動を行うためには、財政的に自立していくことも重要です。 
※従業員や職員に支払う給与は、労働の対価として適当な額の報酬であれば、事業実施のた

めの費用と考えられるため、利益の分配には当たりません。 

 
 

特定非営利活動とは、次に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益※の増進

に寄与することを目的とするものをいいます。 
※「不特定かつ多数のものの利益」とは、いわゆる「公益」のことで、社会全般の利益をいいます。 

 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
② 社会教育の推進を図る活動 
③ まちづくりの推進を図る活動 
④ 観光の振興を図る活動 
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
⑦ 環境の保全を図る活動 
⑧ 災害救援活動 
⑨ 地域安全活動 
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
⑪ 国際協力の活動 
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
⑬ 子どもの健全育成を図る活動 
⑭ 情報化社会の発展を図る活動 
⑮ 科学技術の振興を図る活動 
⑯ 経済活動の活性化を図る活動 
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
⑱ 消費者の保護を図る活動 
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 
※⑳については、岡山市では条例の定めはありません。 

 

□ 営利を目的としないものであること。 

□ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 
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（２）活動に関する要件 
 
 
 

宗教団体については、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）により法人格取得が可能

であることから、本法の対象にはなじまないとされています。 
 
 
 

「政治上の主義」とは、政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・

原則（民主主義、資本主義、社会主義、共産主義など）をいう、とされています。 
「政治上の主義」と「政治上の施策」とは区別されているので、「政治上の施策」の推進・

支持・反対を主たる目的とすることは禁止されていません。この「政治上の施策」とは、政

治によって実現しようとする比較的具体的なもの、例えば公害の防止、自然保護、老人対策

等をいうものと解されています。 

 
 
 
 
 

「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の職を

いいます。ＮＰＯ法人は、これらの者に関する選挙活動を組織として行うことはできません。

ただし、公職選挙法が準用される選挙について選挙される職であっても、例えば、農業委員

会の委員、海区漁業調整委員会の職は、ここにいう「公職」に該当しません。 
 

（３） 組織等に関する主な要件 
 
 

社員とは、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に

勤める人（会社員）ではありません。 
 
 

 
「○○大学の卒業生であること」など、活動の目的と関係のない条件は「不当な条件」に

当たると考えられます。 
 
 
 

□ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的と

するものでないこと。 

□ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

でないこと。 

□ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をい

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもので

ないこと。 

□ 10 人以上の社員を有するものであること。 

□ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

8



 

 
 

ここでいう報酬とは、役員としての仕事に対する対価という意味です。理事が職員として

受ける給料は労働の対価であり報酬には含まれません。また、会議等に出席した場合の旅費

等の実費弁償も報酬には含みません。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。 

□ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。 
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６ 法人の管理・運営 

（１） 原則 

 

 

 
ＮＰＯ法人は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的として特

定非営利活動を行う法人なので、その活動によって利益を受ける者（受益者）を特定せず、

広く社会全般の利益とならなければいけません。また、ＮＰＯ法人が特定政党の党利党略に

利用され、そのための政治活動を行うようなことがあってはいけません。 

（２） 役員 
 
 

【理事】・・・法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。 
ただし、定款でその代表権を制限することができます。 

※定款上「代表権を有する」とされた理事のみを登記することとなります。 

【監事】・・・次に掲げる業務を行います。監事は、法人を監査する立場であるため、理

事又はＮＰＯ法人の職員を兼ねることはできません。 
① 理事の業務執行の状況を監査すること。 
② ＮＰＯ法人の財産の状況を監査すること。 
③ 監査の結果、ＮＰＯ法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告

すること。 
④ ③の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 
⑤ 理事の業務執行の状況又はＮＰＯ法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ

と。 
 
 

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者 
③ ＮＰＯ法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことに

より、又は刑法第 204 条（傷害）、第 206 条（現場助勢）、第 208 条（暴行等）、第 222
条(脅迫)もしくは第 247 条（背任）の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を

犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過しない者 
④ 暴力団の構成員等 
⑤ 設立の認証を取り消されたＮＰＯ法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消され

た日から２年を経過しない者 
⑥ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの  

□ 次のいずれかに該当する者は特定非営利活動法人の役員になることができません。   

□ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的に、事業を行ってはいけません。 
□ 特定の政党のために利用してはいけません。          

□ 理事３人以上、監事１人以上を置かなければなりません。    
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【参考︓親族図（3親等以内）】 
  
                             
                                                                   
                   
                                             
                 
                   
                 
                 
 
                   
 
 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    血族        姻族         配偶者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【例１】 ３親等以内の親族が１人を超えず、

役員総数の３分の１を超えない（○） 

親族 

兄弟・ 
姉妹 

2 2 

【例２】 ３親等以内の親族が１人を超えない

が、役員総数の３分の１を超える（×） 

親族 

本 人 

祖父母 

曽祖父母 

父 母 

配偶者 

曽祖父母 

祖父母 

父 母 

子 

孫 

曽孫 

子 

孫 

曽孫 

配 

配 

配 

□ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくはその三親等以内の

親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族

が役員の総数の３分の１を超えて含まれてはいけません。     

配 

配 

配 

兄 弟 ・
姉妹 

おじ・
おば 

おい・
めい 

親族 
【例３】 役員総数の３分の１を超えないが、３親等以内の

親族が１人を超えて含まれる（×） 

おじ・ 
おば 

3 

おい・ 
めい 3 

1 

2 

3 

１ 1 

１ 

2 2 

2 

3 

3 3 

3 

3 

配 
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役員の任期は２年以内において定款で定めることとされており、定款で定められた方法で

改選を行い、所轄庁に届け出る必要があります。また、任期途中でも役員の氏名や住所に変

更があった場合はその都度届け出が必要です。 
 
（３） 総会 
 
 

総会は、その総会の日の少なくとも５日前に定款で定めた方法で招集し、開催しなければ

なりません。 
 

（４） 会計の原則 
 
 
 
 
 
 

 
 
公開の対象とされる活動計算書等（活動計算書、貸借対照表、財産目録）を作成するとい

う前提の下に、正規の簿記による会計処理の真実性、明瞭性、継続性の原則を定めたもので

す。 
その他の事業を行う場合には、その他の事業に関する会計は、当該ＮＰＯ法人の行う特定

非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければいけませ

ん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ ＮＰＯ法人は、毎事業年度少なくとも１回、通常総会を開催しなければなりません。 

□ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなければなりません。 
□ 計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に

係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとしなけ

ればなりません。 
□ 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだり

にこれを変更してはいけません。 

□ 役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、所轄庁に届出が必要で

す。                          

＜参考＞ ＮＰＯ法人会計基準 
 

ＮＰＯ法人会計基準は、ＮＰＯの活動を多くの地域の人たちに知ってもらい、より多

くの共感と支援を得るために、会計報告書を作るルールを統一しようとする基準です。 
会計基準は法律ではないので、強制されるものではありませんが、ＮＰＯの信頼性の

向上を図るために、この会計基準に沿った会計報告書の作成をお願いします。 
ＮＰＯ会計基準協議会のホームページには、会計基準が作られるまでの経緯と、基準

の全文、Ｑ＆Ａや様式が記載されています。 
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（５） その他の事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６） 年次報告と情報公開 
 
 
 
 

【事業報告書等】  
①事業報告書 
②活動計算書 
③貸借対照表 
④財産目録 
⑤年間役員名簿（前事業年度に役員であった者の氏名、住所又は居所、報酬の有無） 
⑥社員のうち１０人以上の者の名簿 

 
 
 

所轄庁である岡山市では、事業報告書等の公開・閲覧し、又インターネットで広く情報

公開します。 

 
 
 
 

① 事業報告書等 （約５年間） 
② 最新の役員名簿  
③ 最新の定款  
④ 定款の認証書の写し 
⑤ 登記事項証明書の写し 

※「正当な理由」とは、休日や時間外の閲覧請求、明らかに不法・不当な目的

による閲覧請求である等の理由が想定されます。 

□ ＮＰＯ法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外

の事業（以下「その他の事業」といいます。）を行うことができます。 
□ その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動のために使用しな

ければなりません。 
□ その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分

し、特別の会計として経理しなければなりません。 
□ その他の事業を実施する場合は、その種類等を定款に記載しておかなければなりま

せん。                         

□ ＮＰＯ法人は、次の書類をすべての事務所に備え置き、社員その他の利害関係人か

ら閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければ

なりません。                     

※所轄庁は、法人から提出を受けたこれらの
書類について、一般市民から請求があった
場合には閲覧又は謄写させなければならな
い（法 30）とされています。 

（「社員名簿」「役員名簿」については個人の
住所、居所についての記載の部分を除く。） 

□ ＮＰＯ法人は、毎事業年度初めの３ヶ月以内に前事業年度の事業報告書等を作成

し、これを作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの

間、すべての事務所に備え置かなければなりません。       

□ ＮＰＯ法人は、毎事業年度１回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりませ

ん。                           
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① 官報に掲載する方法     
② 日刊新聞紙に掲載する方法 
③ 電子公告（法人のホームページ、内閣府ポータルサイトなど） 
④ 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 

※公告とは、第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項

について広く一般の人に知らせることです。 
 
（７） 定款の変更 
 
 

 
定款は、その法人が、どのような目的でどのような事業を行っているか、法人の意思決定

がどの機関で行われているか、対外的な代表権は誰が持つかなど、組織運営のルールが定め

てあり、変更するには総会での議決と所轄庁への申請又は届出が必要です。 
変更箇所により、認証申請が必要な場合と届出で足りる場合があります。 
           （詳しくは「管理・運営（P.104）」をご覧ください。） 
 

７ 法人の解散及び合併 
（１）解散 

ＮＰＯ法人は、法に掲げる事由によって解散することができます（法31①）。ただし、

解散事由によっては所轄庁への認定申請等の法定手続きをしなければいけません。 

解散したＮＰＯ法人の残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、定款にその規定

がないときは、所轄庁の認証を得て、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には国

庫に帰属することとなります。 

 
＊定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者は、次の①～⑥に掲げる者のうち

から選定しなければいけません。（法11③） 
①他のＮＰＯ法人 ②国又は地方公共団体 ③公益社団法人・公益財団法人

④学校法人 ⑤社会福祉法人 ⑥更生保護法人 

 

（２）合併 
ＮＰＯ法人は、社員総会の議決を経て他のＮＰＯ法人と合併することができます。た

だし、合併するには所轄庁への認証申請等の法定手続をしなければなりません。 

□ ＮＰＯ法人は、前事業年度の貸借対照表を、作成後遅滞なく、次のいずれかの方法

で公告しなければなりません。公告方法は、定款に記載する必要があります。 
※この規定は、平成 30 年 10 月 1 日以後に作成する貸借対照表について適用されます。 

□ 定款を変更するためには、総会の議決を経た上で所轄庁への認証申請又は届出が必

要です。 
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８ 法人の監督 
（１）報告及び検査 

所轄庁は、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する

疑いがあると認められる「相当な理由」があるときは、ＮＰＯ法人に対し、その業務若

しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該ＮＰＯ法人の事務所その他

の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検

査させることができます。 
※所轄庁が上記の検査をする場合には、その検査をする職員に、「相当の理由」を記

載した書面を、あらかじめ、当該ＮＰＯ法人の役員に提示させなければならないとさ

れています。 
 

（２）改善命令 
所轄庁は、ＮＰＯ法人がその要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令、法令に

基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと

認められるときは、当該ＮＰＯ法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措

置を取るべきことを命ずることができます。 
 
（３）設立認証の取消し 

所轄庁は、次の場合に設立の認証を取り消すことができます。 
① 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６ヶ月を経過しても登記をし

ない場合 
② NPO 法人が改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達す

ることができない場合 
③ ３年以上にわたって所轄庁に事業報告書等の提出を行わない場合 
④ ＮＰＯ法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待

することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達

することができない場合 
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（４）罰則の適用 
法の規定に違反した場合には、罰金や過料が科されます。 
 
罰 則 違反の内容 対 象 

50 万円以下

の罰金 

  所轄庁による改善命令に違反した場合 法人及び 

その違反者 

20 万円以下

の過料 

  法人設立認証後の登記を怠った場合 

  設立の時の財産目録の作成や備置きをせず、若しく

は不実の記載をした場合 

  所轄庁への役員変更等の届出、定款変更の届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした場合 

  事業報告書等、役員名簿及び定款等の作成や備置き

をせず、若しくは不実の記載をした場合 

  定款変更に係る登記事項証明書の届出や、事業報告

書等の提出を怠った場合 

  裁判所による破産手続き開始の決定後、破産手続開

始の申立てをしなかった場合 

  貸借対照表の公告、法人解散後の公告や破産手続き

開始の申し立てに関する公告をせず、又は不正の公

告をした場合 

  合併時に貸借対照表・財産目録の作成や備置きをせ

ず、若しくは不実の記載をした場合 

  合併時に債権者に対する公告・催告等をしなかった

場合 

  所轄庁が行う報告徴収に対して、報告をせず、若し

くは虚偽の報告をした場合、又は検査を拒んだり妨

げたりした場合 

法人の理事、

監事又は 

清算人 

10 万円以下

の過料 

  ＮＰＯ法人以外の者が、その名称中に「特定非営利

活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いた場合 

違反者 

16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 設⽴等の⼿続き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

Ⅱ 特定非営利活動法人の設立等の手続き 

１ ＮＰＯ法人設立の手続き                             

（１） 所轄庁への申請 
ＮＰＯ法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事であり、その事務所

が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、その指定都市の長です。岡山県においては、

岡山市のみに主たる事務所が所在する場合は岡山市が、それ以外は岡山県が所轄庁です。 
申請書に必要な書類を添付して、所轄庁に申請してください。（P.20 参照） 

※ここでいう「事務所」とは、人又は法人等の事業活動の中心である一定の場所をいい、一

般的に法人の代表権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が

行われることを必要とすると考えられます。 
※なお、ＮＰＯ法人の活動区域が他の都道府県又は海外に及んでも所轄庁の決定とは関係あ

りません。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）認証等の決定・法人の成立 

所轄庁へ申請後、縦覧期間を経過した日から２ヶ月以内に、所轄庁から認証・不認証の決

定があります。 
認証された後、法務局で登記をすることでＮＰＯ法人は成立します。 

区  分 
主たる事務所の所在地 

岡山市内 岡山市以外の県内市町村 

その他の 
事務所の 
所 在 地 

なし 岡山市 岡山県 

岡山市内 岡山市 岡山県 

岡山市以外の県内市町村 岡山県 岡山県 

県外 岡山県 岡山県 

≪申請窓口≫ 
【岡山県】 

岡山県県民生活部県民生活交通課   
〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下二丁目４番６号 
TEL（０８６）２２６－７２４７ 
Email  npo@pref.okayama.lg.jp 
 

【岡山市】 
岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課 
〒７００－８５４４ 岡山市北区大供一丁目１番１号      
TEL（０８６）８０３－１０６１ 
Email  o-npo@city.okayama.lg.jp 
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２
週
間 

（３）法人成立までの流れ 
申請者 所轄庁 一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶所轄庁の確認 
▶設立趣旨書、定款、事業計画書、

活動予算書等の案を作成 

▶法人設立の意思の確認 
▶定款案、役員や設立代表者の選任

など申請に必要な事項の議決 

▶役員の就任承諾及び誓約書の準備
（住所又は居所を証する書面の準備） 
▶設立認証申請の正式書類作成 

それぞれの様式は 
『おかやまＮＰＯ・ボランティアサイトつながる協働ひろば』 

からダウンロードできます。 

▶登記書類の作成、 
 法人代表者印の準備など 

設立認証申請のための準備 P.19 

★設立総会の開催  P.21 

設立認証申請書類の作成 P.25～ 

★設立認証申請書類の提出 P.21 

設立登記の準備 P.22 

認 証 

不認証 

２
週
間
＋
２
ヶ
月
以
内 

インターネット
等により公表 

★設立登記完了届出書受理 

▶ 定款 
▶ 役員名簿 
▶ 設立趣旨書 
▶ 事業計画書 
▶ 活動予算書 
  （意見等） 

▶法定書類の閲覧 
▶『内閣府ポータルサイト』 

『つながる協働ひろば』への情
報掲載 

審 査 

 

★認証・不認証の決定 

縦 覧 

★申請書の受理 

★各 種 手 続 P.23 

★法務局での登記により法人成立 

▶認証通知書到着後、２週間以内に登記 
▶登記事項証明書の取得 

▶設立登記完了届出書を所轄庁に提出 
▶税務・労務関係等、必要な手続きを行う 
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２ 設立認証申請のための準備 
（１） 法人設立の要件の確認 

法人の設立代表者（発起人）は、どのような目的で法人を設立するのか、どのように法

人を運営するのか、事業内容とその経費をどうするのかなどを具体的に検討していきます。

その際、次の要件を満たしていることが必要です。 
 

＜ＮＰＯ法人設立要件チェック表＞ 

項目 法 人 設 立 の 要 件 チェック 

１ 活動内容は、特定非営利活動の１９の分野のどれかに該当しているか。  

２ 活動内容は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するものか。  

３ 
活動で得た利益は、団体構成員等に分配せず特定非営利活動に係る事業に使用

する（非営利）か。 

 

４ 宗教活動や政治活動を主な目的としないか。  

５ 特定の政党や候補者の支援（又は反対）を目的としないか。  

６ 
その他の事業の実施により、特定非営利活動に係る事業に支障が生じないか。 

その他の事業からの利益は特定非営利活動に係る事業のために使用するか。 

 

７ 暴力団やその支配を受ける団体ではないか。  

８ １０人以上の社員（団体を構成し総会で議決権を持つ者）がいるか。  

９ 社員となるために不当な条件を付していないか。  

１０ 役員として理事が３人以上、監事が１人以上いるか。  

１１ 役員報酬を受ける者は、役員総数の３分の１以下か。  

１２ 役員は、暴力団の構成員等の欠格事項に該当していないか。  

１３ 
役員には本人以外に３親等以内の親族が１人を超えて含まれていないか、又、

当該役員とその親族が役員総数の３分の１を越えていないか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

設立総会前に、定款、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書等主な提出書類について、
事前相談を受けることができます。あらかじめ、下記まで電話で日時を予約してください。 
 
     岡山市市民協働企画総務課   ＴＥＬ（０８６）８０３－１０６１ 

＜事前相談＞ 
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（２） 申請に必要な書類の準備 
申請に必要な書類の案を作成します。 

申請書類は次のとおりです。それぞれの様式は、『おかやまＮＰＯ・ボランティアサイト 

つながる協働ひろば』からダウンロードできます。 

 

提出書類 概要 
縦
覧 

部
数 

１ 設立認証申請書

（P.25） 
・設立の認証を得るための申請書（様式第1号）  １ 

２ 定款（P.27～41） 
・法人の目的、名称、活動の種類、事業、運営のルール

などを明文化したもの 
○ ２ 

３ 役員名簿 

（申請用・縦覧用） 

（P.42） 

・役員の氏名（フリガナ）、住所又は居所、各役員につい

ての報酬の有無を記載 

※住民票を省略する場合は、生年月日を記入 

○ 
各

１ 

４ 就任承諾及び誓
約書の謄本(P.43) 

・役員ごとに別葉で作成 

・原本は団体が保管。 
 １ 

５ 役員の住所又は
居所を証する書面 

・住民票の写し、外国政府が発行する書面 

・申請の日前６ヶ月以内に作成されたもの 

※住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は､

住民票の省略が可能 

 １ 

６ 社員のうち１０人
以上の者の名簿  
（P.44） 

・社員の氏名、住所又は居所を記載  １ 

７ 確認書（P.45） 
・団体が認証の基準に適合していることを設立総会で

確認 
 １ 

８ 設立趣旨書 

（P.46） 

・法人設立の趣旨書 

・現在の社会経済情勢やその問題点、設立に至った動機

や経緯、定款に記載する目的や事業についての説明及

びその必要性などを簡潔に記載 

○ ２ 

９ 設立についての意
思の決定を証する議
事録の謄本（コピー） 

（P.47） 

・設立総会の議事録 

・原本は団体が保管 
 １ 

10 設立当初の事業年
度及び翌事業年度 
の事業計画書 

（P.48） 

・定款に記載する事業の具体的な計画 

・設立当初の事業年度及び翌事業年度分を別葉で作成 
○ ２ 

11 設立当初の事業年
度及び翌事業年度の
活動予算書    
 （P.49～56） 

・法人の運営及び事業の実施のための活動予算 

・設立当初の事業年度及び翌事業年度分を別葉で作成 
○ ２ 

 

20



 

３ 設立総会の開催 
法人設立の趣旨に賛同する人（社員予定者１０人以上）を集めて、法人設立総会を開き

ます。総会では、法人設立の意思決定を行い、定款、事業計画、予算、役員、設立代表者

等必要事項を決定します。ここで、必ず、団体が法第 2 条第 2 項第 2 号及び第 12 条第１項

第 3 号に該当すること(宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと、特定の政党や候補

者の支援や反対を目的としないこと、暴力団やその支配を受ける団体ではないこと)の確認

を行ってください。 
また、議長及び議事録署名人を選出し、議長及び議事録署名人は議事録の内容を確認し

署名、押印をしてください。 
 

４ 設立認証申請書類の提出 
設立総会開催後、設立認証申請書類を所轄庁に提出します。 
役員の就任承諾及び誓約書と設立総会の議事録の原本は法人において保管してください。 
 

５ 申請内容の公開 
  所轄庁は申請書類を受領後、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットで

公表します。（岡山市では『おかやまＮＰＯ・ボランティアサイト つながる協働ひろば』

にて公表します。）※インターネットによる公表は、認証又は不認証の決定までの間、行い

ます。 
  公表を開始した後２週間は、所轄庁において、次の（２）の書類を誰でも縦覧できます。 
（１） 公表する事項 

  申請があった旨 
  申請のあった年月日 
  特定添付書類に記載された事項 
※特定添付書類とは、提出された書類の一部で、役員名簿については、役員の住所

又は居所に係る記載を除いたものをいいます。 
（２） 縦覧に供する書類 

  特定添付書類（定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業

年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書） 
 

６ 縦覧期間中の補正 
提出書類に不備があるときは、その不備が所轄庁の条例で定める軽微なもの（岡山市で

は誤字脱字等に限られます）である場合に限り、補正をすることができます。(申請書の受

理日より１週間以内。) 補正書に補正後の提出書類を２部添付して提出してください。 
 

７ 認証･不認証の決定 
所轄庁は、縦覧期間を経過した日から２ヶ月以内に認証又は不認証の決定をし、その旨

を書面で通知します。不認証の場合は、その理由も付記します。 
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８ 設立登記 
ＮＰＯ法人には、設立時に登記をすることが義務づけられています。これは、法人の存在、

行為能力の範囲、資産の内容、代表権の所在など登記所（法務局）に備え付けられた登記

簿に登記をして、社会生活における取引の安全と円滑化を図ることを目的としているため

です。 
登記のため、法人代表者印（１辺が 10 ㎜以上 30 ㎜以内のもの）、代表者個人の印鑑証明

書（３ヶ月以内に発行されたもの）等を準備します。 

（１）登記の期間 
ＮＰＯ法人は、その主たる事務所の所在地において登記することにより成立します。設

立の登記は、主たる事務所の所在地においては、設立の認証の通知が到達した日から２週

間以内に、その他の事務所の所在地においては、設立の登記をした後２週間以内に登記し

なければなりません。 
※設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６ヶ月を経過しても登記をしな

いときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。 
 

（２）登記事項 
登記すべき事項は、次のとおりです。（組合等登記令第２条） 
① 目的及び業務 
② 名称 
③ 事務所の所在場所 
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 
⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

※平成２８年 NPO 法改正（貸借対照表の公告の義務化）に伴い、資産の総額は登記

事項から削除されました。 
 

（３）登記に必要な書類等 
登記の際に必要な主な書類は次のとおりです。申請書の記載様式などについては、法務

局のホームページからダウンロードできます。 
① 設立登記申請書 
② 登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R 等） 
③ 定款 
④ 法人設立認証書 
⑤ 代表権を有する者の資格を証する書類（役員就任承諾書） 
⑥ 印鑑届書等 
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９ 登記後の各種届出 
（１）設立登記完了届出書の提出 

登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。 
 提 出 書 類 名 様式 閲覧 部数 

１ 設立登記完了届出書 （P.59） 第３号  １ 
２ 登記事項証明書 官公署  １ 
３ 登記事項証明書の写し 官公署 ○ １ 
４ 設立（合併）の時の財産目録 任意 ○ ２ 
 
 

（２）法人設立届の提出 
新たに法人を設立したときは、収益事業の有無にかかわらず法人市・県民税、法人事業

税等の手続きが必要です。各担当課に「法人設立届」を提出してください。詳細はそれぞ

れの担当課にお問い合わせください。 

 
 担当課 電話番号 所在地 

県税に 
ついて 

備前県民局 
税務部直税課 

０８６－２３３－９８１６ 
０８６－２３３－９８２０ 

〒700-8604 
岡山市北区弓之町 6 番 1 号 

市税に 

ついて 
岡山市課税管理課

諸税係 
０８６－８０３－１１６９ 

〒700-8554 
岡山市北区大供一丁目 2 番

3 号 
 

 
  

◇登記についてのお問い合わせ先◇ 
【岡山地方法務局】岡山市北区南方１丁目３－５８ 

法人登記相談 （０８６）２２４－５７１５  
ホームページ  http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/ 
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（３）その他関係行政機関への届出 
上記（１）（２）のほか、法人には、事業形態により関係行政機関に各種届出が必要とな

ります。詳細については、各関係行政機関にお問い合わせください。 
 

 
対  象  提出書類 提出先 

税

制

関

係 

■給与を支払うようになった場合 ・給与支払事務所等の開設届出書 
税務署 

■税法上の収益事業を行う場合※ ・収益事業開始届出書 

就

業

関

係 

■労働者を使用する場合 ・適用事業報告 

労働基準  

監督署 

■労働者を１０人以上雇用する使

用者 
・就業規則届 

労

働

保

険 

 
■労働者を雇用する場合 

・労働保険関係成立届 

・労働保険料申告書 

・雇用保険適用事業所設置届 公共職業  

安定所 ・雇用保険被保険者資格取得届 

健

康

保

険

・

厚

生

年

金

保

険 

 
■常時、従業員を使用する場合 

・健康保険・厚生年金保険新規適

用届 

社会保険  

事務所 

・健康保険・厚生年金保険新規適

用事業所現況届 

・被保険者資格取得届 

・健康保険被扶養者届 

 
※特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は収益事業とみなされることがあ

ります。 
収益事業に該当するかどうかは、必ず税務署に確認をしてください。 
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Ⅲ 設⽴認証申請の提出書類の作成 

（様式・記載例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

Ⅲ 設立認証申請の提出書類の作成 

(1) 設立認証申請書 
  様式第 1 号（第２条関係） 

                                                            年 月 日 

  岡 山 市 長   様 

    

                      申請者 住所又は居所 

                            氏名                      

                            電話番号 

 

設立認証申請書 

 

   特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第 10条第１項の規定により，次のとおり 

 特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので，申請します。 

 

記 

 

 １ 特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人（又はＮＰＯ法人）○○○○ 

 

 

 

 ２ 代表者の氏名       ○○ ○○ 

  

３ 主たる事務所の所在地   岡山県岡山市○○区○○町○○丁目○番○号 

                     ○○マンション○○○号 

 

  

 ４ その他の事務所の所在地  なし 

 

 

 ５ 定款に記載された目的   この法人は、●●●に対して、△△に関する事業を行い、□□

に寄与することを目的とする。 

 

 

 
 
 

提出日もしくは郵送日 

町名及び番地まで住居表示通り記載する 

その他の事務所は、もれなく記載する 

ない場合は「なし」と記載する 

町名及び番地まで住居表示
通り記載する 

設立総会で選出された法人の代
表者（理事長、会長等）の氏名を
正しく記載 

設立総会で選出された設立
代表者の個人の住所氏名を
正しく記載 

定款の記載と完
全に一致させる 

名称の登記には、日本文字、ローマ字、アラビア数字の他、符
号として、アンパサンド「＆」、アポストロフィー「‘」、コンマ「，」、
ハイフン「－」、ピリオド「．」及び中点「・」を用いることができる 
なお、括弧やカギ括弧等は用いることができない 

定款の記載と完
全に一致させる 
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【留意点】 
（１）３及び４には，事務所の所在地の町名及び番地まで記載すること。 
（２）申請書には次の書類を添付すること。 

① 定款（２部） 
② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿を

いう。）（２部） 
③ 各役員が特定非営利活動促進法第 20 条各号に該当しないこと及び同法第 21 条の規定に違反し

ないことを誓約し，並びに就任を承諾する書面の謄本（コピー） 
④ 各役員の住所又は居所を証する書面(岡山市特定非営利活動促進法施行条例(平成 24 年市条例第

2 号)第 2 条第 5 項の規定の適用を受ける場合を除く。)〔注〕 
⑤ 社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 及び住所又は

居所を記載した書面 
⑥ 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第 12 条第１項第３号に該当することを確

認したことを示す書面 
⑦ 設立趣旨書（２部） 
⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（コピー） 
⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 
⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部）  

  

〔※注〕住民基本台帳ネットワークシステムの利用について 

ＮＰＯ法人の設立認証申請に際し、添付書類のうち、役員の住所を証する書面としての住民票の写しが省

略できます。（ただし、下記イに該当する場合を除きます。） 

 

【注意点】 

ア 本人確認を円滑に行うため、役員名簿には、役員の氏名（フリガナ）・住所・生年月日を住民票どおりに正

確に記載してください。 

 漢字、地番部屋番号等、特にご留意ください。 

（例）漢字の字体は正確に 「広」と「廣」、「恵」と「惠」等 

地番部屋番号等は詳しく 

 「○市○町1-3-1 403」→「○市○町一丁目3 番1 号△△コーポ403 号」 

 役員名簿等に記載されている氏名・住所等で確認できない場合は、住民票コードの提示又は住民

票の写しを提出していただきます。 

 

イ 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の適用を受けない海外に住む日本人等については、従来

どおり住所を証する書面の提出が必要です。 

 

※その他、ＮＰＯ法人に関する次の手続については、住民基本台帳ネットワークが利用できます。 

 役員の変更等届出（役員の新任（任期満了と同時に再任された場合を除く。）の場合） 

 合併認証申請 
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(2) 定款（標準定款例と留意事項） 
       定款の記載例を示すと次のとおりです。ただし、これは一般的な例を示したにすぎないので、実際

にはその法人の特性に応じて取捨選択し、又は、必要な規定を付け加えるなどの検討が必要です。 
定   款   例 留 意 事 項 

特定非営利活動法人○○○○定款 

第１章 総  則 

（名称） 

第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

 

 

 

 

 

（事務所） 

第 2 条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○区○○

町○○丁目○番○号に置く。 

2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○県○○市

○○区○○町○○丁目○番○号、 ……に置く。 

 

 

 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第 3 条 この法人は、〔①〕に対して、〔②〕に関する事業を行

い、〔③〕に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1条】･･･必要的記載事項(法第 11 条

第 1 項第 2 号) 

注：名称については、特別の制限はない

が、法令によって使用が禁止されてい

る名称はもちろん、既存の法人等と誤

認させるような名称を用いることは適

当でなく、法人の目的及び実態を適切

に表現した社会通念上妥当な名称を使

用することが必要。 

【第 2条】･･･必要的記載事項(法第 11 条

第 1 項第 4 号) 

注：第 1 項には「主たる事務所」の所在

地を記載し、第2項にはすべての「その

他の事務所」の所在地を記載すること。 

「岡山県岡山市」まででも可。ただ

し、登記事項は所在場所（所番地・住

居表示）であるため、設立総会等で町

名地番まで定めておくことが必要。 

 

【第 3条】･･･必要的記載事項(法第 11 条

第 1 項第 1 号) 

注：特定非営利活動を行うことを主たる

目的とした法人であること等を明らか

にするため、①には「受益対象者の範

囲」、②には「主要な事業」、③には「法

人の事業活動が社会にもたらす効果

（どのような意味で社会の利益につな

がるのか）や法人としての最終目標等」

を具体的かつ明確に伝わるように記載

する。 
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（特定非営利活動の種類） 

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の

特定非営利活動を行う。 

 (1)…… 

 (2)…… 

  

(事業） 

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を

行う。 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

    ①  ○○○○○事業 

    ②  ○○○○○事業 

        …… 

 

 

 (2)  その他の事業 

    ①  ○○○○○事業 

    ②  ○○○○○事業  

            …… 

2 前項第 2 号に掲げる事業は、同項第 1 号に掲げる事業に支

障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第 1

号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

第３章 会    員 

（種別） 

第 6 条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特

定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。 

 (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び

団体 

(2)  賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人

及び団体 

 (3)  …… 

【第 4 条】･･･必要的記載事項(法第 11

条第 1 項第 3 号) 

注：法の別表に掲げる活動のうち、該当

するものを選択し、そのままの表記で

記載すること（複数の種類の選択も可

能）。 

 

【第 5条】･･･必要的記載事項(法第 11 条

第 1 項第 3 号及び第 11 号) 

注：第 1 項…法人が行う具体的な事業の

内容を記載。「特定非営利活動に係る事

業」と「その他の事業」の内容は明確

に区分すること。 

注：「特定非営利活動に係る事業」におい

て付随的な事業を行う場合には、「その

他この法人の目的を達成するために必

要な事業」を行う旨を記載する。ただし、

「その他の事業」ではこの旨の記載はで

きない。 

注：第 1 項(2)・第 2項…「その他の事業」

を行わない場合は、記載を要しない。

「その他の事業」に当たるかどうかは、

定款の目的（第3条）に照らして判断す

る。ここでいう「その他の事業」は、NPO

法上の区分であり、法人税法上の「収益

事業」とは異なる。 

参考：第2項…法第5条第1項 

＜第 3 章＞･･･社員の資格の得喪に関す

る事項は必要的記載事項(法第 11 条第 1

項第 5 号)  参考：法第 2 条第 2 項第１

号ｲ 

【第 6条】必要的記載事項 

注：ここでいう「社員」とは、社団の構

成員（総会議決権を有する）をいう。 

注：正会員以外に賛助会員等の会員種別に

ついて定める場合には、正会員と区別

して第 2 号以降にその旨を記載する。 

特定非営利活動に係る事

業に支障がない限り 
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（入会） 

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入

会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正

当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納

入しなければならない。 

 

 

（会員の資格の喪失） 

第 9 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その

資格を喪失する。 

 (1)  退会届の提出をしたとき。 

 (2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。    

(3)  継続して○年以上会費を滞納したとき。 

 (4)  除名されたとき。 

 

（退会） 

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し

て、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会

の議決により、これを除名することができる。この場合、そ

の会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな

い。 

【第 7 条】必要的記載事項 

注：第 6条において、正会員以外の会員に

ついて定める場合には、正会員と区別し

て記載することもできる。 

 (以下、第 11 条まで同じ) 

注：原則、社員(正会員)の入会に不当な条

件を付けてはならない。(法第 2 条第 2

項第 1号ｲ) 条件を付ける場合は、目的

等に照らして合理的かつ客観的なもの

でなければならない。 

社員(正会員)以外の会員の入会につい

ては、任意の条件を定めることが可能。 

注：会員の入会についての条件を特に定め

ない場合にあっては、その旨を記載する

こと。 

【第8条】必要的記載事項 

注：入会金又は会費の設定がない場合  

は、記載を要しない。 

注：第 23 条（総会の権能）、第 32 条（理

事会の権能）との整合性をとること。 

 

【第 9条】必要的記載事項 

注：第 4号…除名を資格喪失の事由とする

場合は、除名に関する規定を置くこと。

(第11条参照) 

 

 

 

【第 10条】必要的記載事項 

注：退会が任意であることを明確にする

こと。任意に退会できない場合などは

法に抵触する。 

 

【第 11条】 

注：総会の議決以外に理事会の議決やその

他の機関の議決でも構わない。 
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 (1)  この定款等に違反したとき。 

 (2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした     

とき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還し 

ない。 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

 (1)  理事 ○○人 

 (2)  監事 ○○人 

2 理事のうち、１人を理事長、○人を副理事長とする。 

 

 

 

（選任等） 

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若

しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役

員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３

分の１を超えて含まれることになってはならない。 

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

 

 

（職務） 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表

しない。 

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理

事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によっ

て、その職務を代行する。 

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決

に基づき、この法人の業務を執行する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 4 章＞･･･役員に関する事項は必要的

記載事項(法第 11 条第 1項第 6 号) 

【第 13 条】必要的記載事項 

注：理事の定数は 3 人以上、監事の定数は

1 人以上必要。(法第 15 条) 

注：役員の定数は「○○人以上○○人以下」

のように上限と下限を設けることもで

きる。 

注：職名は、理事長、副理事長以外の名称

を使用することもできる。 

 

【第 14 条】必要的記載事項 

注：第 1項…総会以外で役員の選任をする

ことも可能。しかし理事はすべての社員か

ら法人の業務執行等に関して委任された

立場であるため、総会の決議により選任さ

れることが望ましい。また、監事を理事会

で選任することは、監事の職務上望ましく

ない。 

注：第 4 項…法第 19 条 

 

 

【第 15 条】必要的記載事項 

注：原則、すべての理事は法人を代表する

が、定款をもってその代表権を制限するこ

とができる。（法第 16 条） 

注：第1項・第2項…理事長以外の理事が

代表権を有しない場合には、その旨を明記

することが望ましい。 

注：第 3項…副理事長が１人の場合は、「理

事長があらかじめ指名した順序によっ
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5 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2)  この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3)  前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財     

産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大     

な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所 

  轄庁に報告すること。 

 (4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集     

すること。 

 (5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況につい    

て、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求するこ

と。 

 

（任期等） 

第16条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない

場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期

を伸長する。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事業

年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された

場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。 

 

4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それ

ぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

 

5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任する

までは、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者 

が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

 

て、」という記載を要しない。 

注：第 5 項…法第 18 条 

注：監事は代表権を有しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 16 条】必要的記載事項 

注：第１項…必要的記載事項（法第24条第

1項(役員任期は２年以内で定める)） 

注：第 2項…法人運営の円滑化を図るため、

第14条で「役員を総会で選任する」旨を

明記している場合に限り、この規定を置

くことができる。（法第 24 条第 2 項） 

注：第 3項…任期が満了する前に総会で役

員改選（予選）を行う場合において、同

日に理事会を開催し、代表者の互選を行

えるようにするための規定。 

 

注：第 5項…役員が存在しない期間が生じ

た場合、法人が損害を被るおそれもある

ことから、前任者は辞任又は任期満了後

においても応急的に業務執行義務を負

うものとされている。しかし、新たな権

限の行使まで認められるものではなく、

臨時に役員の職務を行うだけであるた

め、至急後任者を選任する必要がある。

なお、この規定を根拠に２年を超えて役

員任期を伸長することはできない。 

 

【第 17条】必要的記載事項 

注：法第 22 条 
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（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会 

の議決により、これを解任することができる。この場合、その

役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならな

い。 

 (1)  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる     

とき。 

 (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為     

があったとき。 

 

（報酬等） 

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受 

けることができる。 

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する

ことができる。 

3 前２項に関して必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別

に定める。 

 

（職員） 

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

2 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総    会 

（種別） 

第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とす

る。 

 

（構成） 

第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 

 (1) 定款の変更 

 (2) 解散 

 (3) 合併 

 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

 (5) 事業報告及び活動決算 

 

【第 18条】必要的記載事項 

注：役員の解任は総会の議決の他、理事会

の議決やその他の機関の議決でも構わ

ない。その場合、関連条文との整合性を

とること。 

 

 

 

 

 

【第 19条】必要的記載事項 

注：第 1 項…法第 2条第 2 項第 1 号ロ 

注：第 3項…総会以外に理事会等の機関の

議決でも構わない。その場合、関連条文

との整合性をとること。 

 

 

 

 

 

 

＜第 5 章＞･･･会議に関する事項は必要的

記載事項(法第 11 条第 1項第 7 号) 

【第 21条】必要的記載事項 

注：法第 14 条の 2及び法第 14条の 3 

 

 

 

 

 

【第 23 条】必要的記載事項 

注：法第 14 条の 5 

注：定款で理事会等に委任しているもの以

外は全て総会の議決事項。 

  なお、法定の総会議決事項（定款変 

更、解散及び合併）以外の事項につい 
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 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

 (7) 入会金及び会費の額 

 (8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借 

 入金を除く。第50条において同じ。）その他新たな義務の 

   負担及び権利の放棄 

(9) 事務局の組織及び運営 

 (10) その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第24条 通常総会は、毎事業年度○回開催する。 

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を  

記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

 (3) 第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事から招集があっ

たとき。 

 

（招集） 

第 25 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招

集する。 

2 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求が

あったときは、その日から○日以内に臨時総会を招集しなけれ

ばならない。 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事

項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも５日前

までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の 

中から選出する。 

 

（定足数） 

第 27 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ 

開会することができない。 

 

（議決） 

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によっ

ては、理事会等の議決事項とすること 

ができる。（第 32 条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

【第 24 条】必要的記載事項 

注：第 1項…少なくとも年 1 回は通常総会

を開かなければならない。（法第 14 条の

2） 

注：第2項第2号…総社員の 5 分の 1以上

を必要とするが、定款をもってこれを増

減可能。（法第14条の3第2項） 

 

 

【第 25条】必要的記載事項 

 

 

 

 

注：第 3 項…総会の招集は、定款で定めた

方法により、少なくとも総会の日の 5 日

前までに行わなければならない。（法第

14 条の 4） 

 

 

 

 

 

【第 27条】必要的記載事項 

注：定款変更の際の定足数は、定款に特別

の定めがない限り、社員総数の２分の１

以上である(法第 25 条第 2 項) 

【第 28条】必要的記載事項 
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てあらかじめ通知した事項とする。 

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正

会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した

場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の

決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あら

かじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって

表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが

できる。また、会場に来ることができない正会員は、インター

ネット等を利用したオンラインの会議システムによって、総会

に参加し、表決することができる。 

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、

次条第 1 項第 2 号及び第 51 条の適用については、総会に出席

したものとみなす。 

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、そ

の議事の議決に加わることができない。 

5 オンラインでの出席者がある場合は、以下の条件を満たす環

境の整備を行う。 

(1) 出席者の発言の即時性及び双方向性が確保されているこ

と。 

(2) 総会に参加した者が正会員本人であることを確認できる

こと。 

(3) 出席者の確認が出席者に共有して確認できること。 

(4) 表決権の行使が平等かつ正当に行使できるような方法を

あらかじめ明示すること。 

 

（議事録） 

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を 

作成しなければならない。 

(1)  日時及び場所 

 (2)  正会員総数及び出席者数（書面又は電磁的方法による表決

注：第 1 項…法第 14 条の 6 

 

 

 

注：第 3 項…「みなし総会決議」といい、

任意でこの規程を置くことができる。書

面以外に電磁的記録による同意の意思

表示を可能とする規定を置くこともで

きる。（法第 14条の 9第 1 項） 

 

【第 29 条】必要的記載事項 

注：第 1 項及び第 2 項…書面による表決に

代えて、電磁的方法による表決を可能と

する規定を置くこともできる（法第14条

の7第3項）。電磁的方法とは、電子情報

処理組織を使用する方法。例えば電子メ

ールなどがこれに該当する。（法規1） 

オンラインの会議システムによる参加の

規定を置くことも可能。 

  

注：第 4項…法第 14条の 8 

注：第 5 項…オンラインの会議システムを

利用する場合、実際上の会議と同等の

環境（情報伝達の双方向性、即時性の

ある設備等）の整備が必要。法人が利

用するネットワーク技術に応じて規定

を付け加えるなどの検討をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



 

者又は表決委任者がある場合と、オンライン会議による出席

者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

 (3)  審議事項 

 (4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5)  議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署

名人２人以上が署名しなければならない。 

3 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があった

とみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作

成しなければならない。 

 (1) 総会があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

 

 

 

（権能） 

第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を 

議決する。 

 (1)  総会に付議すべき事項 

 (2)  総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1)  理事長が必要と認めたとき。 

 (2)  理事総数の○分の○以上から会議の目的である事項を記載

した書面をもって招集の請求があったとき。 

 (3)  第 15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求が

 

 

 

 

 

注：第 2 項…「署名」は自署のこと。署名

を「記名（パソコン使用等の場合）押印」

とすることも可 

 

注：第 3 項…第 28 条第 3 項に「みなし総

会」規定を置いた場合に必要。「みなし

総会」規定を置かない場合は不要。 

 

 

 

 

＜第 6 章＞･･･会議に関する事項は必要的

記載事項(法第 11 条第 1項第 7 号) 

注：理事会については、必ずしも置くこと

を要しないが、理事が数人ある場合に

は、法人の事務は理事の過半数で決する

こととされているので、通常、法人の事

務の決定のため、理事の合議体として理

事会を設ける。 

 

【第 32条】必要的記載事項 

注：総会の権能(第 23 条)と整合性をとる

こと。 
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あったとき。 

 

（招集） 

第34条 理事会は、理事長が招集する。 

2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があった

ときは、その日から○日以内に理事会を招集しなければならな

い。 

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議

事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも○日

前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によ

ってあらかじめ通知した事項とする。 

2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あら

かじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって

表決することができる。また、会場に来ることができない理事は、

インターネット等を利用したオンラインの会議システムによっ

て、理事会に参加し、表決することができる。 

3 前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項及び次条第 1

項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、そ

の議事の議決に加わることができない。 

5 オンラインでの出席者がある場合は、以下の条件を満たす環境

の整備を行う。 

(1) 出席者の発言の即時性及び双方向性が確保されているこ

と。 

(2) 理事会に参加した者が理事本人であることを確認できる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 36条】 

参考：第 2項…法第 17条 
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(3) 出席者の確認が出席者に共有して確認できること。 

(4) 表決権の行使が平等かつ正当に行使できるような方法を

あらかじめ明示すること。 

 

（議事録） 

第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録 

を作成しなければならない。 

 (1)  日時及び場所 

 (2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法

による表決者がある場合と、オンライン会議による出席者

がある場合にあっては、その旨を付記すること。） 

 (3)  審議事項 

 (4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5)  議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録   

署名人２人以上が署名しなければならない。 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構

成する。 

 (1)  設立の時の財産目録に記載された資産 

 (2)  入会金及び会費 

 (3)  寄付金品 

 (4)  財産から生じる収益 

 (5)  事業に伴う収益 

 (6) その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 40 条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係

る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の２種と

する。 

 

（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総 

会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第 2項…「署名」を「記名押印」とす

ることも可。 

 

 

＜第 7 章＞･･･必要的記載事項（法第 11

条第 1 項第 8 号及び第 9号） 

 

【第 39 条】必要的記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 40条】必要的記載事項 

「その他の事業」を行わない場合は、規

定を要しない。 

 

 

【第 41条】必要的記載事項 

注：総会の議決以外に、理事会等の機関の

議決でも構わない。 
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（会計の原則） 

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っ

て行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係

る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の２種と 

する。 

 

（事業計画及び予算） 

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事 

長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予 

算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予 

 算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じるこ

とができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみな   

す。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第 46 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予   

備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければなら   

ない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 47 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会   

の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び   

財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や   

かに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な

ければならない。 

2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すもの   

 

【第 42条】必要的記載事項 

注：「法第 27 条各号に掲げる原則」とは、

正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原

則及び継続性の原則をいう。 

【第43条】 

注：法第5条第2項 

その他の事業を行わない場合は規定を

要しない。 

 

【第 44条～第47条及び第50条】 

注：平成１５年の法改正により、「予算準拠

の原則」は削除されている(法第 27 条第

１号)。現行法上、予算管理を行うか否か

は法人の任意であることから、予算管理

を行わない場合は、記載を要しない。 
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とする。 

 

（事業年度） 

第 49 条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○   

月○日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその   

他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとすると   

きは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に

出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、か

つ、法第 25条第 3 項に規定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 (1) 目的 

 (2) 名称  

 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活

動に係る事業の種類 

 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変

更を伴うものに限る） 

 (5) 社員の資格の得喪に関する事項 

 (6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

 (7) 会議に関する事項 

 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該

その他の事業に関する事項 

 (9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るもの

に限る） 

(10) 定款の変更に関する事項 

 

（解散） 

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

 (1)  総会の決議 

 (2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

 (3)  正会員の欠亡 

 (4)  合併 

 

 

 

【第 49条】必要的記載事項 

注：法第 11条第 1 項第 10 号 

 

 

 

 

 

＜第 8 章＞･･･定款の変更と解散に関する

事項は必要的記載事項（法第 11 条第 1

項第 12 号及び第 13 号） 

【第51条】必要的記載事項 

参考： 定款変更の際には、定款に特別の定

めがない限り、社員総数の２分の１以上

が出席し、その出席した社員の４分の３

以上の議決が必要となる。（法第25条） 

 

注：法第 25 条第 3 項に規定する以外の事

項に係る定款の変更をしたときは、遅滞

なく所轄庁へ届け出なければならない。 

（法第 25 条第 6 項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 52 条】必要的記載事項 

参考：第 1号…法第 31条第 1 項第 1号 

 第 2号…法第 31条第 1項第 3号 

 第 3号…法第 31条第 1項第 4号 

 第 4号…法第 31条第 1項第 5号 

 第 5号…法第 31条第 1項第 6号 
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 (5)  破産手続開始の決定 

 (6)  所轄庁による設立の認証の取消し 

 (7)  …… 

 (8)  …… 

2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員

総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 

3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を

得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第 53 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による 

解散を除く。）したときに残余する財産は、法第11条第3項に

掲げる者のうち、〔①〕に譲渡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正 

会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を 

得なければならない。 

 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 55 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると

ともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第 1

項に規定する貸借対照表の公告については、〔①〕に掲載し

て行う。 

 

 

 

 

 

 

 第 6号…法第 31条第 1項第 7号 

 第 7号以下…法第31条第 1項第2号（定

款で定めた解散事由の発生） 

注：第 2 項…解散の際には、定款に特別の

定めがない限り、社員総数の４分の３以

上の承諾が必要となる。（法第 31 条の 2） 

参考：第 3項…法第 31条第 2 項 

 

【第 53条】必要的記載事項 

注：〔①〕に記載する「残余財産の帰属す

べき者」は、他の特定非営利活動法人、

国又は地方公共団体、公益財団法人、又

は公益社団法人、学校法人、社会福祉法

人、更生保護法人から選定されなければ

ならない。（法第11条第3項、法第32条） 

注：帰属先を定めない場合、又は帰属先が

明確でない場合は、国又は地方公共団体

に譲渡するか国庫に帰属されることと

なる。（法 32 条第 2項、第 3 項） 

【第54条】 

注：定款に特別の定めがない限り、合併の

際には、社員総数の４分の３以上の議決

が必要。（法第34条） 

 

＜第 9 章＞･･･必要的記載事項(法第 11 条

第 1 項第 14 号) 

【第 55条】必要的記載事項 

注：公告とは、第三者の権利保護のため、

第三者の権利を侵害するおそれのある

事項について広く一般に知らせること。

官報のほか、新聞、インターネットホー

ムページ等を選択することも可能であ

るが、次の（ア）（イ）については官報

に掲載して行う必要がある。 

(ア)解散時の公告（法第31条の10第4項） 

(イ)破産手続開始の公告(法第31条の12第

4項) 
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第１０章 雑則 

（細則） 

第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決 

を経て、理事長がこれを定める。 

 

 

附     則 

1  この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

    理事長    ○ ○ ○ ○ 

    副理事長   ○ ○ ○ ○ 

    理事     ○ ○ ○  ○ 

    同      ○ ○ ○ ○ 

    …… 

        …… 

    監事     ○ ○ ○ ○ 

    同      ○ ○ ○ ○ 

    …… 

3  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第 1項の規定に

かかわらず、成立の日から令和○年○月○日までとする。 

4  この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規

定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 

5  この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわら

ず、成立の日から令和○年○月○日までとする。 

6  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にか

かわらず、次に掲げる額とする。 

  (1)  正会員入会金   ○○○円 

    正会員会費     年○○○円 

  (2)  賛助会員入会金    ○○○円 

    賛助会員会費   ○○○円（一口）  

注：法人は、前年度の貸借対照表の作成後

遅滞なくこれを公告しなければなら

ない。公告方法は以下の４つの方法か

ら選択して定款で定める必要がある。

（法第 28条の 2 第 1 項） 

公告方法 〔①〕の記載例 

① 官報 官報 

② 日刊新聞紙 ○○県において

発行する○○新

聞 

③ 電子公告 

この法人のホー

ムページ 

内閣府 NPO 法人

ポータルサイト

（法人入力情報

欄） 

④ 主たる事務所

の公衆の見や

すい場所 

この法人の主た

る事務所の掲示

場（に掲示） 

 

 

＜附則＞ 

注：設立当初の記載内容は、成立後におい

て変更しない。 

【第 2 項】…必要的記載事項（法第 11 条

第 2 項） 

  役員名簿の記載内容と一致させる。 

 

注：第 3 項において、至年月日は、成立の

日から２年を超えてはならない。 

  通常総会は、事業年度が終了し決算業

務後に行われるのが一般的なため、設立

当初の役員任期の終期を、事業年度の終

期から２～３ヶ月後に設定しておくと法

人運営に支障をきたすおそれが少ない。 

 

注：第 6 項において、正会員以外の会員に

ついて定める場合には、正会員と区別して

記載する。 
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(3) 役員名簿（法第 10 条第 1 項関係様式例）                            

（申請用） 

役 員 名 簿            

                                                         （特定非営利活動法人の名称） 

 
役 職 名 

フ リ ガ ナ

氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 生年月日 
 

理事長   有  

副理事長 無 

理 事    無 

…  

監 事    無 

… 無 

 
 
（縦覧用） 

役 員 名 簿            

                                                         （特定非営利活動法人の名称） 

 
役 職 名 

フ リ ガ ナ

氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 
 

理事長    

        

 

【留意点】 
  １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
 ２ 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその別を記載する。 
 ３ 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に掲げる書面又は同 
  条第５項の方法によって証された住所又は居所を記載する。  
  ４ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役 
  員には「無」を記入する。 
  ５ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１ 
  以下でなければならない。（法第２条第２項第１号ロ） 
 ６ 「生年月日」の欄は、特定非営利活動促進法施行条例※第２条第５項の規定の適用を受ける場 
  合にのみ記載すること。 

※住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、住民票の添付を省略する場合（P.26 参照） 

 

 

・住民票の添付を省略する場合に記
入する 
・縦覧用は不要 

理事の職名を定めている場合は、 
それぞれの理事について職名を 
記載する 

住民票どおりに記載 

定款の附則に記載されている設立当初の役員と一致 

報酬を受ける人がわかるように記載 

42



 

(4) 就任承諾及び誓約書（法第 10 条第 1 項第２号ロ関係様式例） 
                                 

 年  月  日 
 特定非営利活動法人○○○○ 御中 

 

就 任 承 諾 及 び 誓 約 書              

 
              住所又は居所 

                          氏名                       （㊞） 
 

私は、（特定非営利活動法人の名称）の理事（又は監事）に就任することを承諾するとと
もに、特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規定に違 
反しないことを誓約します。 

 
 特定非営利活動促進法第 20 条の要件  

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく  

なった日から２年を経過しない者 
三  以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しない者 
 ・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 
 ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第３２条の３第７項

及び第 32 条の 11 第 1 項の規定を除く。）に違反した場合 
  ・ 刑法第 204 条（傷害）、第 206 条（傷害及び傷害致死の現場助勢）、第 208 条（暴行）、  

第 208 条の２（凶器準備集合及び結集）、第 222 条（脅迫）、第 247 条（背任）の罪を 
  犯した場合 
 ・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 
四  暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でな

くなった日から５年を経過しない者 

五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を 
取り消された日から２年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める

もの 

特定非営利活動促進法第 21 条の要件  
 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１
人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の

３分の１を超えて含まれることになってはならない。 
 

 
 
【留意点】 

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 

 ２ 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書面のとおりに記載する。  

 ３ 原本は申請者が保管する。 

 
 
 

総会の日付でよい 

署名または記名押印 原本は法人が保持する。 

理事か監事のいずれかを記載 

町名及び番地まで住民票通り記載する 
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 (5) 社員のうち 10 人以上の者の名簿（法第 10 条第 1 項第３号関係様式例） 

 

社 員 の う ち 1 0 人 以 上 の 者 の 名 簿                         

 
 
                                                         （特定非営利活動法人の名称） 

  
氏  名 

 
住所又は居所 

 

 

 ○○ ○○ 

 ○○ ○○ 

 

 

 

 

○○株式会社 

代表取締役社長○○○○ 

 

 ○○市○○丁目○番地○ 

 ○○市○○丁目○番○号 

       

 

 

 

 

 ○○市○○丁目○番○号 

 

 

  

 

 
 
【留意点】 
 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
  ２ 法人等が社員となる場合は、団体名と併せて代表者氏名を記載する。  

社員とは、社団の構成員の意味であり、 
総会で議決権を持つ者のことである 
社員全員の記載は不要 

社員は、法人でも可（定款に規定） 
法人等が社員になる場合は、団体名お
よび代表者氏名、その所在地を記載 

役員（理事・監事）も社員にな

ることができる 
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(6) 確認書（法第 10 条第 1 項第４号関係様式例） 

 

確 認 書         

 
  （特定非営利活動法人の名称）は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法 
 第１２条第１項第３号に該当することを、  年  月  日に開催された設立総会に  

おいて確認しました。 
 
   年  月  日 
 
            （特定非営利活動法人の名称） 
             設立（代表）者 住所又は居所 
                     氏名                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号の要件  

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的と

するものでないこと。 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

でないこと。 
ハ 特定の公職（公職選挙法 （昭和２５年法律第１００号）第３条 に規定する公職を

いう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでな

いこと。 

特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号の要件 

 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体

でないこと。 

 

 
【留意点】 
 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
 
 
  

設立総会開催日か総会以降の作成した日を記載 

住所・氏名を正しく記載 
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(7) 設立趣旨書（法第 10 条第 1 項第５号関係様式例） 

設 立 趣 旨 書            

  １ 趣 旨 

 
 
 
 
 

 

 

【現状の把握】 
定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 
↓ 
【問題、課題】 
どのような点で問題や課題があると考えるか。 
↓ 
【問題に対する解決策、目指す社会】 
法人の行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与する理由 
↓ 
【特定非営利活動法人格が必要な理由】 
任意団体での限界性、他の法人格ではなく特定非営利活動法人格が必要となった理

由等 

 

   

  ２ 申請に至るまでの経過 
 

 
 
 
 

・  法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯 
（活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容）    等 

＜記載例＞ 
・令和○年○月 任意団体○○○○を設立 
・令和△年△月 ○○の活動を展開 
・令和□年□月 NPO 法人化に向け設立総会を開催 

 

  

     年  月  日 
 
         （特定非営利活動法人の名称） 
          設立（代表）者 住所又は居所                   

 氏名                      
 
     
 

 
【留意点】 
 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。  

２部提出する 

設立総会開催日か総会以降の作成した日を記載 

町名・地番まで住民票どおり記載する。 
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謄本（コピー）を１部提出する 
原本は申請者が保管する 

(8) 設立総会議事録（法第 10 条第 1 項第６号関係様式例） 

特定非営利活動法人○○○○設立総会議事録 

１ 日 時     年  月  日  時～  時 
２ 場 所 
３ 出席者数     名（うち書面表決者数 名） 

４ 審議事項 
(1) 議長選任の件 
(2) 議事録署名人の選任の件 
(3) 設立趣旨に関する件 
(4) 定款に関する件 
(5) 入会金及び会費に関する件 
(6) ○○年度及び○○年度の事業計画

並びに活動予算について 
(7) 役員及び報酬に関する件 

・法人の設立に係る事項の確認（設立趣旨、 定款、
役員、事業計画・活動予算等） 

・特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2 号及び
法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することの確認 

・設立についての意思の確認 
・その他、設立認証申請に係る事項の確認 

 
 
 
 
 
 
 
  

(8) 設立代表者の選任について 
(9) 事務所の所在地について 

 
５ 議事の経過の概要及び議決の結果     

(1) 議長に○○○○が満場一致で選出された。 
(2) 議長より、議事録署名人として○○○○、○○○○を選任したいとの提案があり、承

認された。 
(3) ○○○○より、別紙の設立趣旨により特定非営利活動法人を設立したい旨の提案があ

り、審議の結果、全会一致で可決された。当団体が、特定非営利活動促進法第２条第
２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に、該当することも併せて確認された。 

(4) ○○○○より、別紙定款案が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。 
(5) ○○○○より、設立当初の、入会金及び会費を、①正会員：入会金   円、会費 年    

円、②賛助会員：入会金   円、会費一口   円とする旨、提案があり、全会一
致で承認された。 

(6) ○○○○より、令和 年度及び令和 年度の事業計画及び事業会計毎の活動予算に   
ついて提案があり、満場一致で可決された。 

(7) ○○○○より役員の選出について提案があり、理事長に○○○○、副理事長に○○   
○○、理事に○○○○、○○○○、監事に○○○○、○○○○を選出した。 
役員報酬については年間○○万円を超えない範囲とし、設立当初の役員からは○○○○を
年間○○万円の報酬を受ける役員とする旨、全員異議なく承認した。 

(8) 議長より設立代表者について諮ったところ、○○○○を選任することが満場一致で可
決された。 

(9) 議長より当法人の事務所について、岡山県岡山市○区○○○○に置くことが提案さ
れ、全会一致で承認された。 

 
  以上、この議事録が正確であることを証します。 
 令和  年  月  日  
                  議 長 （㊞） 
                  議事録署名人 （㊞） 
                        同 （㊞） 

 

 【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 

 ２ ３には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 
 ３ 原本は法人で保管する。             

定款の附則の記載と一致している

定款の記載が「岡山県岡山市内」のみとなってい

る場合は総会で事務所地を決定してください。 
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(9) 事業計画書（法第 10 条第 1 項７号関係様式例） 

○○年度の事業計画書 
法人成立の日から○○年○○月○○日まで 

                                特定非営利活動法人○○○○ 
 １ 事業実施の方針 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

 
 
 
 
 
 

       
定款の事業名 

        
 事 業 内 容 

 実施予定 
      
 日  時  

 実施予定 
      
 場  所  

 従事者の 
      
 予定人数  

受益対象者 
の範囲及び 
 予定人数  

  支  出 
  見 込 額 
  （千円）   

 

       

       

   
（２）その他の事業 

 
 
 
 
 

       
 定款の事業名 

             
     事 業 内 容 

 実施予定 
      
 日  時  

 実施予定 
      
 場  所  

 従事者の 
 
 予定人数  

  支  出 
  見 込 額 
  （千円）   

 

      

      

 

【留意点】 
① 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。  
② 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成する。 
③ ２は、（１）には特定非営利活動に係る事業、（２）にはその他の事業について、区分を明らか

にして記載する。 
④ ２の（１）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事

者の予定人数、受益対象者の範囲及び予定人数並びに支出見込額をそれぞれ記載する。 
⑤ ２の（１）のうち「受益対象者の範囲及び予定人数」の欄には、具体的な受益対象者及び予定

人数を記載する。 
⑥ ２の（２）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事

者の予定人数及び支出見込額をそれぞれ記載する。 
  

一般市民・不特定多数など 

定
款
の
事
業
名
に
あ
わ
せ
る
。
事
業
ご
と
に
記
入
。 

できるだけ詳しく記入。記入欄を広げて構わない。 

 

活
動
予
算
書
の
事
業
費
と
合
計
額
を
一
致
さ
せ
る 

実施する頻度で OK 
随時、通年、年４回など 

事業実施により利益を受
ける対象者の範囲と人数
を記載 

定款附則の｢設立当初
の事業年度｣の期間と
一致させる 

実施予定がない場
合は「未定」と記入 

定款に定めている事業は実施の有無に 

関わらずすべて記載。 

その他の事業を行う場合のみ記載する 
特定非営利活動に係る事業の事業内容
と、その他の事業の事業内容とは、相違点
を明らかにして記載する 
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(10) 活動予算書①「設立当初の事業年度の活動予算書」（法第10条第1項第8号関係様式例）

設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

金額

（２）

（１）

（２）

（１）

定款附則の「設立当初の

事業年度」と一致させる

２部提出する

施設等評価費用も併

せて計上

（計上は法人の任意）

施設等受入評価益も

併せて計上

（計上は法人の任意）

「事業費」は、法人の事業実

施のために直接要する費用で、

「人件費」と「その他経費」に分

けた上で支出の形態別に内訳

を記載

「管理費」は、法人の運営に係る基礎

的な維持管理のための費用(※）で、

「人件費」と「その他経費」に分けた上

で支出の形態別に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、 法人事

務所の賃貸料など
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当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．事業費固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．事業費過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

翌事業年度の活動予算

書の「前期繰越正味財

産額」と金額が一致する

ことを確認する

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を
含む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して
表示することが望ましい(表示例は以下のとおり。)

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ 経常利益

１．受取寄附金
受取寄附金振替額 ×××
・・・・・・・・・・

Ⅱ 経常費用
２．事業費

援助用消耗品費
・・・・・・・・・・ ×××

（指定正味財産増減の部）
受取寄附金 ○○○

・・・・・・・・・・
一般正味財産への振替額 △×××

使途等の制約が解除されたことによる指定正味財産か
ら一般正味財産への振替額

「受取寄附金振替額」と同額を
マイナス計上

50



(10) 活動予算書②「翌事業年度の活動予算書」（法第10条第1項第8号関係様式例）

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

金額

（２）

（１）

（２）

（１）

翌事業年度の自至年月

日を記載

２部提出する

施設等評価費用も併

せて計上

（計上は法人の任意）

施設等受入評価益も

併せて計上

（計上は法人の任意）

「事業費」は、法人の事業実施

のために直接要する費用で、

「人件費」と「その他経費」に分け

た上で支出の形態別に内訳を

記載

「管理費」は、法人の運営に係る基礎

的な維持管理のための費用(※）で、「人

件費」と「その他経費」に分けた上で支

出の形態別に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、法人事務

所の賃借料など
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当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．事業費固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．事業費過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

設立当初の事業年度の

活動予算書の「次期繰

越正味財産額」と金額

が一致することを確認す

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含
む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示
することが望ましい（表示例はP.50の様式例を参照）
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設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××

(10) 活動予算書③「設立当初の事業年度の活動予算書（定款にその他事業を掲げている場合）」

（法第10条第1項第8号関係様式例）

（１）

（２）

（１）

（２）

科目 その他の事業 合計

２部提出する定款附則の「設立当初の

事業年度」と一致させる

「事業費」は、法人の事業実

施のために直接要する費用で

「人件費」と「その他経費」に分

けた上で支出の形態別に内訳

を記載

「管理費」は、法人の運営に係る基礎

的な維持管理のための費用 (※）で、

「人件費」と「その他経費」に分けた上

で支出の形態別に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、 法人事

務所の賃貸料など
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･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

翌事業年度の活動予算

書の「前期繰越正味財

産額」と金額が一致する

ことを確認する

その他の事業で得た利益

の振替額

その他の事業の実施を予定していない場合に記載する

（または、「その他事業」欄の数字をすべて０とする）
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特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××

(10) 活動予算書④「翌事業年度の活動予算書（定款にその他事業を掲げている場合）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （法第10条第1項第8号関係様式例）

（２）

（１）

（２）

科目 その他の事業

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

合計

（１）

２部提出する翌事業年度の自至年月

日を記載

「事業費」は、法人の事業実

施のために直接要する費用で、

「人件費」と「その他経費」に分

けた上で支出の形態別に内訳

を記載

「管理費」は、法人の運営に係る基礎

的な維持管理のための費用 (※）で、

「人件費」と「その他経費」に分けた上

で支出の形態別に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、 法人事

務所の賃貸料など
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･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（備考：活動予算書様式例①、②、③、④　共通）

１　用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

２　設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、それぞれ別に作成する。

３ 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、様式③④で作成し、実施予定がない

年度についても、収益・経費0円で作成する。

４ その他の事業から利益が生じる場合には、特定非営利活動に係る事業会計への繰り入れがわかるよ

うに記載する。また、その他の事業は本来事業に支障がない限り実施できることとなっているため、そ

の損益の状況は適法性の判断材料となる。

５ 「事業費」とは、法人の事業実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいう。（当該事

業の実施のために直接要する人件費、光熱費、交通費等が含まれる。）また、定款に掲げる事業ごとの

損益を別様で掲載することが望ましい。

６ 特に、支出規模（事業費＋管理費）で見た特定非営利活動に係る事業の割合、総支出額に占める管

理費の割合等は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、営利を目的としないものである

ことという法定要件への適合性の判断材料になる。

設立当初の事業年度の活

動予算書の「次期繰越正

味財産額」と金額が一致

することを確認する

その他の事業で得た利

益の振替額

その他の事業の実施を予定していない場合に記載す

る
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(11) 補正書（法第１０条第４項関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 
  年  月  日 

 
  岡山市長  様 
 

（申請者の住所若しくは居所 
又は特定非営利活動法人名称） 

申請者名又は代表者名         
電話番号 

 

補正書 
 

   年  月  日に申請した［ 補正する書類の種類を記載 ］について不

備がありましたので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第

４項の規定により、下記のとおり補正を申し立てます。 
記 

 
１ 補正の内容  定款第○条ならびに第○条の文言を下記のとおり補正する。 

 

補正後 申請段階 

第○条 ○○○○… 第○条 △△△△… 

第○条 ○○○○… 第○条 △△△△… 

 
２ 補正の理由  誤字のため。 
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【留意点】 

１ ［補正する書類の種類］には、申請書の場合は、その申請書の名称(「設立認証申請書」等)

を、申請書に添付された書類の場合は、当該申請書の名称及び当該書類を特定することができ

る文言(「設立認証申請書に添付する法第１０条第１項第１号の書類」等)を記載すること。 

２ １には、補正する箇所について、補正後と申請段階の記載の違いを明らかにした対照表を記

載すること。 

３ 補正書には、補正後の書類を添付すること。ただし、以下の書類について補正を行う場合は、

補正後の書類各２部を添付すること。 

①定款 

②役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿

をいう。) 

③設立趣旨書 

④設立当初の事業年度及びそれらの翌事業年度の事業計画書 

⑤設立当初の事業年度又は翌事業年度の活動予算書 
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(12) 設立登記完了届出書（法第１３条第２項） 
 

 
様式第３号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

岡山市長  様 

 

                     （特定非営利活動法人の名称） 

                      代表者氏名                     

 主たる事務所の所在地 

                      電話番号 

                                    

 

設立登記完了届出書 

 

 設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第

１３条第２項の規定により、登記事項証明書及び財産目録を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

備 考 

この届出書の提出に併せて、次の書類を提出すること。 

１ 登記事項証明書２部（１部はその写し） 

２ 財産目録２部 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

登記事項証明書は、原本 

と写し（コピー）が各１部、 

財産目録は２部必要 

提出の日 
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(13)　設立の時の財産目録（法第１４条関係記載例）

設立の時の財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品

パソコン1台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

登記事項証明書に記載してある
法人設立の年月日を記載する

金銭評価ができない資産
については「評価せず」とし
て記載できる

口座番号の記
載は不要

正味財産＝資産合計ー負債合計
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つながる協働ひろばへの情報提供のお願い 

岡山市では平成２６年４月に、ＮＰＯやボランティア、協働に関する情報をまとめてお

届けする情報サイト『つながる協働ひろば』を開設しました。 
 

 
「つながる協働ひろば」では、ＮＰＯ法人の所轄庁への各種手続きの説明や提出書類の

様式や記載例などをダウンロードすることができます。 
また、協働の担い手としてのＮＰＯ法人の活動を支援するために、お知らせ耳より情報

や各種助成金情報、岡山市とＮＰＯ法人の協働の取組などを紹介しています。 
さらに、イベント情報やボランティア募集情報を投稿することによって、ＮＰＯ法人自

身が広く市民の方に呼びかけることができます！ 
 

「つながる協働ひろば」内の「おかやま団体検索サイト」は岡山で活躍するＮＰＯ法人

やボランティア団体、企業の情報を集約したデータベースとなっています。 
岡山市に提出していただいた定款や最新の役員名簿、事業報告書等などの各種提出書類

をもとに、岡山市所轄のＮＰＯ法人の基本情報や、閲覧書類をサイト上で公開しています。 
情報の変更がある場合などはサイト内「サイトへの情報掲載」から直接投稿していただ

くか、次の「団体情報（基本情報）掲載申請書」を使って岡山市市民協働企画総務課まで

ご連絡ください。 
 
また、「活動ＰＲ」ではＮＰＯ法人自身が自由に自分たちの活動を広くＰＲすることで、

ＮＰＯ法人の活動の周知や情報公開をしていただけます。「活動ＰＲ」についてもサイト内

「サイトへの情報掲載」から直接投稿していただくか、次の「団体情報（活動ＰＲ）掲載

申請書」を使ってご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つながる協働ひろば事務局（岡山市市民協働企画総務課） 
 
郵 送 先：〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 
Ｅ メ ー ル：o-npo@city.okayama.lg.jp 
 

情報発信にご活用

ください！ 
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氏名（必須）

住所（必須）

電話（必須）

ＦＡＸ

電子メールアドレス

主たる事務所
の所在地
（必須）

〒

従たる事務所
の所在地

〒

電話（必須） FAX

電子メール
アドレス

有 の 場 合
登 録 概 要

□有　　□無市社会福祉協議会又は市ふれあい公社のボランティア登録の有無

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 以 下 掲 載 内 容 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ボランティア登録
（必須）

ホームページ

フリガナ（必須）

団体名（必須）

フリガナ（必須）

連
絡
先

団体種別（必須）

活動内容
（必須）

活動内容
（その他事業）

代表者名（必須）

団体情報（基本情報）掲載申請書

団体の目的
（必須）

｢つながる協働ひろば」運営事務局　行

　「投稿と掲載に関する規約」の内容を承諾の上、「団体検索サイト」に団体基本情報の掲載を希望し、下記のとおり申し込みます。

●申請者（必ず団体・グループの代表者がお申込みください。）

★今回のお申込みの種類（該当する項目の番号を右の欄に記入してください。）

　　１．新規の掲載　　　２．情報の変更・削除の依頼

★団体基本情報を記入してください。

設立年月日（必須）

ＮＰＯ ボランティア団体 企業 サークル・グループ 学校・その他
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★貴団体の取り組んでいる主な活動分野を、下記から５つ以内で選択し、チェックを入れてください。（必須）

いちおし活動分野

　　　団体写真を掲載する

団体情報（基本情報）掲載申請に関する注意事項

団体検索ページに、おかやまの元気な団体の情報を投稿しよう！

○この申請書により団体情報（基本情報）を投稿する際、同時により詳細な活動情報として「活動PR」を投稿できます。
○サイトを利用される皆様にとって、わかりやすい情報となるよう情報提供にご協力ください。
○最新の情報が掲載されるよう、掲載事項に変更があった場合は、できるだけ早めに情報更新の投稿（変更・削除の依頼）を
お願いします。

◎投稿いただいた情報は、インターネット上に公開されます。
◎掲載前の確認連絡などは行いませんので、内容をしっかりと確認し、誤りのない状態で投稿してください。特に連絡先（住
所・電話番号等）には十分ご注意ください。
◎電話番号は、団体の事務所、役員の自宅、登録している施設（公民館やボランティアセンター）等、どこでも構いませんが、
連絡のとれる番号を記載してください。
◎投稿いただいた情報は、受付から２週間を目途に掲載しますので、あらかじめご了承ください。
◎団体検索ページは、「みんなで集める情報たから箱」事業で運営する各サイト（「総合ポータルサイト」、「こそだてぽけっと」、
「ＥＳＤなび」、「つながる協働ひろば」）からリンクボタンで閲覧できるようになります。あらかじめご了承ください。
◎投稿いただいた情報は、おかやまの市民協働施策を推進するために活用させていただきます。

★上記表で選択した活動分野の中から貴団体の最も中心的な分野について１つ選択し 「いちおし活動分野」に記入し
てください。（必須）

★団体の活動写真を、団体検索ページの画面に掲載することができます。
　掲載を希望する場合は、当該写真をJPEG形式の画像データにより添付してください。掲載希望がない場合は、いちおし活動分
野のイメージ画像を表示します。

まちづくり保健・健康づくり

医療

障害福祉

高齢者福祉

子育て支援・少子化対策

その他の福祉

社会教育

観光振興

農山漁村・中山間支援

学術振興

文化・芸術振興

スポーツ振興

環境保全

災害救援

地域安全・防災活動

人権擁護

平和推進

国際協力

多文化共生

男女共同参画

子どもの健全育成

情報化社会

科学技術振興

経済活動活性化

職業能力・雇用機会

消費者保護

市民活動支援
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活動PRの検索
区分（必須）

団体の
キャッチコピー
（20字以内）

団体名

会員数

活動場所 活動日時

入会金 年会費

協働の実績

表彰実績

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊以下掲載内容＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

活動のきっかけ
やはじまり

（140字以内）

活動への思い
（140字以内）

ＦＡＸ

電子メールアドレス

★今回のお申込みの種類（該当する項目の番号を右の欄に記入してください。）

　　１．新規の掲載　　　２．情報の変更・削除の依頼

団体情報（活動ＰＲ）掲載申請書

｢つながる協働ひろば」運営事務局　行

●申請者（必ず団体・グループの代表者がお申込みください。）

　「みんなで集める情報たから箱各サイトへの投稿と掲載に関する規約」の内容を承諾の上、「団体検索サイト」に団体情報（活動ＰＲ）の掲載を希
望し、下記のとおり申し込みます。

団体名（必須）

住所（必須）

電話（必須）

氏名（必須）

活動内容
（具体的な活動や

イベント情報な
ど）

（400字以内）

活動概要
（100字以内）

子育て 環境・ＥＳＤ 観光 市民協働（左記以外はこちらにチェックしてください）
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団体情報（活動PR）掲載申請に関する注意事項

コメント
（５０字以内）

写真①

（いずれかに☑してください）

写真②
タイトル（表示名称）

コメント
（５０字以内）

②タイトル（表示名称）　１０字以内

○団体情報（活動PR）は、団体情報（基本情報）を登録（投稿）されている団体に限り投稿することができます。
○サイトをご覧の皆様にとって、わかりやすい情報になるよう、詳細な情報提供にご協力ください。
○更新頻度は月1回までとしますが、最新の情報が掲載されるよう、定期的な更新をお願いします。
○投稿していただいた情報は受付から２週間を目途に掲載しますのであらかじめご了承ください。
○投稿していただいた情報はそのまま公開されます。掲載前の確認連絡などは行いませんので、内容をしっかりと確認し、誤り
のない状態で投稿してください。
○団体検索ページは、「みんなで集める情報たから箱」事業で運営する各サイト（「総合ポータルサイト」、「こそだてぽけっと」、
「ＥＳＤなび」、「つながる協働ひろば」）からリンクボタンで閲覧できるようになります。あらかじめご了承ください。
○投稿いただいた情報は、おかやまの市民協働施策を推進するために活用させていただきます。

★お知らせ（チラシ、パンフレット等）を２つ以内で掲載することができます。掲載される場合はタイトルを上記に掲載し、Word,Excel又はPDF
形式の電子データで添付してください。２枚掲載される場合には添付するファイル名に番号表示するなど①と②の区別がわかるようにしてく
ださい。

タイトル（表示名称）

①タイトル（表示名称）　１０字以内
お知らせ

（チラシ、パンフ
レット等）

★活動写真を２枚以内で貼付し、その説明を５０字以内で掲載することができます。イベントの報告や日常活動を紹介するためにご活用く
ださい。掲載される場合はタイトルを上記に掲載し、写真はJPEG形式で添付してください。２枚掲載される場合は①と②がわかるようにファ
イル名に番号を表示してください。

活動写真

（いずれかに☑してください）掲載しない掲載する

掲載しない掲載する
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Ⅳ 管理・運営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
Ⅳ（１）管理・運営   

１ ＮＰＯ法人の活動の原則                          
ＮＰＯ法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行って

はいけません。また、特定非営利活動促進法（以下「法」といいます。）のみならず、すべ

ての法令の規定に従い、定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負い

ます。                （詳しくは、「制度の概要 P.10～」を参照） 

２ 定款に沿った法人運営 
定款は、法人を運営していくための根本的な規則です。定款の記載内容を逸脱した事業

活動や法人運営に陥らないよう、定款の規定内容は、日頃からよく把握しておきましょう。 

 

（参考）以下は、定款に絶対的に記載しておかなければならないとされている事項です。（法11） 

 記 載 事 項 内   容 

１ 目的 法人の活動目的 

２ 名称 法人の名称 

３ 
特定非営利活動及び事業の

種類 

法人が行う特定非営利活動の種類（法別表第2）や具

体的な事業名 

４ 事務所の所在地 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

５ 
社員の資格の得喪に関する

事項 

社員になるための条件や退会方法、社員資格の喪失

の条件など 

６ 役員に関する事項 
役員の種別や定数、代表権者、選任方法、任期、職

務など 

７ 会議に関する事項 会議の種別や権能、議事録記載事項、招集方法など 

８ 資産に関する事項 資産の構成や区分など 

９ 会計に関する事項 会計の原則や区分など 

１０ 事業年度 事業年度 

１１ 
その他事業の種類及び事業

に関する事項 

その他の事業を行う場合は、その他の事業の種類や

具体的な事業名 

１２ 解散に関する事項 法人の解散の事由や残余財産の帰属先など 

１３ 定款変更に関する事項 定款変更の議決方法など 

１４ 公告の方法 公告の方法 

１５ 設立当初の役員 設立総会で選任された役員 

 

３ 社員総会の開催 
ＮＰＯ法人は、毎事業年度少なくとも１回、通常社員総会を開催しなければなりません。

(法14②) 

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも５日前に、その社員総会の

目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければいけません。（法14④） 
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４ 閲覧書類の備え置き・閲覧                          

ＮＰＯ法人は、その活動を広く一般市民に公開し、市民の参加を図り、より一層活動

を発展させていくことが期待されています。そのためＮＰＯ法人は、すべての事務所に

書類を備え置き、社員その他利害関係人※から請求があった場合には、正当な理由がな

い限り閲覧させなければなりません。 
（詳しくは、次頁「備置き・閲覧書類一覧」を参照） 

※利害関係人とは、債権者、保証人、法人と契約関係にある者等です。それ以外の者への閲覧は

義務ではありませんが、これから入会しようとする者等に対して積極的に情報公開をすることで法

人の信用が高まる場合もあります。 

ＮＰＯ法人は、毎事業年度の初めの３ヶ月以内に、事業報告書等を作成し、その作成

の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、ＮＰＯ法人のすべ

ての事務所に備え置かなければなりません（法 28①）。 

  

   
 

 

 

  

 

 ＮＰＯ法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、内閣

総理大臣と所轄庁に対して、ＮＰＯ法人の活動状況等に関するデータベースの整備を図り、

インターネット等の利用を通じて国民へ迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずる

旨規定されています（法 72）。また、所轄庁及びＮＰＯ法人に対して、ＮＰＯ法人の活動

状況等の情報を内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の

積極的な公表に努めるよう規定されています（法 72②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和２年法改正点】 

 
 
 
 

岡山市では、次の場所で法人の基本情報や事業報告書等の情報 

公開を行っています。 

▶ 岡山市市民協働企画総務課（本庁２階）    

〒700-8544  岡山市北区大供一丁目１番１号    

TEL  （０８６）８０３－１０６１ 

▶ おかやまＮＰＯ・ボランティアサイト「つながる協働ひろば」 

 

所轄庁は、NPO 法人から提出を受けた事業報告書等（閲覧をする日から５年以内に提出を受

けたものに限ります。）、役員名簿又は定款等について、閲覧又は謄写の請求があったときは、

所轄庁の条例で定めるところにより、これらの書類（事業報告書等又は役員名簿については、

これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）を閲覧さ

せ、又は謄写させなければなりません（法 30）。 
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＜ＮＰＯ法人の事務所における書類の備置き・閲覧及び所轄庁における閲覧・謄写書類一覧＞ 

 
備え置き書類 

NPO法人 

（閲覧） 

所轄庁 

（閲覧・謄写） 

設
立
初
年
度 

事業計画書 〇 事
業
報
告
書
等
を 

作
成
す
る
ま
で 

〇 事
業
報
告
書
等
の 

提
出
が
あ
る
ま
で 

活動予算書 〇 〇 

設立の時の財産目録※１ 〇 〇 

定款 〇 

変
更
が
あ
る
ま
で 

(

最
新
の
も
の) 

〇 

最
新
の
提
出
分 

役員名簿 〇 〇※２ 

認証書の写し 〇 〇 

登記事項証明書の写し 〇 〇 

※１ 設立時の財産目録は、事業報告書等を作成後は閲覧の対象ではありませんが、常に事務所

に備え置く必要があります。 

翌
事
業
年
度
以
降 

事
業
報
告
書
等 

事業報告書 〇 
作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
が
経
過
し
た

日
を
含
む
事
業
年
度
の
末
日
ま
で 

〇 

過
去
５
年
間
の
提
出
分 

計算書類 

（活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記） 
〇 〇 

財産目録 〇 〇 

年間役員名簿 

（前事業年度において役員であった者の氏名及

び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿） 

〇 〇※２ 

前事業年度の末日における社員のうち１０人以

上の者の名簿 
〇 〇※２ 

役
員
名
簿 

役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員に

就いての報酬の有無を記載した名簿 
〇 

変
更
が
あ
る
ま
で 

（
最
新
の
も
の
） 

〇※２ 

最
新
の
提
出
分 

定
款
等 

定款 〇 〇 

認証書の写し 〇 〇 

登記事項証明書の写し 〇 〇 

※２ 所轄庁で閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」は個人の住所、居所についての

記載の部分を除きます。（詳細については、Ｐ６８参照） 
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Ⅳ（２）所轄庁手続き 

ＮＰＯ法人は、所轄庁により認証を受けて設立された法人です。したがって、所轄庁に

対しさまざまな事務手続きが必要となります。主なものは、次の通りです。 

手 続 事 項 時 期 参照Ｐ 

・事業年度が終了した時 
・事業年度終了後３ヶ月以内 

・年１回必ず 
70 

・役員に変更があった時 
・役員の住所、氏名等に変更があった時 

（役員全員が再任された場合も変更になります） 
98 

・定款を変更したい時 

／定款を変更した時  
・随時 104 

 

 

    

 

 

 

 

 

１ 事業報告書等の提出 
ＮＰＯ法人は毎事業年度１回、次の書類を毎事業年度初めの３ヶ月以内に所轄庁に提出

しなければなりません（法29）。提出を怠った場合には過料処分の対象になるほか、３年

以上にわたり提出を行わなかった場合には、設立認証の取消しの対象となります。 

（法43①） 

 提  出  書  類  等 様 式 閲覧 部数 参照Ｐ 

１ 事業報告書等提出書 第８号  １ 74 

２ 事業報告書 任 意 ○ ２ 75 

３ 

計算書類 

（活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記） 

※計算書類の注記の提出については任意となります。 

〃 ○ ２ 76 

４ 財産目録 〃 ○ ２ 84 

５ 
年間役員名簿 
（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所

並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 
〃 ○※ ２ 88 

６ 
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の

名簿 
〃 ○※ ２ 89 

※所轄庁で閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」は個人の住所、居所についての記載の部

分を除きます。（詳細については、Ｐ６８参照） 

また NPO 法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、法に掲げる方法のうち

i 
 
 
 

＜お願い＞ 
次の場合は「届出書」の提出は必要ありませんが、事務管理の都合上、電話、

FAX、E メール等で所轄庁までご連絡ください。 

◆在任中の理事の中で代表理事が交代した場合（※変更の登記は必要） 

◆定款上、事務所の所在地の記載を「岡山市」までとしている法人が、岡山市内で

所在地を変更した場合（※変更の登記は必要） 

◆事務連絡先、郵送先 
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定款で定めた方法により公告しなければなりません。 

 

     

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 《貸借対照表の公告》 
平成 28 年法改正により、NPO 法人の負担の軽減として、登記事項から「資産の総額」が削除さ

れることとなり、引き続き①法人の透明性を高め、②債権者を保護し、取引の安全と円滑を図るた

めの措置として、貸借対照表の公告が義務付けられました。（平成 30 年 10 月 1 日施行） 

NPO 法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定め

る方法により、これを公告しなければなりません（法 28 の２）。 

 

 

 

 

（注１） ①又は②を選択した場合は、当該貸借対照表の「要旨」を公告することで足りることとなりま

す（法 28 の２②）。また、一度掲載することで公告となります。 

（注２） ③の内閣府令で定めるものとは、法規第１条第１号ロに掲げる方法のうち、インターネットに

接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置をいいます。（法規３の２①） 

（注３） ③を選択した場合、公告をしなければならない期間（以下「公告期間」といいます。）は、「貸

借対照表の作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」と

なります（法 28 の２④）。 

（注４） ③を選択した場合は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ

とができない場合の当該公告の方法として、①又は②の方法のいずれかを定めることがで

きます。（法 28 の２③） 

（注５） ③による公告期間中、公告の中断が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、

その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません（法 28 の２

⑤）。 

a 公告の中断が生ずることにつき NPO 法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は

NPO 法人に正当な事由があること（法 28 の２⑤一） 

b 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の 10 分の１を超えないこと（法 28 の２

⑤二） 

c NPO 法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じ

た時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと（法

28 の２⑤三） 

（注６） ④の 「内閣府令で定める方法」として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法が規定されています（法規３の２②）。 

（注７） ④を選択した場合、公告期間は、「当該公告の開始後１年を経過する日までの間」となりま

す（法規３の２③） 

  

① 官報に掲載する方法（法 28 の２①一） 

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法（法 28 の２①二） 

③ 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受ける

ことができる状態に置く措置であって、内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。） 

（法 28 の２①三） 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として

内閣府令で定める方法（法 28 の２①四、法規３の２②） 

71



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《貸借対照表の公告の規定に係る経過措置について》 

貸借対照表の公告に係る規定（法第 28 条の２）の施行日は、平成 30 年 10 月 1 日と規定され

ています。したがって、NPO 法人は平成 30 年 10 月 1 日以後に作成する貸借対照表について公告

する必要があります。ただし、経過措置として、平成 30 年 10 月 1 日より前に作成した貸借対照表で

直近の事業年度のもの（以下、「特定貸借対照表」といいます。）についても、定款で定める方法によ

り公告する必要があります。この場合、公告のタイミングは、①平成 30 年 10 月 1 日までに公告す

る、②平成 30 年 10 月 1 日以後遅滞なく公告する、のどちらかを選択します。 

 

《公告の方法に係る定款の変更について》 
貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行っていただく必要があります。例えば、定款に

「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。」と規定されている

場合は、貸借対照表についても掲示場への掲示と官報掲載が必要となります。貸借対照表の公告

を、現行定款の規定とは別の方法で行う場合は、特定貸借対照表の公告までに、定款を変更する

必要があります。 

 

【現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例】 

 
公告方法 記載例 

官報（第 1 号） ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、官報に掲載して行う。 

日刊新聞（第 2 号） ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 

電子公告（第 3 号） 【法人の HP を選択する場合】 

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、この法人のホームページに掲載して行う。 

【内閣府 NPO 法人ポータルサイトを選択する場合】 

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、内閣府 NPO 法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。 

【事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

きない場合の公告方法を定める場合（任意）】 

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、（※）

に掲載して行う。 

 （※）は、「官報」または「○○県において発行する○○新聞」のどちらかを選

択します。 

主たる事務所の公衆の

見やすい場所（第4号） 

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告について

は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 

 
 

 
（公告の方法） 

第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、

法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。 
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《内閣府 Q&A（抜粋）》 

Q.貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めることはできますか。 

A. 公告方法を「A 及び B による方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択することは可能で

すが、「A 又は B による方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考

えられます。これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかでは

ないためです。 

 

Q.貸借対照表の公告の方法のうち、電子公告（法第 28 条の 2 第 1 項第 3 号、法規第 3 条の 2 第 1

項）とはどのようなものですか。 

A. 電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用

するもの」（法規第 3 条の 2 第 1 項）とは、要するにインターネット上のウェブサイトに公告事項を掲載す

ることをいいます。当該ウェブサイトは、NPO法人自身が管理運営するものでもよいし、第三者が管理運

営するものであって当該 NPO 法人が直接掲載するものや第三者に委託し掲載するものであっても構い

ません。掲載については「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる

状態に置く」（法第 28 条の 2 第 1 項第 3 号）ことが必要ですので、判断にあたっては、例えば無料で、

かつ事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態にあるのか、法定公告期間中

継続して掲載することが可能か、等を踏まえる必要があります。 

 

Q.電子公告の方法として、LINE を使用する方法は含まれますか。 

A. SNS をはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供され

るサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なります。公告の掲載については「不特定多数の者が

公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く」（法第 28 条の２第 1 項）ことが必

要ですので、判断にあたっては、無料でかつ登録行為なしに閲覧できる状態にあるか、法定期間中に

継続して掲載することが可能かなどを踏まえる必要があります。例えば、NPO 法人が LINE のトークに貸

借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を閲覧するには、サービスを利用するために登

録行為をしなければなりませんので、公告の方法としてふさわしくないと考えられます。 

 

Q.貸借対照表の公告のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」（法第 28 条の 2 第 1 項第 4

号、法規第 3 条の 2 第 2 項）とはどのような場所が該当しますか。また、マンションや役員の自宅の一室を

法人の主たる事務所としている場合はどのような場所に掲示すればいいですか。 

A. 法第 28 条の 2 第 1 項第 4 号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識するこ

とができる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該 NPO 法人の主たる事務所におい

て、容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。したがって、例えば、法

人の主たる事務所の掲示場や入口付近に掲示することが相応しいと考えられます。ただし、そのマンシ

ョンや民家の構造、アクセス容易性などを踏まえて判断されるものです。 

 

Q.貸借対照表の公告の方法として官報又は日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合、貸借対照表

の「要旨」（法第 28 条の 2 第 2 項）とはどのようなものをいうのですか。 

A. 掲載金額の単位については「千円」とするなど、適切な単位をもって公告するものをいいます。ま

た、掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具体的事情に応じ

て、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載した事項を公告するものをい

います。 
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記載例 事業報告書等提出書（法第 29 条関係） 
様式第８号（第８条関係） 

  年  月  日 

 

 岡山市長 様 

 

特定非営利活動法人○○○○    

代表者氏名          

主たる事務所の所在地       

電話番号             

 

事業報告書等提出書 

 

下記に掲げる前事業年度（  年  月  日から   年  月  日まで）

の事業報告書等について、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２９

条の規定により、提出します。 

 

 

記 

 

１ 前事業年度の事業報告書（２部） 

２ 前事業年度の活動計算書（２部） 

３ 前事業年度の貸借対照表（２部） 

４ 前事業年度の財産目録（２部） 

５ 前事業年度の年間役員名簿（２部） 

６ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあって

は、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（２部） 

 

 

 

 

 

備 考  

１ 特定非営利活動に係る事業のほか，その他の事業を行う場合には，活動

計算書を一つの書類の中で別欄表示し，また，その他の事業を実施してい

ない場合は脚注においてその旨を記載すること。 

２ ５の書類は，前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名

及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の

有無を記載した名簿をいう。 

提 出 の 日 
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記載例 事業報告書（法第 28 条第１項関係様式例） 
 

   年度事業報告書 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

                        特定非営利活動法人○○○○ 

１ 事業の成果 

    ○○の事業を実施し、□□の成果が得られた。 

 

２ 事業の実施に関する事項                              

 （１）特定非営利活動に係る事業      

定款の事業名 事 業 内 容 実施日時 実施場所 
従事者の 
人  数 

受益対象者
の範囲 

及び人数 

支 出 額 
（千円） 

 
      

       

       

 

 （２）その他の事業 

定款の事業名 事 業 内 容 実施日時 実施場所 
従事者の 
人  数 

支 出 額 
（千円） 

      

 

 

【留意点】 

① 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とする。 

② ２は、（１）には特定非営利活動に係る事業、（２）にはその他の事業について、区

分を明らかにして記載する。 

③ ２の（１）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従

事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。 

④ ２の（１）のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及

び人数を記載する。 

⑤ ２の（２）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従

事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を

定めている場合には、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を

記載する。 

 

定
款
に
定
め
て
い
る
事
業
は
実
施
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
記
載
。 

実施がない場合は

｢実施なし｣と記入。 

その他の事業を行う場合のみ記載する。 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の事業の事業内

容とは、相違点を明らかにして記載する。 

前事業年度の事業の成果を簡潔にまとめる。 

事業の対象はどんな人で

何人だったかを記入。 

事
業
に
か
か
っ
た
費
用
の
み
を
記
載

す
る
。
管
理
費
は
含
ま
な
い
。 

で
き
る
だ
け
詳
し
く
記
入
。
記
入

欄
を
広
げ
て
構
わ
な
い
。 
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○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××

様式例・記載例「前事業年度の計算書類①（活動計算書）」（法第28条第１項関係）

金額

（２）

（１）

（２）

（１）

施設等評価費用
も併せて計上（計
上は法人の任意）

当該事業年度の自至
年月日を記載

「事業費」は、法人の
事業実施のために直
接要する費用で、「人
件 費 」 と 「 そ の 他 経
費」に分けた上で支
出の形態別に内訳を
記載

「管理費」は、法人の運営に

係る基礎的な維持管理のた

めの費用(※）で、「人件費」と

「その他経費」に分けた上で

支出の形態別に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、

法人事務所の賃貸料など

施設等受入評価益

も併せて計上（計上

は法人の任意）

会 費 の 性 格 に
応じて分けて記
載
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その他経費計 ×××
管理費計 ×××

経常費用計 ×××
当期経常増減額 ×××

Ⅲ 経常外収益
１．事業費固定資産売却益 ×××

･････････････ ×××
経常外収益計 ×××

Ⅳ 経常外費用
１．事業費過年度損益修正損 ×××

･････････････ ×××
経常外費用計 ×××

税引前当期正味財産増減額 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

前事業年度活動計

算書の「次期繰越正

味財産額」と金額が

一致することを確認

する

貸借対照表の「正味財産合計」と金額が

一致することを確認する

（注）重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定め

られた補助金等を含む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の

部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい(表示例は

以下のとおり。)

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ 経常利益

１．受取寄附金
受取寄附金振替額 ×××

・・・・・・・・・・
Ⅱ 経常費用

２．事業費
援助用消耗品費

・・・・・・・・・・ ×××
（指定正味財産増減の部）

受取寄附金 ○○○
・・・・・・・・・・

一般正味財産への振替額 △×××

使途等の制約が解除されたことに

よる指定正味財産から一般正味財

産への振替額

「受取寄附金振替額」と同額をマイ

ナス計上
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○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××

合計

様式例・記載例「前事業年度の計算書類②（定款にその他事業が掲げられている場合の活動計算
書）」                                                          （法第28条第１項関係）

（１）

（２）

（１）

（２）

科目 その他の事業

当該事業年度の自至年月
日を記載

会費の性格に応
じて分けて記載

「事業費」は、法人の事

業実施のために直接要

する費用で、「人件費」と

「その他経費」に分けた

上で支出の形態別に内

訳を記載

「管理費」は、法人の法人

の運営に係る基礎的な維

持管理のための費用(※）で、

「人件費」と「その他経費」に

分けた上で支出の形態別

に内訳を記載
（※）総会や理事会の開催費用、

法人事務所の賃貸料など
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支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

１　用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

２ 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、特定非営利活動に係る事業と区

分して作成する（様式例②）。前事業年度に実施しなかった場合でも、収入支出0円の活動計算書

を作成する。また、その他事業から利益が生じる場合には、特定非営利活動に係る事業会計への繰

入れがわかるように記載する。

３ 「事業費」とは、法人の事業実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいう。（当

該事業の実施のために直接要する人件費、光熱費、交通費等が含まれる。）会計処理上は、定款に

掲げる事業ごとに区分して記載する。

４ 特に、支出規模（事業費＋管理費）で見た特定非営利活動に係る事業の割合、総支出額に占め

る管理費の割合等は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、営利を目的としないも

のであることという法定要件への適合性の判断材料になる。

貸借対照表の「正味財産
合計」と金額が一致するこ
とを確認する

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」と金
額が一致することを確認する

その他の事業で得
た利益の振替額

その他の事業を実施していない場合は、「そ
の他の事業」欄の数字をすべてゼロとする、
あるいは脚注に「※今年度はその他の事業を
実施していません。」と明記する
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様式例・記載例「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」（法第28条第１項関係）

○○年度　貸借対照表
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金 ×××
未収金 ×××
･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
車両運搬具 ×××
什器備品 ×××
･････････････ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金 ×××
前受民間助成金 ×××
･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××
退職給付引当金 ×××
･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 ×××
当期正味財産増減額 ×××

正味財産合計 ×××
負債及び正味財産合計 ×××

Ⅲ  正味財産の部
　１  指定正味財産
　指定正味財産合計 ×××
　２  一般正味財産
　一般正味財産合計 ○○○

金額

（注） 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）
を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが
望ましい。表示例は以下のとおり。

（１）

（２）

（３）

「資産合計」と金額が一致することを
確認する

「負債及び正味財産合計」と金額が一致する
ことを確認する

当該事業年度の末日
を記載する

前事業年度貸借対照表の「正味財産合
計」と金額が一致することを確認する

活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致
することを確認する

使途等が制約された寄附金等の残高を記載
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様式例・記載例「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」（法第28条第１項関係）

計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日　NPO法人会計基準協議会）によっています。

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法
････････････････････････････････････････････

　 固定資産の減価償却の方法
････････････････････････････････････････････

　 引当金の計上基準
・退職給付引当金

・○○引当金
････････････････････････････････････････････

　 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「４.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

ボランティアによる役務の提供

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．会計方針の変更
････････････････････････････････････

３．事業別損益の状況
（単位：円）

Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益

受取会費 ××× ×××
受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他収益 ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
Ⅱ　経常費用

人件費
給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

　以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。該当事項がない場合は記載不要です。

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認め
られる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算していま
す。

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役
務の提供の内訳」として注記しています。

科目

（６）

（５）

（３）

（２）

（１）

（４）

 ３．

 ４．

 ５．

 １．

 ２．

（１）

（２）

事業費のみの内訳を表示することも可能。事業を区分し

ていない法人については記載不要

どの会計基準に基づいて作成したか
記載する

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳
する方法である「税込方式」と、消費税を
支払ったり受け取ったりする都度、区分し
て経理する方法である「税抜方式」のどち
らによっているかを記載する
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４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○体育館の ××× ○○体育館使用料金表によってい
無償利用 ます。

５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって
　■名×■日間 算定しています。

６．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金
援助事業

△△財団助成 ××× ××× ××× ×××
××事業

合計 ××× ××× ××× ×××

７．固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

無形固定資産
･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

投資その他の資産
･･････････ ××× ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ××× △××× ×××

８．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 ××× ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ×××

９．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
計算書類に計 内役員及び近

上された金額 親者との取引

（活動計算書）
受取寄附金 ××× ×××
委託料 ××× ×××

活動計算書計 ××× ×××

（貸借対照表）
未払金 ××× ×××
役員借入金 ××× ×××

貸借対照表計 ××× ×××

科目

科目

助成金の総額は××円です。活動計
算書に計上した額××円及び期末残
高××円との差額××円は前受助成
金として貸借対照表に負債計上して
います。

内容 備考

合理的な算定方法を記載する
（活動計算書に計上する場合は
客観的な算定方法）

合理的な算定方法を記載する

（活動計算書に計上する場合

は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ、未使用額の返還義務が規定されている助成金・補
助金を前受経理をした場合、「当期増加額」には、活動計算書に計上した金額を記載

する。助成金・補助金の総額は「備考」欄に記載する
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　・　現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　重要な後発事象

　・　その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。
特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円で
す。

10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
るために必要な事項

令和××年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は×
×円です。

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に
基づき按分しています。

貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に重要な影響
を及ぼすもの（例：自然災害等による重大な損害の発生、重要な係争事件の
発生又は解決、主要な取引先の倒産等）について記載する

その他の事業に固有の資産で重要なもの及び特定非営利活

動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な

資産の残高状況について記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する
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様式例・記載例「前事業年度の財産目録」（法第28条第１項関係）

○○年度　財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品

パソコン1台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

･････････････ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

当該事業年度の
末日を記載する

口座番号の
記載は不要 基本的に貸借対照表上の金

額と同じ金額を記載する

金銭評価ができない資産に
ついては「評価せず」として
記載できる
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勘定科目 科目の説明
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、Ｐ

ＳＴの判定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算

定し外部資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法
を選択した場合に計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によっ
て客観的に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合
に計上する。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない

収益。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅱ 経常費用

１．事業費
(1) 人件費

給料手当
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定

額法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額
を一括して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の

棚卸高を控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもで

きる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも

可能。
施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上

する。
減価償却費
保険料
諸会費

活動計算書（活動予算書）の科目例

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、
該当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、
適宜の科目を追加することができます。

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分
することができる。
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勘定科目 科目の説明
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法

人税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減
額から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ76
～77の様式例参照）。

研修費
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない

費用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
２．管理費
(1) 人件費

役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定

額法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額
を一括して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもで

きる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも

可能。
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法

人税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減
額から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ76
～77の様式例参照）。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない

費用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前

事業年度以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用
いる。減価償却費だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともでき

Ⅴ 経理区分振替額
経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。
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勘定科目 科目の説明
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金
未収金 商品の販売によるものも含む。
棚卸資産 商品、貯蔵品等として表示することもできる。
短期貸付金 返済期限が事業年度末から1年以内の貸付金。
前払金
仮払金
立替金
○○特定資産 目的が特定されている資産で流動資産に属するもの。目的を明示する。
貸倒引当金（△）

２．固定資産
（１） 有形固定資産 土地、建物等実体があり、長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産。

建物 建物付属設備を含む。
構築物
車両運搬具
什器備品

　 土地
建設仮勘定 工事の前払金や手付金等、建設中又は制作中の固定資産。

（２） 無形固定資産 具体的な存在形態を持たないが、事業活動において長期間にわたり利用される資
産。

ソフトウェア 購入あるいは制作したソフトの原価。
（３） 投資その他の資産 余裕資金の運用のための長期的外部投資や、貸付金等長期債権から構成される資

産。
投資有価証券 長期に保有する有価証券。
敷金 返還されない部分は含まない。
差入保証金 返還されない部分は含まない。
長期貸付金 返済期限が事業年度末から1年を超える貸付金。
長期前払費用
○○特定資産 目的が特定されている資産で固定資産に属するもの。目的を明示する。

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

短期借入金 返済期限が事業年度末から１年以内の借入金。
　 未払金 商品の仕入れによるものも含む。

前受金
仮受金
預り金

２．固定負債
長期借入金 返済期限が事業年度末から１年を超える借入金。
退職給付引当金 退職給付見込額の期末残高。

Ⅲ　正味財産の部
１．正味財産

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

貸借対照表の科目例

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、
該当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、
適宜の科目を追加することができます。
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記載例 前事業年度の年間役員名簿（法第 28 条第１項関係） 
 

前事業年度の年間役員名簿 
（   年  月  日から   年  月  日） 

 
特定非営利活動法人○○○○ 

№ 役職名 氏  名 住 所 又 は 居 所 就 任 期 間 報酬を受けた 
期    間 

1 理事長      年 月 日 
～  年 月 日 

 年 月 日 
～  年 月 日 

2 副理事長      年 月 日 
～  年 月 日 

  年 月 日 
～  年 月 日 

3 理事      年 月 日 
～  年 月 日 

  年 月 日 
～  年 月 日 

4 同      年 月 日 
～  年 月 日 

  年 月 日 
～  年 月 日 

5       年 月 日 
～  年 月 日 

  年 月 日 
～  年 月 日 

6       年 月 日 
～  年 月 日 報酬無し 

7 監 事      年 月 日 
～  年 月 日 報酬無し 

 
【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
２ ｢役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職

名の別を記載する。 
３ ｢住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どお

りに記載する。 
４ ｢就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、

「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期

間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。 
 

  

前事業年度の自至年月日を記載する。 

辞任・新任・住所変更等、理事、監事の

変更があった場合は、その都度役員の

変更等届出書の提出が必要。 

届出済みかどうか確認すること。 

理
事
の
職
名
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
理
事
に
つ
い
て
職
名
を
記
載
す
る
。 

役
員
報
酬
を
受
け
た
役
員
が
い
る
場

合
、
そ
の
期
間
を
記
入
。
該
当
が
な
い
場

合
は｢

報
酬
無
し｣

を
記
入 

前年度中役員だった者全員につい

て、住民票どおりに記載。 

当
該
年
度
中
の
就
任
期
間
を
記
入 
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記載例 前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿（法第 28 条第１項関係） 
 

前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿 
（   年  月  日現在） 

 
特定非営利活動法人○○○○ 

№ 氏  名 住  所  又  は  居  所 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

  

 
 
【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
２ 前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は

居所を記載する。 
 

  

年度末の日付 

社員（正会員）のうち１０人以上の記入が
あればよい。 
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≪計算書類の作成にあたっての留意事項≫ 
 

 

 

 

Ⅰ 計算書類等 
１．計算書類の体系等 
（１）計算書類の体系 

平成２３年６月の改正法においては、活動計算書及び貸借対照表を計算書類とし、ま

た財産目録はこれらを補完する書類としています。それぞれの位置付け・記載事項につ

いては以下のとおりです。 
・ 活動計算書 

事業年度におけるＮＰＯ法人の活動状況を表す計算書です。営利企業における損益

計算書に相当するフローの計算書で、ＮＰＯ法人の財務的生存力を把握しやすくする

ため、資金収支ベースの収支計算書から改めることとなったものです。受け取った会

費や寄附金、事業の実施によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した

費用等を記載します。 
・ 貸借対照表 

事業年度末におけるＮＰＯ法人のすべての資産、負債及び正味財産の状態を示すも

ので、資金の調達方法（負債及び正味財産）及び保有方法（資産）から、ＮＰＯ法人

の財務状況を把握することができます。流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、

前払金等を、固定資産として土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、流動負債とし

て短期借入金、未払金、前受金等を、固定負債として長期借入金、退職給付引当金等

を記載します。 
・ 財産目録 

計算書類を補完する書類として位置付けられるものです。科目等は貸借対照表とほ

ぼ同じですが、その内容、数量等のより詳細な表示がされます。また、金銭評価がで

きない歴史的資料のような資産についても、金銭評価はないものの記載することは可

能です。 
P.76～87 は、現段階においてＮＰＯ法人の望ましい会計基準とみなされる「ＮＰ

Ｏ法人会計基準」をベースとした計算書類等の標準的な科目例、様式例、記載例です

が、計算書類の作成に当たっては、これらに限定されるわけではなく、上記の位置付

けに該当するものであれば足ります。例えば現金預金以外に資産や負債がないような

ＮＰＯ法人においては、より簡易な記載で足りるなど、「ＮＰＯ法人会計基準」に示さ

れている他の様式・記載例等を参考にして作成することも可能です。 
 

（２）計算書類等の別葉表示 
法第５条第２項において、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人

の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理し

なければならない」と区分経理について定めています。 
活動計算書及び活動予算書については、別葉表示は求めませんが、一つの書類の中

【参考資料】 

特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書（抜粋） 

平成 23 年 11 月 
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で別欄表示し、その他の事業を実施していない場合又は実施する予定がない場合につ

いては、脚注においてその旨を記載するか、あるいはその他の事業の欄すべてに「ゼ

ロ」を記載します。また、事業報告書においてもそのことを明らかにすることが望ま

れます。 
 

２．活動計算書 
（１）収支計算書から活動計算書への移行 

従来フローの計算書として使用されてきた収支計算書は、ＮＰＯ法人の会計方針で

定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものです。これとは異なり、活動

計算書はＮＰＯ法人の当期の正味財産の増減原因を示すフローの計算書で、法人の財

務的生存力を把握する上で重要なものの一つであるといえます。当期の正味財産の動

きを表す活動計算書においては、収支計算書における資金の範囲という概念は不要と

なり、ストックの計算書である貸借対照表との整合性を簡単に確認することができま

す。 
また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しま

すが、活動計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相

違点も挙げられます。 
平成２３年６月の法改正で、従来の収支予算書、収支計算書に代えて活動予算書、

活動計算書を作成、提出することとなっています。 
 
（２）事業費・管理費の費目別内訳、按分方法 

事業費は、ＮＰＯ法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他

経費をいいます。管理費は、ＮＰＯ法人の各種の事業を管理するための費用で、総会

及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の

賃借料及び光熱費等のその他経費をいいます。 
ＮＰＯ法人間の比較可能性やＮＰＯ法人のマネジメント等の観点から、内訳の表示

は必要であると考えられるため、事業費と管理費のそれぞれを人件費とその他経費に

分類した上で、さらに形態別に分類して表示することとします。また、その費目につ

いては、P.85～87 の科目例を参考に、ＮＰＯ法人の実態に合わせて必要な費目のみ

表示します。なお、複数の事業を実施している法人において、法人の判断により、そ

の事業ごとの費用又は損益の状況を表示する場合には、活動計算書ではなく注記にお

いて表示します（P.81～83 の様式例参照）。 
また、事業費と管理費に共通する経費や複数の事業に共通する経費は、合理的に説

明できる根拠に基づき按分される必要があり、恣意的な操作は排除されなければなり

ません。標準的な按分方法としては、以下のようなものが挙げられ、重要性が高いと

認められるものについては、いずれの按分方法によっているかについて注記すること

が望まれます。 
・ 従事割合（科目例：給与手当、旅費交通費等） 
・ 使用割合（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 
・ 建物面積比（科目例：水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料等） 
・ 職員数比（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 
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（３）ボランティアによる役務の提供等の取扱い 

「ＮＰＯ法人会計基準」では、ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく

低い価格での施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的

に認識しない方法に加え、「合理的に算定できる場合」には注記でき、「客観的に把握

できる場合」には注記に加えて活動計算書への計上も可能とされています（同基準 25，
26）。この点については、会計上認識可能である一方で、不明確な処理は避けられる

べきであることなどの観点に鑑みて、計上する際には、収益と費用に両建てされてい

るものが判別できるよう、それぞれ「ボランティア受入評価益」及び「ボランティア

評価費用」として明示し、その金額換算の根拠についても注記の「内容」及び「算定

方法」で明確にすることとします。無償又は著しく低い価格での施設の提供等の物的

サービスを受け入れた場合にも同様の会計処理が認められます。金額換算の根拠の具

体例については、以下のとおりです（公益認定制度における算入実例より）。 
・ 法人所在地における厚生労働省が公表している最低賃金（時間給）を従事時間数

で乗じた額 
・ 専門職の技能等の提供によるボランティアに関して、その専門職の標準報酬額を

ベースに時間給を算定し、それに従事時間を乗じた額 
３．貸借対照表 
（１）資産等の表示方法 

現在、資産等の表示の状況はＮＰＯ法人ごとに様々であるところ、以下のとおり整理

されることが望ましいと考えられます。 
ア 固定資産と消耗品費の相違 

固定資産とは、販売を目的としない資産で、かつ、決算日後１年以内に現金化され

る予定のない長期にわたって保有する資産のことをいいます。実務上は、法人税法施

行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 133 条を参考とし、１年を超える期間において使

用する 10 万円以上の資産を固定資産とみなすのが、一般的な目安となっています。

ただし、この目安は、10 万円未満のものについては費用処理（消耗品費として計上）

ができるということであり、必ずしも固定資産として扱えないわけではなく、前述の

要件に該当する資産については固定資産となり得る点に留意が必要です。 
イ 減価償却の方法 

減価償却とは、固定資産の価値は時間の経過や使用によって減少していくという考

えの下、貸借対照表に計上した固定資産の取得価額から、その使用期間（耐用年数）

にわたって減額していく会計処理です。ＮＰＯ法人がその活動に利用できる資産を明

確に表示するという観点から、適切な処理が求められます。この減価償却の方法には、

主に「定率法」、「定額法」等があり、法人税法施行令第 48 条、同第 48 条の２及び

同第 133 条を参考とし、適用方法を選択します。 
ウ 現物寄附を受けた固定資産等の取得価額 

「ＮＰＯ法人会計基準」において、現物寄附を受けた固定資産等については、その

取得時における公正な評価額を取得価額としています（同基準 24）。公正な評価額と

しては、市場価格によるほか、専門家による鑑定評価額や、固定資産税評価額等を参

考に合理的に見積もられた価額等が考えられます。 
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エ 特定資産 

「ＮＰＯ法人会計基準」において、特定の目的のための資産を有する場合には、特

定資産として独立して表示することを求めており（同基準注解 13）、①寄附者により

使途等が制約されている資産、②ＮＰＯ法人自ら特定資産と指定した資産が具体例と

して挙げられます。 
オ リース取引 

リース取引については、事実上売買と同様の状態にあると認められる場合には、売

買取引に準じて処理します。ただし、重要性が乏しい場合には、賃貸借取引に準じて

処理することができるものとします。 
カ 投資有価証券 

長期に保有する有価証券のことです。投資有価証券を保有するＮＰＯ法人は極めて

少数であるのが現状ですが、保有するＮＰＯ法人においては、他の会計基準を参照し

て独立して表示することが望まれます。 
 

（２）チェックポイント 
計算書類は、以下のように接続するものです。これらの点に注意して作成すべきこと

は、すべてのＮＰＯ法人に共通して認識されなければなりません（詳細は様式例参照）。 
・ 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部」の合計額が一致 
・ 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾（「次期繰越正味財産額」）が一致 
・ 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致 
 

４．計算書類の注記 
（１）注記の記載 

注記は計算書類と一体であり重要なものであるため、以下の項目については、該当が

ある場合には確実に注記することが必要です（記載例については P.81～83 の様式例参

照）。 
ア 重要な会計方針 

適用した会計基準、資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引

当金の計上基準、施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法、ボラン

ティアによる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い等、計算書類の作成に関す

る重要な会計方針 
イ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 
ウ 特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内

訳又は事業別損益の状況を記載する場合には、その内容 
エ 施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れ

たサービスの明細及び算定方法 
オ ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場

合には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法 
カ 使途等が制約された寄附金等の内訳 
キ 固定資産の増減内訳 
ク 借入金の増減内訳 
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ケ 役員及びその近親者との取引の内容 

役員及びその近親者は、以下のいずれかに該当する者をいいます。 
a．役員及びその近親者（二親等内の親族） 
b．役員及びその近親者が支配している法人 
なお、役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払並びにこれらに準ずる取引の

注記は法人の任意とします。 
コ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の

状況を明らかにするために必要な事項 
例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される事項が存在する場合に

は、当該事項を記載します。 
・ 現物寄附の評価方法 
・ 事業費と管理費の按分方法 
・ 貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に影響を及ぼすも

の（後発事象） 
・ その他の事業に固有の資産を保有する場合はその資産の状況及び事業間で共通的

な資産（後者については按分不要） 
 

（２）注記の充実 
注記における上記記載項目のうち、特にエ～カ及びケについては、活動規模が大きい

などの社会的責任の大きい法人等においては特に留意した記載が求められます。記載の

際の留意事項は以下のとおりです。 
・ エ及びオについては、計算書類等に記載する場合は、情報の利用者の便宜性に配

慮し、当該金額の算定根拠が明らかになるように、詳細な記載をします（金額換

算の具体例はⅠ２（３）参照）。 
・ カについては、当期で収益として計上された使途等が制約された寄附金、補助金、

助成金等が該当します。これらについては、その内容、正味財産に含まれる期首

残高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を明確に記載し

ます。 
・ ケについては、その取引金額を確実に注記する必要があります。なお、取引の相

手方との関係、取引内容、取引条件等についての記載は、法人の任意とします。 
 

５．財産目録 
現在、「現金預金」としてその預金金融機関における口座番号、「電話加入権」として

その電話番号、「車両」としてそのナンバー、「借入金」等としてその取引の相手方の個

人名等、個人情報に関わると思われる情報まで財産目録に記載しているＮＰＯ法人が少

なからず存在します。しかし、計算書類を補完する位置付けの書類とはいえ、法に基づ

いて外部公表される書類であるため、上記のような個人の特定につながる情報の記載ま

では必要としません。 
また、前述のとおり、金銭評価ができない歴史的資料のような資産については、金額

の代わりに「評価せず」として記載することができます。 
 

94



 
６．活動予算書 

ＮＰＯ法人の計算書類である活動計算書の対の書類として位置付けられる活動予算書

は、法人の設立申請時及び定款変更時に提出する必要があります。その表示方法や考え

方については、対である活動計算書と基本的に同様とします。 
なお、予算上固定資産の取得や借入金の返済等の資金の増減を表現したい場合には、

計算書類の注記における「固定資産の増減内訳」及び「借入金の増減内訳」の注記に準

じて記載することが望まれます。 
 

Ⅱ 留意すべき会計上の取扱い 
１．使途等が制約された寄附金等の取扱い 
（１）使途等が制約された寄附金の取扱い 

寄附金については、受け取ったときに「受取寄附金」として収益計上します。このう

ち使途等が制約された寄附金については、原則、その内容、正味財産に含まれる期首残

高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記します。 
なお、使途等が制約された寄附金で重要性が高い場合には、一般正味財産と指定正味

財産を区分して表示することが望ましいと考えられます。これは、当期に使途の制約が

解除された収益とそうでない収益を分けて表示したほうが、当該法人の財務状況・活動

状況をより的確に把握することができるからであり、複数事業年度にまたがらないもの

や、重要性が高くないものまで区分表示を求める必要はないと考えられます。 
また、「重要性」が高いと判断される寄附金には、例えば以下のようなものが考えられ

ます。 
・ 使途が震災復興に制約され、複数事業年度にまたがって使用することが予定され

ている寄附金 
・ 奨学金給付事業のための資産として、元本を維持して、あるいは漸次取り崩して

給付に充てることを指定された寄附金 
 
（２）対象事業及び実施期間が定められている補助金、助成金等の取扱い 

対象事業等が定められた補助金等は、使途等が制約された寄附金等として扱い、当期

に使用した額は収益（受取補助金等）として活動計算書に計上し、その内容、正味財産

に含まれる期首残高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記

で表示します。なお重要性が高い場合には、寄附金と同様に、正味財産を一般正味財産、

指定正味財産に区分し、当該補助金等を指定正味財産に計上することが望まれます。 
対象事業及び実施期間が定められ、かつ未使用額の返還義務が規定されている補助金

等について、実施期間の途中で事業年度末が到来した場合の未使用額は、当期の収益に

は計上せず、前受補助金等として処理します。 
また、実施期間の終了時に補助金等と対象事業の費用との間で差額が生じた場合には、

当該差額は前受補助金等ではなく未払金として処理し、この負債は返還した時点で消滅

します。 
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２．会費の計上方法 

会費と寄附金の差異については、これらの違いを十分に理解せずに会費を寄附金とし

て扱うと、誤った計算により認定基準の一つである要件（PST（パブリック・サポート・

テスト）要件：市民から広く支持を得ているとみなす基準）を充たしてしまうこととな

り、ＮＰＯ法人全体の信頼性の低下につながるおそれがあります。会費とは、税務上、

サービス利用の対価又は会員たる地位にある者が会を成り立たせるために負担するもの

とされており、直接の反対給付がない経済的利益の供与である寄附金とは基本的に異な

るものとされています。 
なお実態的には、会費として扱われているものには、①社員（正会員）たる地位にあ

る者が会を成り立たせるために負担すべきもの（「正会員受取会費」等）、②支出する側

に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与としての寄附金の性格を持つ

もの（いわゆる「賛助会員受取会費」等）、③サービス利用の対価としての性格を持つも

の（例えば「○○利用会員受取会費」等）、の３つに分けられます。③に関しては、活動

計算書において、事業収益として計上します。また、将来的には一つの「会費」の中に、

①と②、②と③というように複数の性格を持つものがある場合には、その性格によって、

明確に区分して計算書類に計上することが望まれます。 
 

３．認定ＮＰＯ法人についての留意事項 
（１）認定ＮＰＯ法人の会計処理 

認定ＮＰＯ法人は、税務上の優遇措置の下に広く市民から寄附等を受けて活動を行う

ものであり、寄附や資金の使い方等について高い透明性をもって情報提供するよう努め

る責務を負うものと考えられます。こうした意味で、認定ＮＰＯ法人においては、重要

性が高いと判断される事項については、計算書類における詳細な表示、注記の充実を図

ることが望まれます。 
認定ＮＰＯ法人において、重要性の適用に当たって一定の配慮が必要と考えられる事

項としては、以下のようなものが挙げられます。 
・ ボランティア等を計上する場合の金額換算方法（P.81～83 の様式例の注記４、

５参照） 
・ 使途等が制約された寄附金等（対象事業及び実施期間が定められている補助金等

を含む）の内容、使用状況（P.81～83 の様式例の注記６参照） 
・ 事業費と管理費の按分方法（P.81～83 の様式例の注記 10 参照） 
・ 会費の計上方法（P.85～86 の科目例及び P.76～79 の様式例参照。注記項目で

はない） 
・ 現物寄附の評価方法（P.81～83 の様式例の注記 10 参照） 
・ 関連当事者間取引（P.81～83 の様式例の注記９参照） 
 

（２）認定ＮＰＯ法人の会計処理と認定事務の双方に関連する事項の取扱い 
発生主義による会計処理を採用する法人が認定制度に基づく認定を受ける（受けてい

る）場合、現金主義・発生主義の併存を許容しながら運用されている認定制度の実務に

基づき提出される行政上の書類と会計書類との間で差異が生ずることが考えられます。 
この点については、計算書類は、法人自身のマネジメントや対外的説明責任の基本と
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なるものであり、計算書類と認定申請等のための行政上の書類とは基本的に整合的であ

ることが望ましいと考えられますが、認定行政上の必要性に照らして合理的な差異が生

ずることはあり得るものと考えられ、会計の明確化の在り方はそれとは切り離して考え

られるべきものです。 
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２ 役員の変更の届出 

ＮＰＯ法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、所轄庁に

変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等を届け出なければなりません（法 23①）。 
また、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、

２週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります（組登令３①）。 
 

（1） 手続きの流れ 

ＮＰＯ法人 所轄庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（2） 所轄庁への届出 

 届 出  書  類  等 様 式 部数 参照 P 

１ 役員の変更等届出書 第４号 １ 100 

２ 変更後の役員名簿 任 意 ２ 102 

 ＜新任の場合提出＞  

３ 就任承諾及び誓約書の謄本 （コピー） 任 意 １ 103 

４ 

役員の住所又は居所を証する書面 
（住民票等６ヶ月以内に発行されたもの） 

＊住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は
省略可能 

官公署 １ － 

 
≪注意事項≫ 

① 同一人が、理事から監事へ、又は監事から理事へ変わるときは、辞任（又は

任期満了）と新任に該当することになります。  
② 定款に定めている定数を超えて役員を増員する場合は、定款を変更する必要

があります。 
③ 任期満了後、全員が再任された場合も届出書を提出してください。 
④ 代表権を有する理事について、任期満了に伴い再任された場合は（全員が再

任でも）、改めて当該役員の「重任」の登記が必要です。 
 
 

届出 

「役員の⽒名⼜は住所若しくは居所に変更があった場合」 
①新任 ②再任 ③任期満了 ④死亡 
⑤辞任 ⑥解任 ⑦住所⼜は居所の異動 
⑧改姓⼜は改名 
※①②⑥については、定款の規定に基づき社員総
会または理事会の議決が必要です︕︕ 

≪代表権を有する理事について変更があった場合≫ 
・変更後２週間以内に登記 

（＊再任された場合も必要です） 

届出書の受理 

≪閲覧書類の最新化≫ 
 ・役員名簿 
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（3） 登記 

代表権を有する理事に関する事項に変更があったときには、２週間以内に法務局

で登記を行う必要があります。 
なお、定款をもって、代表権の制限に関する定めがある場合は、その旨を登記し

なければなりません。この場合、代表権を有する理事以外の役員登記は不要です。 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

≪参考≫ 定款による代表権の定めについて 

平成 24 年 4 月 1 日に施行された特定非営利活動促進法及び組合等登記令の改正によ

り、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款をもって、理事

の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その旨を登記しなければ

なりません（組登令 2、別表）。また、特定の理事（理事長等）のみが、法人を代表する

旨の定款の定めがある場合には、当該理事以外の理事を、登記する必要がなくなりまし

た。 

(注) 定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある

場合には、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限した

ものと解されます。 
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記載例 役員の変更等届出書 
 
様式第４号（第６条関係） 

  年  月  日 
 
 岡山市長 様 
 
                      特定非営利活動法人○〇〇〇 
                      代表者氏名   △ △ △     
                      主たる事務所の所在地 
                               電話番号  （×××）××××× 
 

役員の変更等届出書 
 

次のとおり役員の変更等があったので，特定非営利活動促進法(平成10年法律第

7号)第23条第1項の規定により，変更後の役員名簿を添えて届け出ます。 
 

変 更 年 月 日 
変 更 事 項 役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 生年月日 

○年○月○日 
再 任 

 
○年○月○日 

辞 任 
 

○年○月○日 
新 任 

 
○年○月○日 

新 任（増 員） 
 
 

 
理 事 

 
 

理 事 
 
 

理 事 
 
 

理 事 
 

フリ ガナ 
○○ ○○ 

 
フリ ガナ 
○○ ○○ 

 
フリ ガナ 
△△ △△ 

 
フリ ガナ 
△△ △△ 

 

 

○県○市○町○丁目○番地○号 
 
 
○県○市○町○丁目○番地○号 
 
 
○県△郡△町△△△番地 
 
 
○県△郡△町△△△番地 
 

 
 
 
 
 
 
 

S25.4.1 
 
 

S31.3.1 

○年○月○日 
住所の異動 

 
○年○月○日 

改 姓 

 
監 事 

 
 

理 事 

フリ ガナ 
○○ ○○ 

 
フリ ガナ 
○○ ○○ 
(△△) 

 
○県△郡△町△△△番地 
 
 
○県△郡△町△△△番地 

 

 
 
 

提 出 の 日 

住民票どおりの氏名、住所を記載。 

新
任
で
、住
民
票
を
省

略
す
る
場
合
の
み
生

年
月
日
を
記
入
。 

理事・監事の別を記入。 

（理事長・会長等の役職名ではない） 

補欠・増員の場合は、その旨を付記すること。増員の場合は、定款に定める役員定数を越

えないよう確認すること。定数を変更する場合は、定款変更届が必要。 

新住所を住民票どおりに記載 

旧姓を（  ）で併記する。 
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【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
２ ｢変更事項」の欄には，新任，再任，任期満了，死亡，辞任，解任，住所（又

は居所）の異動，改姓又は改名の別を記載し，また，補欠のため，又は増員に

よって就任した場合には，その旨を付記すること。なお，任期満了と同時に再

任した場合には，再任とだけ記載すれば足りる。 
３  ｢役名」の欄には，理事，監事の別を記載すること。 
４  改姓又は改名の場合には，「氏名」の欄に，旧姓又は旧名を括弧を付して併

記すること。 
５  ｢住所又は居所」の欄には，各役員の住所又は居所を証する書面のとおりに記

載すること。 
６  役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）は，

以下の書類を添付すること。 
(1)  当該各役員が特定非営利活動促進法第 20 条各号に該当しないこと及び同

法第 21 条の規定に違反しないことを誓約し，並びに就任を承諾する書面の

謄本（コピー） 
(2)  当該各役員の住所又は居所を証する書面※ 
※住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は、住民票は省略可能 

７ 「生年月日」の欄は，住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合に

のみ記載すること。 
※役員が新たに就任した場合で、住民票を省略する場合のみ記載 

８ 変更後の役員名簿は２部添付すること 
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記載例 様式例 役員名簿（変更後の役員名簿・最新の役員名簿） 

 
役 員 名 簿 

（  年  月  日現在） 
 

特定非営利活動法人○○○○ 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 任 期 報酬の有無 

理事長 ○
フ

○
リ

 ○
ガ

○
ナ

 ××市△二丁目４番６号 自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

副理事長 ×
フ

×
リ

 ×
ガ

×
ナ

 ××市△五丁目３番３号 自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

理事 △
フ

△
リ

 △
ガ

△
ナ

 
○○県××市△七丁目２

番９号 
自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

同 ●
フ

●
リ

 ●
ガ

●
ナ

 
○○県××市△九丁目４

番８号 
自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

 
 

    

 
 

    

     

 
 

    

監事 ○
フ

○
リ

 ○
ガ

○
ナ

 ○○県××市△５７番地 自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

同 △
フ

△
リ

 ○
ガ

○
ナ

 
○○県××市○９８番地

の１ 
自  年 月 日 
至  年 月 日 

無 

 
 
【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
２ ｢役職名」の欄には，理事，監事の別を記載すること。但し、理事において、

理事長・副理事長などの職名を定めている場合はそれぞれの理事について職名

を記載してください。 
３ 任期（２年以内で定款で定めている期間）を記載してください。 
４ それぞれの役員について報酬の有無を記載すること。 
 

住民票の記載どおりに記入する。 

理事の職名を定めている場合

は、それぞれの理事について職

名を記載する。 

２部提出する 
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記載例 様式例 就任承諾及び誓約書 
                                年  月  日 
特定非営利活動法人○○○○ 御中 

  
就任承諾及び誓約書 

                          住所又は居所 
                            氏名                    （㊞） 

私は、（特定非営利活動法人の名称）の理事（又は監事）に就任することを承諾すると

ともに、特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規定に

違反しないことを誓約します。 

特定非営利活動促進法第20条の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった

日から２年を経過しない者 

三  以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく
なった日から２年を経過しない者 

 ・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

 ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第３２条の３第７項及び第
32 条の 11 第 1項の規定を除く。）に違反した場合 

  ・ 刑法第 204 条（傷害）、第 206 条（傷害及び傷害致死の現場助勢）、第 208 条（暴行）、第

208 条の２（凶器準備集合及び結集）、第 222 条（脅迫）、第 247 条（背任）の罪を犯した場
合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四  暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくな
った日から５年を経過しない者 

五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を 取り
消された日から２年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

特定非営利活動促進法第21条の要件  
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超
えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を
超えて含まれることになってはならない。 

 

【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
２ ｢住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書面のとおりに記載する。 
３ 原本は法人で保管する。 
 
 
 

町名及び番地まで、住民票どおりに記載 

署名または記名押印 

理事か監事のいずれかを記載 
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３ 定款変更の手続き 
 ＮＰＯ法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経

なければなりません（法 25①）。社員総会の議決は、社員総数の２分の１以上が出席し、そ

の出席者の４分の３以上の多数をもってしなければなりません（定款に特別の定めがある

場合には、この限りではありません。）（法 25②） 

また、定款変更の手続きには、所轄庁の認証が必要な場合と、所轄庁への届出が必要な

場合（認証を受ける必要がない場合）があります。それぞれ手続が異なりますので注意し

てください。  

定款の変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じません。（ただし、届出で

足りる事項の変更を除きます。） 

 

所轄庁の認証が必要な変更事項 所轄庁へ届出が必要な変更事項 

① 目的 

② 名称 

③ その行う特定非営利活動の種類及び  

当該特定非営利活動に係る事業の種類 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所

在地（所轄庁の変更を伴うものに限る） 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

⑥ 役員に関する事項 

（役員の定数に係るものを除く） 

⑦ 会議に関する事項 

⑧ その他の事業を行う場合における、その

種類その他当該その他の事業に関する

事項 

⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべ

き者に係るものに限る） 

⑩ 定款の変更に関する事項 

① 主たる事務所及びその他の事務所の所

在地（所轄庁の変更を伴わないものに限

る） 

② 役員の定数に関する事項 

③ 資産に関する事項 

④ 会計に関する事項 

⑤ 事業年度 

⑥ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべ

き者に係るものを除く） 

⑦ 公告の方法 

⑧ その他認証を受けなければいけない事

項以外の事項 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※認証に関する事項と届出に関する事項の両方がある場合、認証申請書で一括するこ

とも可能です。 

しかし、この場合は届出で足りる事項についても認証後でなければ効力を発するこ 

とはできませんのでご注意ください。 
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1. 所轄庁の認証が必要な場合 
（１） 手続の流れ 

ＮＰＯ法人 所轄庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

○申請書類の受理 

＜提出書類＞ 

（P.106 参照） 

○事前相談 

・必要書類を作成し、社員総会の開催前に

予め所轄庁までご相談ください。（任意） 

○社員総会の議決 

・定款の定めに従い、社員総会で定款変更

を議決 

 

○所轄庁へ定款変更認証申請書類を提出 

○約２ヶ月半以内に通知 認 証 

＜縦覧書類＞ 

・変更後の定款 

（事業の変更がある場合） 

・事業計画書 

・活動予算書 

 

○所轄庁へ閲覧に係る書類を提出 

＜提出書類＞ 

①定款の変更の登記完了提出書 

②登記事項証明書 

不認証 

○登記事項について変更がある場合 

 認証通知を受け取ってから 

・２週間以内に、 

主たる事務所の所在地で登記 

・３週間以内に、 

その他の事務所の所在地で登記 

縦
覧
期
間 

２
週
間 

○提出書類の受理 

公
表
期
間 

 

認
証
・
不
認
証
が

決
定
す
る
ま
で 

○閲覧書類の最新化 

・変更後の定款 

・認証書の写し 

・登記事項証明書の写し 
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（２） 定款の変更に係る社員総会の決議 
定款で定めるところにより、社員総会の議決を行ってください。 
なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときには当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと

みなされます。 

 
（３） 所轄庁への申請 

 
① 【所轄庁変更を伴わない場合】 
社員総会で定款変更の議決後、次の書類を提出してください。 

 提  出  書  類  等 様式 縦覧 部数 参照Ｐ 

１ 定款変更認証申請書  第５号   １ 108～109 

２ 
定款の変更を議決した社員総会議事録の謄本

（コピー） 
 任 意   １ 110 

３ 変更後の定款    〃  ○  ２ － 

＜特定非営利活動の種類及び事業並びにその他事業を変更する場合のみ提出＞ 

４ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度

の事業計画書 
 任 意   ○  ２ － 

５ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度

の活動予算書 
   〃  ○  ２   － 

＊「定款変更の日」とは、定款変更の認証が見込まれる日です。 
 

② 【所轄庁変更を伴う場合】 
所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の

所轄庁に提出することとなります。（法 26①） 
なお、様式及び書類の提出部数は変更後の所轄庁のものとなりますので、変更後の所

轄庁にお問合せください。 
 
  岡山市から他の所轄庁へ変更を伴う定款変更 

(ア) 岡山市内の事務所を全部廃し他県に事務所を置く場合（岡山市→他県） 
(イ) 岡山市の事務所を廃し市外に事務所を置く場合（岡山市→岡山県） 
(ウ) 岡山市の事務所はそのままで、市外に事務所を置く場合（岡山市→岡山県） 
(エ) 主たる事務所を県外に移す場合（岡山市→他県） 
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  他の所轄庁から岡山市へ変更をともなう定款変更 
申請にあたっては、（３）①の１～５の書類に加えて次のものが必要です。 
 提  出  書  類  等 様 式  部数 参照Ｐ 

６ 役員名簿 任 意  １ 102 

７ 確認書 〃  １ 111 

８ 前事業年度の事業報告書 （直近のもの） ＊ 〃  １ 75 

９ 前事業年度の活動計算書 （直近のもの） ＊ 〃  １ 76～79 

１０ 前事業年度の貸借対照表 （直近のもの） ＊ 〃  １ 80 

１１ 前事業年度の財産目録  （直近のもの） ＊ 〃  １ 84 

１２ 年間役員名簿 〃  １ 88 

１３ 前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿 〃  １ 89 

 ＊設立後、8～13 の書類が作成されるまでの間は、次の書類に代える。  

１４ 設立申請時の事業計画書   任 意  １ 48 

１５ 設立申請時の活動予算書 任 意  １ 49～56 

１６ 設立の時の財産目録 任 意  １ 60 

 

（１） 縦覧期間中の補正     
提出書類に不備があるときは、その不備が軽微なものである場合に限り、補正をする

ことができます（申請書を提出した日から１週間に満たない場合に限ります。）。補正書

に補正後の提出書類を添付して提出してください。 
 提  出  書  類  等 様 式 閲覧 部数 参照Ｐ 

１ 補正書  第２号  １ 57 

２ 補正後の書類   ２  

 
（２） 定款変更後に提出する書類 

登記事項に変更があった場合には、次の書類を所轄庁へ提出してください。 
 提  出  書  類  等 様 式 閲覧 部数 参照Ｐ 

１ 定款の変更の登記完了提出書  第７号  １ 115 

２ 登記事項証明書（原本） 官公署  １ － 

３ 登記事項証明書の写し 〃 ○ １ － 
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記載例 定款変更認証申請書 
 
様式第５号（第７条関係） 

  年  月  日 
 
 岡山市長 様 
 
                        特定非営利活動法人○○○○ 
                        代表者氏名    △△ △△   
                                 主たる事務所の所在地 
                        電話番号   （××）××× 
 

定款変更認証申請書 
 

次のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法（平成１０年法

律第７号）第２５条第３項の認証を受けたいので、申請します。 
 
 
 

記 
 

 
１ 変更の内容 定款第5条の特定非営利活動に係る事業の、物資無償運送事業を福祉有

償運送事業へ変更する。新旧対照表は別紙のとおり。 
 
２ 変更の理由 地域のニーズに対応するため、福祉有償運送事業を行うこととした

ため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１ 定款を変更する場合は、定款の定めにより社員総会を開き、変更事項について議決し

てください。 

２ 定款変更認証申請書を所轄庁へ提出してください。（所轄庁変更を伴わない場合） 

  提出の際は、添付書類を確認してください。 

  ・社員総会の議事録の謄本（コピー）（１部） 

  ・変更後の定款（２部） 

 ※特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類及びその他の事業に関

する事項について定款変更を行う場合 

  ・定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 

  ・定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 

３ 登記事項に変更が生じた場合には、認証決定の後に、事務所を管轄する法務局で変更

登記を行う必要があります。  

定款変更届出書と様式を間違えないように注意！

認証が必要な事項の変更はこちら。 

提 出 の 日 

設立の認証申請の場合と同様に、２週間の縦覧を経て、申請書受理から２ヶ月半以内に所轄庁

が認証又は不認証の決定を行いますので、注意してください。 

変更する時期を定めている場合には、 

その旨も記載すること。 
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記載例 様式例 新旧対照表 
 
（別 紙） 

定款の新旧対照表 
新 旧 

（事業） 
第５条 この法人は、第３条の目的を

達成するため、次の事業を行う。 
 （１） 特定非営利活動に係る事業 
   ① ○○○○○事業 
      ② ○○○○○事業 
     ③  福祉有償運送事業 
 （２） その他の事業 
      ① ○○○○○事業 

（事業） 
第５条 この法人は、第３条の目的を達

成するため、次の事業を行う。 
 （１） 特定非営利活動に係る事業 
   ① ○○○○○事業 
      ② ○○○○○事業 

③  物資無償運送事業 
  （２） その他の事業 
      ① ○○○○○事業 

 
 
【留意点】 

① 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
② １には，変更しようとする定款の条文等について，変更後と現行の記載の違

いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載すること。変更しようとする時期

を定めている場合には，その旨も記載すること。 
③ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー）（１部），変

更後の定款（２部）並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年

度の事業計画書及び活動予算書（当該定款の変更が特定非営利活動促進法第11
条第１項第３号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに

限る。）（２部）を添付すること。 
④ 所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合には，２に掲げる書類のほか次の書類

を添付すること。 
(1) 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の

有無を記載した名簿をいう。）（１部） 
(2) 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第12条第１項第３号

に該当することを確認したことを示す書面 
(3) 直近の特定非営利活動促進法第28条第１項に規定する事業報告書等（設

立後当該書類が作成されるまでの間は同法第10条第１項第７号の事業計画

書、同項第８号の活動予算書及び第14条の財産目録、合併後当該書類が作成

されるまでの間は第34条第５項において準用する第10条第１項第７号の事

業計画書、第34条第５項において準用する第10条第１項第８号の活動計算書

及び法第35条第１項の財産目録） 
 
 

  

 
 
 
 

新旧共に変更箇所にアンダーラインを引く 

変更後の定款
と一致させる 

現⾏の定款と
一致させる 
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記載例 社員総会議事録（法第 25 条第４項関係） 

特定非営利活動法人○○○○第△△回社員総会議事録 

１ 日時     年  月  日  時～  時 
２ 場 所   ○○市○○町○○丁目○番地○号 
３ 社員総数及び出席者数 総数○名  出席者○名（うち書面表決者数 名） 
４ 審議事項 

(1)  議長選任の件                                                                
(2)  議事録署名人の選任の件                                                     
(3)  定款変更に関する件                                                             
(4)  ××に関する件                                                             
(5) 令和○○年度及び令和○○年度の事業計画並びに活動予算について（特定非

営利活動の種類及び事業並びにその他事業を変更する場合） 
(6)・・・・・・・                                                       

５ 議事の経過の概要及び議決の結果                                               
(1)  議長に○○○○が満場一致で選出された。 
(2) 議長より、議事録署名人として○○○○、○○○○を選任したいとの提案が

あり、承認された。 
(3) ○○○○より、別紙定款変更の提案があり、・・・・満場一致で可決された。 

併せて・・・・。 
(4) ○○○○より、××の件について説明があり・・・・・・。 
(5)  ○○○○より、令和○○年度及び令和○○年度の事業計画及び事業会計ごと

の活動予算について提案があり、満場一致で可決された。 
(6)・・・・・・・・ 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

 

 

 

 

  年  月  日 
                    議 長      （㊞） 
                    議事録署名人      （㊞） 
                         同         （㊞） 

【留意点】 
① 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
② ３には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 
③ 原本は法人で保管する。 
  

【注意】 
法人の定款に規定している議事録の作成方法を確

認すること。 
（標準定款では、第３０条第２項（P３５）で規定） 
署名＝自署 
記名押印＝パソコン浄書等＋押印 
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記載例 様式例 確認書 

確 認 書 
 

特定非営利活動法人○○○○は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び

同法第１２条第１項第３号に該当することを、 年 月 日に開催された社員総会

において確認しました。 
 

  年  月  日 
 

特定非営利活動法人○○○○ 
代表者氏名            

 
 
 

特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の要件 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目

的とするものでないこと。 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする

ものでないこと。 
ハ 特定の公職（公職選挙法第３条 に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者

（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦

し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

特定非営利活動促進法第12条第1項第3号の要件 

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。

以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統

制の下にある団体でないこと。 

 
 
【留意点】 
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 
 
 
 
 
 
  

所轄庁の変更を伴う場合に必要 
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2. 所轄庁へ届出が必要な場合 
（１） 手続の流れ 

ＮＰＯ法人 所轄庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２） 定款の変更に係る社員総会の決議 

定款で定めるところにより、社員総会の議決を行ってください。 
なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみ

なされます。 
 
（３） 所轄庁への届出 

社員総会で定款変更の議決後、次の書類を提出してください。 

 提  出  書  類  等 様 式 部 数 参照Ｐ 

１ 定款変更届出書 第６号 １ 114 

２ 
定款の変更を議決した社員総会議事録の謄本

（コピー） 
任 意 １ 110 

３ 変更後の定款 〃 ２ － 

 
 
 

○所轄庁へ閲覧に係る書類を提出 

＜提出書類＞ 

①定款の変更の登記完了提出書 

②登記事項証明書 

○社員総会の議決 

・定款の定めに従い、社員総会で定款変更を

議決 

○所轄庁へ定款変更届出書を提出 

○提出書類の受理 

○事務所の所在地について変更があった場合 

・２週間以内に、 

主たる事務所の所在地で登記 

・３週間以内に、 

その他の事務所の所在地で登記 

○届出の受理 

＜提出書類＞ 

下記（３）参照 

○閲覧書類の最新化 

・変更後の定款 

・登記事項証明書の写し 
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（４） 事務所の所在地の変更に係る登記の変更後に提出する書類 

事務所の所在地の変更があった場合には、主たる事務所の所在地においては２週間以内

に、その他の事務所の所在地においては３週間以内に登記を行う必要があります。 
登記事項の変更後、次の書類を所轄庁へ提出してください。 
 
 提  出  書  類  等 様 式 閲覧 部数 参照Ｐ 

１ 定款の変更の登記完了提出書 第７号  １ 115 

２ 登記事項証明書（原本） 官公署  １ － 

３ 登記事項証明書の写し 〃 ○ １ － 
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記載例 定款変更届出書 
 
様式第６号（第７条関係） 
                                                          年  月  日 

 
 岡山市長 様 
 

特定非営利活動法人○○ 
代表者氏名  △△ △△    
主たる事務所の所在地 
電話番号  （××）××× 
 

定款変更届出書 
 

次のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）

第２５条第６項の規定により、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

及び変更後の定款を添えて届け出ます。 
 
 

記 
 
１ 変更の内容    主たる事務所の所在地を変更する。 

変更した時期 令和△年△月△日 
 

新 旧 

第２条 この法人は、主たる事務所を○○

県○○市○○町○○丁目○番○号に置く。 
第２条 この法人は、主たる事務所を○○県

○○市△町△丁目△番△号に置く。 

 
２ 変更の理由       当法人の新施設完成による事務所の移転。 

 
 
 

 

【留意点】  
① 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 
② １には，変更した定款の条文等について，変更後と変更前の記載の違い   

を明らかにした新旧条文等の対照表を記載し，併せて，変更した時期を記載す

ること。 
 

 

１ 定款を変更する場合は、定款の定めにより社員総会を開き、変更事項について議決してください。 

２ この届出書には、議事録の謄本１部及び変更後の定款２部添付すること。 

３ 登記事項に変更があった場合は、事務所を管轄する法務局で変更登記をする必要があります。 

 

提 出 の 日 

条文の新旧対照表を記載する。別紙

にしてもよい。 

定款変更認証申請書と様式を間違えないように注意！届

出で足りる事項の変更はこちら。 
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記載例 定款の変更の登記完了提出書（法第 25条第７項関係） 
 
様式第７号（第７条関係） 

                                                      年  月  日 
 
 岡山市長 様 
 
                                                特定非営利活動法人○○ 
                        代表者氏名  △△ △△    
                         主たる事務所の所在地 
                           電話番号  （××）××× 
 

定款の変更の登記完了提出書 
 

定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号）第２５条第７項の規定により、登記事項証明書を添えて提出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【留意点】 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
２ この提出書には、登記事項証明書２部（うち写し１部）を添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 

提 出 の 日 
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Ⅴ 解散・合併 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

Ⅴ（１）解散・清算の手続き   

１ ＮＰＯ法人の解散・清算 

（１） 解散 

ＮＰＯ法人は、法に掲げる事由によって解散することができます。（法31） 

（２） 清算 

解散したＮＰＯ法人は、清算の目的の範囲内においてなお存続するものとみなされます。 

清算人は、解散後遅滞なく公告し（官報に掲載）、債権者に対して一定期間内（２ヶ月以

上）にその請求を申し出るよう催告をしなければいけません。（法31⑩） 

  清算結了後、清算結了の登記をもって、ＮＰＯ法人格が消滅することとなります。 

 

２ 解散の手続き 
（１）ＮＰＯ法人の解散手続の流れ 
  

Ｎ 

Ｐ 

Ｏ 

法 

人 
 

清
算
法
人
（
地
方
裁
判
所
の
監
督
） 

○法人解散登記 
○清算人登記 法務局 

所 
 

 
 

轄 
 

 
 

庁 

清算人の職務（→P.120） 
○現務の結了 
○債権の取⽴て及び債務の弁済 
○公告・催告 
○残余財産の引渡し 

○清算結了登記 法務局 

清算結了 

○解散届出書の提出（P.125） 

○清算人就任届出書の提出
（P.126） 

○清算結了届出書の提出 
（P.128） 

（定款に定めがない場合） 
○残余財産譲渡認証申請書の

提出（P.127） 
 

（③の事由の場合） 
○解散認定申請書の

提出（P.124） 
 

○解散事由 

① 社員総会の決議 

② 定款で定めた解散事由の発生 

③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成

功の不能 

④ 社員の欠亡 

⑤ 合併（→P.122） 

⑥ 破産手続開始の決定（→P.118） 

⑦ 法第 43 条の規定による設立の認証の取消し 

○清算人の選任（清算人は原則理事がなります。） 

＜解散の決定＞ 
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＜法人が破産した場合＞                                                        
法人が、破産の原因である「法人の財産の内容である、負債が資産を上回った状態」に

陥った場合、地方裁判所が破産手続開始を決定し、破産手続が行われます。 

 
 
 
 
 
 
  

ＮＰＯ法人 
理 事 

債権者 

破 産 手 続 開 始 の 決 定 

 

○破産登記の嘱託 
・破産手続開始の登記を登記所へ嘱託 

破産手続終結の決定 

破産手続 
○公告 
○破産管財人の選任 
○債権者集会 
… 
○配当 

＜◎地⽅裁判所の監督により⼿続を⾏う＞ 

破産手続開始の
申⽴て 

＜ 地 ⽅ 裁 判 所 ＞ 
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（２）解散事由 
ＮＰＯ法人は、次に掲げる事由により解散します。（法 31 の 1） 
 
 
 
 
 
 

 
※①については、議決は、社員総数の４分の３以上の多数をもってしなければなりません。

ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りではありません。 
※④については、社員が一人もいなくなった場合（役員がいても、社員でない場合も含む。）

です。 
※⑥については、理事等の申立てにより、裁判所が破産手続の開始を決定した場合です。 

（３-１）解散事由①、②、④、⑥の場合の手続 

まず、法務局で解散及び清算人の登記を行います。 ⑥の場合を除き、主たる事務所の

所在地においては２週間以内に、その他の事務所の所在地においては３週間以内に登記

します。この時点で、ＮＰＯ法人はなくなり、清算法人となります。 
清算人は原則として理事がなります。 
清算人は、解散届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を

添付し、所轄庁に提出します。 

 提  出  書  類  等 様 式 部数 参照Ｐ 

１ 解散届出書 第１０号 １ 125 

２ 解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書 官公署 １ － 

（３-２）解散事由③の場合の手続 

まず、所轄庁の解散の認定が必要です。   
代表者は、解散認定申請書に、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能に

ついて確認した書類（社員総会議事録、社員総会が開けない場合は理事会議事録）等を

添付して、所轄庁に提出します。 

 提  出  書  類  等 様 式 部 数 参照Ｐ 

１ 解散認定申請書 第９号 １ 124 

２ 事業の成功の不能を証する書面 任 意 １ － 

 
所轄庁が認定した場合、その書類をもって、法務局で解散及び清算人の登記を行いま

す。以後、上記（３-１）に同じ。 

① 社員総会の決議（第 1 号） 

② 定款で定めた解散事由の発生（第 2号） 

③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能（第 3 号） 

④ 社員の欠亡（第 4 号） 

⑤ 合併（第 5号） 

⑥ 破産手続開始の決定(第 6 号） 

⑦ 第 43 条の規定による設立の認証の取消し（第 7 号） 
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（４）残余財産の帰属の認証 
解散したＮＰＯ法人の残余財産は、定款で定める帰属すべき者に帰属します。定款に残

余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その

財産を国又は地方公共団体に譲渡することができるため、残余財産譲渡認証申請書により

申請しなければなりません。 
なお、定款で残余財産の帰属先を定める場合は、次に掲げる者から選定しなくてはなり

ません。 

 ・他のＮＰＯ法人      ・国又は地方公共団体    ・学校法人 
 ・公益法人（公益社団法人、公益財団法人）  ・社会福祉法人   ・更生保護法人  

 

 提  出  書  類  等 様式 部 数 参照Ｐ 

１ 残余財産譲渡認証申請書 第１２号 １ 127 

 

３ 清算の手続き 
（１）清算人の登記及び届出 

清算中に就任した清算人は、主たる事務所の所在地においては２週間以内に、その他の

事務所の所在地においては３週間以内に、その氏名、住所を登記し、清算人就任届出書に

より所轄庁へ届け出ます。 

 提  出  書  類  等 様式 部 数 参照Ｐ 

１ 清算人就任届出書 第１１号 １ 126 

２ 清算人就任の登記事項証明書 官公署 １ － 

     
（２）清算人の職務  

① 現務の結了 
現に継続中の事務を、理事から引き継いで完結させなければなりません。 

② 債権の取立て及び債務の弁済（法 31⑫） 
債務の弁済は重要であり、申し出た債権者には逐次弁済することになっています。 
※申し出られた債権の全部を弁済できない場合は、裁判所に破産手続開始の申立て

を行う。 
③ 公告（法 31⑩） 
清算人は、就任後遅滞なく、少なくとも１回の公告をし、債権者に対し、一定期間内

（２ヶ月以上）にその請求を申し出るよう催告しなければなりません。この公告には、

期間内に申し出ないときは、清算から排除する旨を付記しなければなりません。 
公告の方法は、官報に掲載する他、定款に規定した方法で行います。 
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④ 残余財産の引渡し 

以上の手続を終わって残余財産がある場合は、これを譲渡先に引き渡します。 
 

（３）清算結了の届出 
清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書に清算結了の登記をしたことを証す

る登記事項証明書を添付して、所轄庁に届け出ます。 

 提  出  書  類  等 様式 部 数 参照Ｐ 

１ 清算結了届出書 第１３号 １ 128 

２ 清算結了の登記事項証明書 官公署 １ － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊官報とは、「法令の公布紙・国の広報誌」として発刊されている全国紙です。 
官報への掲載のお申込みは、下記までお問い合わせください。 

岡山県官報販売所（有文堂） 
岡山市北区幸町３番２２号 
ＴＥＬ：０８６－２２２－２６４６ 
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Ⅴ（２）合併の手続き   

１ ＮＰＯ法人の合併 

ＮＰＯ法人は、他のＮＰＯ法人と合併するときには、総会の議決を経て、所轄庁の認証を

受ける必要があります。（法33） 

 

２ 合併手続きの流れ 
（１）社員総会の議決 

議決は、社員総数の４分の３以上の多数をもってしなければなりません。ただし、

定款に特別の定めがあるときは、この限りではありません。 
（２）所轄庁の認証 

認証を受けようとするときは、議決した社員総会の議事録の謄本（コピー）を添付

した合併認証申請書を所轄庁に提出しなければなりません。 
合併によりＮＰＯ法人を設立する場合においては、定款の作成その他の設立に関す

る事務は、それぞれのＮＰＯ法人において選任した者が共同して行わなければなりま

せん。 
合併により事務所を他県にも設置する等により所轄庁が変更となる場合は、変更前

の所轄庁を経由して変更後の所轄庁への申請となります。申請書等も変更後の所轄庁

の様式となります。 

 提  出  書  類  等 様式 縦覧 部数 参照Ｐ 

１ 合併認証申請書 第１４号  １ 129 

２ 
合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 

（コピー） 
任 意  １ 110 

３ 定款 〃 ○ ２ － 

４ 役員名簿 〃 ○ ２ 42 

５ 就任承諾及び誓約書の謄本（コピー） 〃  １ 43 

６ 役員の住所又は居所を証する書面※ 官公署  １ － 

７ 社員のうち 10人以上の者の名簿 任 意  １ 44 

８ 確認書 〃  １ 45 

９ 合併趣旨書 〃 ○ ２ － 

１０ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 〃 ○ ２ 48 

１１ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 〃 ○ ２ 
49～ 

56 

 
※住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は、住民票は省略可能 

122



 

 
（３）ＮＰＯ法人は、合併の認証があったときは、その認証の通知のあった２週間以内に貸

借対照表及び財産目録を作成し、債権者が異議を述べることができる期間が満了するま

での間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 
（４）ＮＰＯ法人は、合併の認証があったときは、その認証の通知のあった２週間以内に、

その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内（２ヶ月以上とする。）に述べるこ

とを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければなり

ません。 
（５）合併によって設立したＮＰＯ法人は、合併によって消滅したＮＰＯ法人の一切の権利

義務を継承します。また、その効力は、主たる事務所の所在地において登記することに

よって生じます。 
（６）ＮＰＯ法人は、上記（５）の登記をしたときは、遅滞なく、合併登記完了届出書を所

轄庁に提出しなければなりません。あわせて、閲覧用書類として、登記事項証明書の写

し、合併の時の財産目録も提出します。 
 

 提  出  書  類  等 様式 閲覧 部数 参照Ｐ 

１ 合併登記完了届出書 第１５号  １ 130 

２ 登記事項証明書 官公署  １ － 

３ 登記事項証明書の写し 〃 ○ １ － 

４ 合併の時の財産目録 任 意 ○ １ 60 
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様式第 9 号(第 9 条関係) 

 

                                年  月  日 

 

 岡 山 市 長    様 

 

(特定非営利活動法人の名称)    

代表者氏名           

主たる事務所の所在地       

電話番号             

 

 

 

解散認定申請書 

 

 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 31 条第 1 項第 3 号に掲げる事由により

次のとおり特定非営利活動法人を解散することについて，同条第2項の認定を受けたいので，

申請します。 

 

記 

 

1 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

2 残余財産の処分方法 

 

備 考 

 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提出日もしくは郵送日 
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記載例 解散届出書 

 

様式第 10号(第 10 条関係) 

 

年  月  日   

 

 

 岡 山 市 長    様 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

                  清算人        

住所又は居所       

氏名  △ △ △         

電話番号 （×××）××××         

 

 

 

解散届出書 

 

 

 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7号)第 31 条 1 項 

第 1 号 

第 2 号 

第 4 号 

第 6 号 

 

に掲げる事由により 

次のとおり特定非営利活動法人を解散したので，同条第 4 項の規定により，届け出ます。 

 

記 

 

1 解散の理由 

2 残余財産の処分方法 

 

 

備 考 

 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

 

 

  

該当事由の番号に〇 
または不要な番号を削除 

残余財産が０でも記載する。 
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様式第 11号(第 10 条関係) 

 

年  月  日   

 

 

 岡 山 市 長    様 

 

(特定非営利活動法人の名称) 

清算人           

住所又は居所       

氏名         

電話番号         

 

 

 

清算人就任届出書 

 

 次のとおり(特定非営利活動法人の名称)の解散に係る清算中に清算人が就任したので，特

定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 31 条の 8の規定により，届け出ます。 

記 

1 清算人の氏名及び住所又は居所 

2 清算人が就任した年月日 

 

 

備 考 

 当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

清算人個人の住所
（⼜は居所）を記載 

清算中に清算人が新たに就任した場合に提出。 
解散総会で選任された清算人は提出不要。 
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様式第 12号(第 11 条関係) 

 

年  月  日   

 

 岡 山 市 長    様 

 

(特定非営利活動法人の名称)   

主たる事務所の所在地      

清算人             

住所又は居所         

氏名           

電話番号           

 

 

 

残余財産譲渡認証申請書 

 

 次のとおり残余財産を譲渡することについて，特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7

号)第 32 条第 2項の認証を受けたいので，申請します。 

記 

1 譲渡すべき残余財産 

2 残余財産の譲渡を受ける者 

 

 

備 考 

 2 には，残余財産の譲渡を受ける者が複数ある場合には，各別に譲渡する財産を記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

清算人個人の住所
（⼜は居所）を記載 
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記載例 清算結了届出書 

様式第 13 号(第 12 条関係) 

 

年  月  日   

 

 

 岡 山 市 長    様 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

                    清算人        

住所又は居所       

氏名  △ △ △        

                      電話番号 （×××）××××          

 

 

 

清算結了届出書 

 

 特定非営利活動法人〇〇〇〇の解散に係る清算が結了したので，特定非営利活動促進法(平

成 10 年法律第 7 号)第 32 条の 3の規定により，届け出ます。 

 

 

 

 

 

備 考 

 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

清算人個人の住所
（⼜は居所）を記載 
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様式第 14号(第 13 条関係) 

年  月  日 

 

 岡 山 市 長    様 

(合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の名称) 

      代表者氏名             

主たる事務所の所在地        

電話番号              

(合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の名称) 

      代表者氏名             

主たる事務所の所在地        

     電話番号              

 

合併認証申請書 

 

 特定非営利活動促進法(平成 10年法律第 7号)第 34条第 5項において準用する同法第 10条

第 1 項の規定により，次のとおり合併することについて，認証を受けたいので，申請します。 

 

記 
 
1 (合併後存続する) 

  (合併によって設立する) 
特定非営利活動法人の名称 

2 代表者の氏名 

3 主たる事務所の所在地 

4 その他の事務所の所在地 

5 定款に記載された目的 

 

備 考 

 1 3 及び 4には，事務所の所在地の町名及び地番まで記載すること。 

 2 申請書には次に掲げる書類を添付すること。 

  (1) 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 

  (2) 定款(2 部) 

  (3) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載

した名簿をいう。)(2 部) 

  (4) 各役員が特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規

定に違反しないことを誓約し，並びに就任を承諾する書面の謄本 

  (5) 各役員の住所又は居所を証する書面(岡山市特定非営利活動促進法施行条例(平成

24 年市条例第 2 号)第 2条第 5項の規定の適用を受ける場合を除く。) 

  (6) 社員のうち 10 人以上の者の氏名(法人にあっては，その名称及び代表者の氏名)及

び住所又は居所を記載した書面 

  (7) 特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2 号及び第 12 条第 1 項第 3 号に該当するこ

とを確認したことを示す書面 

  (8) 合併趣旨書(2部) 

  (9) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2 部) 

  (10) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部) 
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様式第 15号(第 14 条関係) 

 

年  月  日   

 

 岡 山 市 長    様 

 

(特定非営利活動法人の名称)    

代表者氏名          

主たる事務所の所在地       

電話番号             

 

 

 

合併登記完了届出書 

 

 合併の登記を完了したので，特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 39 条第 2 項

において準用する同法第 13 条第 2 項及び第 14 条の規定により，登記事項証明書 1 部を添え

て届け出ます。 

 

 

備 考 

 この届出書の提出に併せて，次の書類を提出すること。 

 1 登記事項証明書の写し 

 2 合併の時の財産目録 
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Ⅵ 資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

特定非営利活動促進法（平成１０年３月２５日 法律第７号） 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び

事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設ける

こと等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特

定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であっ

て、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的

とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立さ

れた法人をいう。 

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

のでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでない

こと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特

定非営利活動法人をいう。 
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４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を

受けた特定非営利活動法人をいう。 

 

第二章 特定非営利活動法人 

 

第一節 通則 

 

（原則） 

第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その

事業を行ってはならない。 

２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 

 

（名称の使用制限） 

第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛

らわしい文字を用いてはならない。 

 

（その他の事業） 

第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該

特定非営利活動に係る事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。

この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使

用しなければならない。 

２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業

に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 

 

（住所） 

第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 

（登記） 

第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 
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２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第

三者に対抗することができない。 

 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 

第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第七十八

条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。 

 

（所轄庁） 

第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その

事務所が一の指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあって

は、当該指定都市の長）とする。 

 

第二節 設立 

 

（設立の認証） 

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定める

ところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けな

ければならない。 

一 定款 

二 役員に係る次に掲げる書類 

イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。以下同じ。） 

ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、

並びに就任を承諾する書面の謄本 

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 

三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面 
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四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面 

五 設立趣旨書 

六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費

用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。） 

２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を

インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、

第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類（同項第二号イに掲げる書類については、

これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号にお

いて「特定添付書類」という。）を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所にお

いて公衆の縦覧に供しなければならない。 

一 申請のあった年月日 

二 特定添付書類に記載された事項 

３ 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるま

での間、行うものとする。 

４ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類

に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定め

る軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。ただし、所轄庁が当該申請

書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。 

 

（定款） 

第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 目的 

二 名称 

三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

五 社員の資格の得喪に関する事項 
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六 役員に関する事項 

七 会議に関する事項 

八 資産に関する事項 

九 会計に関する事項 

十 事業年度 

十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

十二 解散に関する事項 

十三 定款の変更に関する事項 

十四 公告の方法 

２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 

３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、

その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければ

ならない。 

一 国又は地方公共団体 

二 公益社団法人又は公益財団法人 

三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人 

四 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人 

五 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人 

 

（認証の基準等） 

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その

設立を認証しなければならない。 

一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものである

こと。 

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第

二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。） 
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ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」

という。）の統制の下にある団体 

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。 

２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間

を経過した日から二月（都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、

当該期間）以内に行わなければならない。 

３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認

証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面に

より通知しなければならない。 

 

（意見聴取等） 

第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があ

った場合について準用する。 

 

（成立の時期等） 

第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすること

によって成立する。 

２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証す

る登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしな

いときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。 

（財産目録の作成及び備置き） 

第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備

え置かなければならない。 

 

第三節 管理 
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（通常社員総会） 

第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。 

 

（臨時社員総会） 

第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することが

できる。 

２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事

は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、

定款でこれと異なる割合を定めることができる。 

 

（社員総会の招集） 

第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社

員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 

 

（社員総会の権限） 

第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、

すべて社員総会の決議によって行う。 

 

（社員総会の決議事項） 

第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項に

ついてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限り

でない。 

（社員の表決権） 

第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。 

２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 

３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。）により表決をす
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ることができる。 

４ 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 

 

（表決権のない場合） 

第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その

社員は、表決権を有しない。 

 

（社員総会の決議の省略） 

第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。）により同意の意思表示をしたと

きは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総

会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみな

す。 

 

（役員の定数） 

第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなけ

ればならない。 

 

（理事の代表権） 

第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表す

る。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 

 

（業務の執行） 

第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をも

って決する。 
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（理事の代理行為の委任） 

第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定

の行為の代理を他人に委任することができる。 

 

（仮理事） 

第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれが

あるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければなら

ない。 

 

（利益相反行為） 

第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表

権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別

代理人を選任しなければならない。 

 

（監事の職務） 

第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。 

一 理事の業務執行の状況を監査すること。 

二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 

三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会

又は所轄庁に報告すること。 

四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 

五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べ

ること。 

 

（監事の兼職禁止） 

第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 
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（役員の欠格事由） 

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができ

ない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった

日から二年を経過しない者 

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二

条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）

に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、

第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行

為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処

せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過し

ない者 

四 暴力団の構成員等 

五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員

で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

 

（役員の親族等の排除） 

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親

族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総

数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

 

（役員の欠員補充） 

第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。 
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（役員の変更等の届出） 

第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったと

きは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を

除く。）において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲

げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 

 

（役員の任期） 

第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活

動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定に

より定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長すること

ができる。 

 

（定款の変更） 

第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならな

い。 

２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をも

ってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 

３ 定款の変更（第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号（所轄庁の変更を伴うものに

限る。）、第五号、第六号（役員の定数に係るものを除く。）、第七号、第十一号、第十二号（残

余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むもの

に限る。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条

例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の

定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款

の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるとき
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は、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併

せて添付しなければならない。 

５ 第十条第二項から第四項まで及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 

６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければな

らない事項に係るものを除く。）をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところ

により、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を

添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をした

ことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。 

 

第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を

経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 

２ 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号

に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作

成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四

条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する

第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号

の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録）を申請書に添付しなければならない。 

３ 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定める

ところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 

 

（会計の原則） 

第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に

従って、行わなければならない。 

一 削除 

二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。）及び財産目録は、

会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示した
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ものとすること。 

四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ

を変更しないこと。 

 

（事業報告書等の備置き等及び閲覧） 

第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の

条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役

員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに

これらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに前事業

年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者

の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（以下「事業報告書等」という。）を作成し、これ

らを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事

務所に備え置かなければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及

び定款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。）を、その事

務所に備え置かなければならない。 

３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求が

あった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 

一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、

同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は

第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項に

おいて準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十

条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。） 

二 役員名簿 

三 定款等 

 

（貸借対照表の公告） 

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定
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による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法

によりこれを公告しなければならない。 

一 官報に掲載する方法 

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受ける

ことができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下

この条において同じ。） 

四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識すること

ができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は

第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告す

ることで足りる。 

３ 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方

法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による

公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方

法のいずれかを定めることができる。 

４ 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一

項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事

業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期

間（第二号において「公告期間」という。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けるこ

とができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がそ

の状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。）が生じた場合におい

て、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に

影響を及ぼさない。 

一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又

は特定非営利活動法人に正当な事由があること。 

二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 
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三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が

生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。 

 

（事業報告書等の提出） 

第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎

事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。 

 

（事業報告書等の公開） 

第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等（過去五年間に提出

を受けたものに限る。）、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、

都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類（事業報告書等又は役員

名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除い

たもの）を閲覧させ、又は謄写させなければならない。 

 

第四節 解散及び合併 

 

（解散事由） 

第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

一 社員総会の決議 

二 定款で定めた解散事由の発生 

三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

四 社員の欠亡 

五 合併 

六 破産手続開始の決定 

七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し 

２ 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 

３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由

を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。 
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４ 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合

には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 

 

（解散の決議） 

第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決

議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

 

（特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 

第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができ

なくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続

開始の決定をする。 

２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 

 

（清算中の特定非営利活動法人の能力） 

第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の

結了に至るまではなお存続するものとみなす。 

 

（清算人） 

第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場

合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会

において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 

 

（裁判所による清算人の選任） 

第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害

を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権

で、清算人を選任することができる。 

 

（清算人の解任） 
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第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求によ

り又は職権で、清算人を解任することができる。 

 

（清算人の届出） 

第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければな

らない。 

 

（清算人の職務及び権限） 

第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。 

一 現務の結了 

二 債権の取立て及び債務の弁済 

三 残余財産の引渡し 

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 

 

（債権の申出の催告等） 

第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によっ

て解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出を

すべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることが

できない。 

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を

付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができな

い。 

３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 

４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 

 

（期間経過後の債権の申出） 

第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の

債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求
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をすることができる。 

 

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 

第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないこ

とが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告し

なければならない。 

２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破

産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 

３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は

権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことが

できる。 

４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

 

（残余財産の帰属） 

第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定に

よる解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところ

により、その帰属すべき者に帰属する。 

２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証

を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。 

３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 

 

（裁判所による監督） 

第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、

又は調査を嘱託することができる。 

４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 
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（清算結了の届出） 

第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければな

らない。 

 

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 

第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、そ

の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

 

（不服申立ての制限） 

第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

 

（裁判所の選任する清算人の報酬） 

第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非

営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合におい

ては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 

 

第三十二条の七 削除 

 

（検査役の選任） 

第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせる

ため、検査役を選任することができる。 

２ 第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任し

た場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定

非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。 

 

（合併） 

第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 
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（合併手続） 

第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。 

２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定

款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 

３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総

会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。 

５ 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 

 

第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあ

った日から二週間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異

議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければな

らない。 

２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日か

ら二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを

公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。こ

の場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。 

 

第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したもの

とみなす。 

２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担

保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務

を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者

を害するおそれがないときは、この限りでない。 

 

第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特

定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した

者が共同して行わなければならない。 
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（合併の効果） 

第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法

人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法

人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承

継する。 

 

（合併の時期等） 

第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によ

って設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、

その効力を生ずる。 

２ 第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、第十三条第三項の

規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。 

 

第四十条 削除 

 

第五節 監督 

 

（報告及び検査） 

第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営

利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁

の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営

利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該

特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項

の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該

検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（以下この項に
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おいて「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなければならない。この場合に

おいて、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付

させなければならない。 

３ 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを

提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 

（改善命令） 

第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規

定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若し

くは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動

法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることがで

きる。 

 

（設立の認証の取消し） 

第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であっ

て他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九

条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認

証を取り消すことができる。 

２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令に

よってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監

督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非

営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 

３ 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営

利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。 

４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開

により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記

載した書面を交付しなければならない。 
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（意見聴取） 

第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要

件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第四号に該当する疑いがあると認めると

きは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。 

 

（所轄庁への意見） 

第四十三条の三 警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第

一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第

二十条第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活

動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨

の意見を述べることができる。 

 

第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

 

第一節 認定特定非営利活動法人 

 

（認定） 

第四十四条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増

進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。 

２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定め

るところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。た

だし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合に

は、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。 

一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が一年を超える場合は、当該期間をその

初日以後一年ごとに区分した期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の

期間）。以下同じ。）の寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け

入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっては、その名称）及び住所並び
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にその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。） 

二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（前号に掲げる書類を除く。）及

び第四十七条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 

三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

３ 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人

の直前に終了した事業年度の末日以前五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動

法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年）内に終了した各事業年度のうち

最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。 

 

（認定の基準） 

第四十五条 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げ

る基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 

一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準の

いずれかに適合すること。 

イ 実績判定期間（前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。）における経常収入

金額（(１)に掲げる金額をいう。）のうちに寄附金等収入金額（(２)に掲げる金額（内閣府令

で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(２)及び(３)に掲げる金額の合計額）

をいう。）の占める割合が政令で定める割合以上であること。 

（１） 総収入金額から国等（国、地方公共団体、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別

表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及

び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(１)において同じ。）からの補助金その他

国等が反対給付を受けないで交付するもの（次項において「国の補助金等」という。）、臨時

的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 

（２） 受け入れた寄附金の額の総額（第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。）から一

者当たり基準限度超過額（同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える

部分の金額をいう。）その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額 

（３） 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定

める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(２)に掲げる金額に達するまでの金額 

154



 

 
 

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者（当該事業年度における同

一の者からの寄附金（寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）その他の内閣府令で定め

る事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。）の額の総額（当該同一の者が個

人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加

算した金額）が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定

非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。）の数（当

該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる

場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数に

十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であるこ

と。 

ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法（昭和二十五年法律第二百二

十六号）第三十七条の二第一項第四号（同法第一条第二項の規定により都について準用する

場合を含む。）に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第四号（同法第一条第二項の

規定により特別区について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの（その条例を制定した道府

県（都を含む。）又は市町村（特別区を含む。）の区域内に事務所を有するものに限る。）であ

ること。 

二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定

める割合が百分の五十未満であること。 

イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者（当該申請に係る特定非営利活動法

人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号におい

て「会員等」という。）に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲

渡等」という。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動

（資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。） 

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する

場合にあっては、(４)に掲げる者を除く。）である活動（会員等を対象とする活動で内閣府令

で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。） 

（１） 会員等 
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（２） 特定の団体の構成員 

（３） 特定の職域に属する者 

（４） 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるもの

を有する者 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活

動 

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の

一以下であること。 

（１） 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で

定める特殊の関係のある者 

（２） 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資

を除く。）の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保

有する関係その他の内閣府令で定める関係のある法人を含む。）の役員又は使用人である者並

びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の

関係のある者 

ロ 各社員の表決権が平等であること。 

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定

めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及

び書類を保存していること。 

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として

内閣府令で定める経理が行われていないこと。 

四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 

（１） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

（２） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

（３） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

156



 

 
 

反対すること。 

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の

親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないこ

とその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合しているこ

と。 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割

合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に

充てていること。 

五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、

当該書類（イに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に

係る記載の部分を除いたもの）をその事務所において閲覧させること。 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 

ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号まで

に掲げる書類及び同条第三項の書類 

六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。 

七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。 

八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年

を超える期間が経過していること。 

九 実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ並びに第五号から第七号までに掲げる基

準（当該実績判定期間中に、前条第一項の認定又は第五十八条第一項の特例認定を受けてい

ない期間が含まれる場合には、当該期間については第五号ロに掲げる基準を除く。）に適合し

ていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定

期間に国の補助金等がある場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定

の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算については、政令で定める方

法によることができる。 
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（合併特定非営利活動法人に関する適用） 

第四十六条 前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営

利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動

法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の

日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 

（欠格事由） 

第四十七条 第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、

第四十四条第一項の認定を受けることができない。 

一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一

項の認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において

準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営

利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取

消しの日から五年を経過しないもの 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった

日から五年を経過しない者 

ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したこと

により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十

二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことに

より、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地

方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をし

ようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その

執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 

ニ 暴力団の構成員等 
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二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又

は第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第

一項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 

三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反してい

るもの 

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年

を経過しないもの 

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの 

六 次のいずれかに該当するもの 

イ 暴力団 

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 

 

（認定に関する意見聴取） 

第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事

由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 

一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 

二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長

（以下「国税庁長官等」という。） 

 

（認定の通知等） 

第四十九条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしない

ことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、

速やかに、書面により通知しなければならない。 

２ 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な

方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなけれ

ばならない。 

一 名称 

二 代表者の氏名 

159



 

 
 

三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

四 当該認定の有効期間 

五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項 

３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにつ

いて第四十四条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称

その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県で

その事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知事」という。）に対し通知

しなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項

の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に

掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 

一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項におい

て準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第

一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十二条第四項及び第五項に

おいて同じ。）、役員名簿及び定款等 

二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し 

三 認定に関する書類の写し 

 

（名称等の使用制限） 

第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動

法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれの

ある名称又は商号を使用してはならない。 

 

（認定の有効期間及びその更新） 

第五十一条 第四十四条第一項の認定の有効期間（次項の有効期間の更新がされた場合にあっ

ては、当該更新された有効期間。以下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。）は、

当該認定の日（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満
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了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。）から起算して五年とする。 

２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おう

とする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。 

３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の

満了の日の六月前から三月前までの間（以下この項において「更新申請期間」という。）に、

所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事

由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 

４ 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する

処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの

間は、なお効力を有する。 

５ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項、第四十五条第一項（第三号ロ、

第六号、第八号及び第九号に係る部分を除く。）及び第二項、第四十六条から第四十八条まで

並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項（第一号に係る部分を除く。）の規定は、第二項

の有効期間の更新について準用する。ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる

書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添

付を省略することができる。 

 

（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれら

の書類の閲覧） 

第五十二条 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並

びに第二十九条の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁

（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄

庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。 

２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第

三項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところによ

り、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄

庁以外の関係知事に提出しなければならない。 

３ 第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添
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付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類

を申請書に添付しなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場

合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければなら

ない。 

５ 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿

を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又

は居所に係る記載の部分を除くことができる。 

 

（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等） 

第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、そ

の旨を所轄庁に届け出なければならない。 

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号（第二号及び第四号

を除く。）に掲げる事項に係る定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき若し

くは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は第四十九条第二項第五号

に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、そ

の旨を公示しなければならない。 

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内

に新たに事務所を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区

域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたと

き又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければな

らない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新

たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四

項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。 

 

（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧） 

第五十四条 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二
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項第二号及び第三号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。 

２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例

で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成

の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から

起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければ

ならない。 

一 前事業年度の寄附者名簿 

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金

に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類 

四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例

で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日

から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置

かなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第

二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、

正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。 

 

（役員報酬規程等の提出） 

第五十五条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類（同項第三号に掲げる書類

については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項

を記載した書類に限る。）を所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定

非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において同じ。）

に提出しなければならない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄

庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。 
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２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例

で定めるところにより、前条第三項の書類を所轄庁に提出しなければならない。 

 

（役員報酬規程等の公開） 

第五十六条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号若

しくは第三号に掲げる書類又は第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しく

は同条第三項の書類（過去五年間に提出を受けたものに限る。）について閲覧又は謄写の請求

があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又

は謄写させなければならない。 

 

（認定の失効） 

第五十七条 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、

第四十四条第一項の認定は、その効力を失う。 

一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき（第五十一条第四項に規定する場合に

あっては、更新拒否処分がされたとき。）。 

二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をし

た場合において、その合併が第六十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条

第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。）。 

三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。 

２ 所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インタ

ーネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。 

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの

について第一項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を

所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。 

 

第二節 特例認定特定非営利活動法人 

 

（特例認定） 
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第五十八条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事

業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込

まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。 

２ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項の規定は、前項の特例認定を受

けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合において、同条第三項中「五

年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合

にあっては、二年）」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。 

 

（特例認定の基準） 

第五十九条 所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に

掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。 

一 第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。 

二 前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、そ

の設立の日（当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあ

っては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立

の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法

人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち

最も早い日）から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。 

三 第四十四条第一項の認定又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。 

 

（特例認定の有効期間） 

第六十条 第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年と

する。 

 

（特例認定の失効） 

第六十一条 特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたとき

は、第五十八条第一項の特例認定は、その効力を失う。 

一 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。 
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二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と

合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力

を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。）。 

三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。 

四 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。 

 

（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 

第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条

第二項及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合にお

いて、第五十四条第一項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第二項中「五年間」と

あるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあ

るのは「翌々事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあ

るのは「第六十条の有効期間の満了の日」と、第五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」

と読み替えるものとする。 

 

第三節 認定特定非営利活動法人等の合併 

 

第六十三条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と

合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営

利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した

特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継す

る。 

２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人

（認定特定非営利活動法人であるものを除く。）と合併をした場合は、合併後存続する特定非

営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の

認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定によ

る特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 

３ 第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする
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特例認定特定非営利活動法人は、第三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項

の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。 

４ 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対す

る処分がされないときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特

定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営利活動

法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人とし

ての地位を承継しているものとみなす。 

５ 第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十

四条第一項の規定は第一項の認定について、第五十八条第二項において準用する第四十四条

第二項及び第三項、第五十九条並びに前条において準用する第四十七条から第四十九条まで

及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。この場合におい

て、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

第四節 認定特定非営利活動法人等の監督 

 

（報告及び検査） 

第六十四条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人（以下「認

定特定非営利活動法人等」という。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款

に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特

定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員

に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財

産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁

の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認める

ときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しく

は財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認

定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
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３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、

当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじ

め、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その

他の施設の管理について権限を有する者（第五項において「認定特定非営利活動法人等の役

員等」という。）に提示させなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第一項又は第二項の規定に

よる検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書

面の提示を要しない。 

５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定によ

る検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理

由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。 

６ 第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査に

より第三項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項又は第

二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うこと

を妨げるものではない。この場合において、第三項又は前項の規定は、当該事項に関する検

査については適用しない。 

７ 第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査について準用

する。 

 

（勧告、命令等） 

第六十五条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（同条第

三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）のいずれかに該当すると疑うに足り

る相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その

改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（第

一号にあっては、第四十五条第一項第三号に係る部分を除く。）のいずれかに該当すると疑う

に足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、

当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき
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旨の勧告をすることができる。 

３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネ

ットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。 

４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特

定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当

該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることがで

きる。 

５ 第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう

努めなければならない。 

６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネ

ットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。 

７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第四項

の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の

有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 

一 第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 

二 第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国税庁長官等 

 

（その他の事業の停止） 

第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の

規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営

利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に

対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

 

（認定又は特例認定の取消し） 

第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四

条第一項の認定を取り消さなければならない。 

一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するとき。 
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二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更

新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。 

三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。 

四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。 

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項

の認定を取り消すことができる。 

一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなっ

たとき。 

二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 

三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 

３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第

一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とある

のは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。 

４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項

の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し（第六十九条において「認定の取消

し」という。）及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の取消し（同

条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。 

 

（所轄庁への意見等） 

第六十八条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定

による命令に従わなかった場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法

人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の

意見を述べることができる。 

２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事

由があると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に

対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見

を述べることができる。 

一 警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一号ニ又は第六号に該当する事由 
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二 国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該当する事由 

３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に

必要があると認めるときは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採

るべき措置について、必要な要請をすることができる。 

 

（所轄庁への指示） 

第六十九条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実

施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十

五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六十六条第一項の規定によ

る命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示する

ことができる。 

 

第四章 税法上の特例 

 

第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について

は、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条

の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非

営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する法人（以下「特定非営利活

動法人」という。）並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第

二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第三項

中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十八条の六の規定を適用する場合には同条中「みな

されているもの」とあるのは「みなされているもの（特定非営利活動促進法第二条第二項に

規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。）」とする。 

２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法

令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 

３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成三年法律第六十九号）その他地価税に関する法令

の規定（同法第三十三条の規定を除く。）の適用については、同法第二条第六号に規定する公
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益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の

適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。 

 

第七十一条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に

係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当

該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適

用があるものとする。 

 

第五章 雑則 

 

（情報の提供等） 

第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営

利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動

法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインター

ネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要

な措置を講ずるものとする。 

２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況

に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することによ

り、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。 

 

（協力依頼） 

第七十三条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体そ

の他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 

 

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用） 

第七十四条 第十条第一項（第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提

出及び第十条第二項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による縦覧、第十二条第三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用
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する場合を含む。）の規定による通知、第十三条第二項（第三十九条第二項において準用する

場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第四項の

規定による提出、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九

条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第

三十四条第四項の規定による提出、第四十三条第四項（第六十七条第四項において準用する

場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第二項（第五十一条第五項、第五十八条第二項

（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する

場合を含む。）の規定による提出、第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六

十三条第五項において準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及び第六十七条第四項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による通知及び第四十九条第四項（第五十一条第五項、第

六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において

準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十二条第二項（第六十二条において準用する

場合を含む。）の規定による提出、第五十三条第四項（第六十二条において準用する場合を含

む。）の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を第六十二条において

準用する場合を含む。）の規定による提出並びに第五十六条（第六十二条において準用する場

合を含む。）の規定による閲覧について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号）の規定を適用する場合においては、同法第六条第一項及び

第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一

項及び第三項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。 

 

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 

第七十五条 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による作成及

び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き、同条第二項の規定による備置き

並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定による作成及び備置き、第四

十五条第一項第五号（第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による閲覧、第五十二条第四項及び第五項（これらの規定を第六十二条において準用

する場合を含む。）の規定による閲覧、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項に

おいて準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定
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による備置き、第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用する

場合を含む。）の規定による作成及び備置き並びに第五十四条第四項（第六十二条において準

用する場合を含む。）の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号）の規定を適用する場合に

おいては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九

条の規定は、適用しない。 

 

（実施規定） 

第七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執

行に関し必要な細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。 

 

第六章 罰則 

 

第七十七条 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効

期間の更新、第五十八条第一項の特例認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受

けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採

らなかった者 

二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれの

ある文字をその名称又は商号中に用いた者 

三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそ

れのある名称又は商号を使用した者 

四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動

法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 

五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利

活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 
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六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措

置を採らなかった者 

七 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその

他の事業を行った者 

 

第七十九条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項

において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、そ

の訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑

事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

 

第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事

又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 

二 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録

を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項（これらの規定を第五十二条第一項（第六十

二条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

五十三条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせず、

又は虚偽の届出をしたとき。 

四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項に

おいて準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第

五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規

定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の

記載をしたとき。 

五 第二十五条第七項若しくは第二十九条（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条に

175



 

 
 

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十九条第

四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及

び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十二条第二項、第五十三条第四

項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項（これらの規定を第六十二条において準用する

場合を含む。）の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 

六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申

立てをしなかったとき。 

七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反

して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 

八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記

載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 

十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 

第八十一条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

 

別表（第二条関係） 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動 

八 災害救援活動 

九 地域安全活動 

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
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十一 国際協力の活動 

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動 

十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動 

十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

附 則（平成二三年六月二二日法律七〇号） 抄 

（事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置） 

第六条 （略） 

２ 当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかか

わらず、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活

動促進法第二十七第三号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。 

３ 前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利

活動促進法第二十七条第三号の活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適

用する。 

４ （略） 

 

附 則 （令和二年一二月九日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（認証の申請に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下この条及び次条において「新法」

という。）第十条第二項から第四項まで（これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四
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条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下この条及び次

条において「施行日」という。）以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条

第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定

非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があ

った場合については、なお従前の例による。 

（書類の提出に関する経過措置） 

第三条 新法第五十五条第一項（新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、新

法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定

非営利活動法人（以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。）が施行日以後

に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が

施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（情報通信技術の利用のための措置） 

第八条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業

務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により

行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 
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○岡山市特定非営利活動促進法施行条例 

平成２４年３月２６日 

市条例第２号 

改正 平成２４年６月２９日市条例第４０号 

平成２７年９月２８日市条例第６３号 

平成２８年１２月１９日市条例第５１号 

令和２年３月１８日市条例第５号 

令和３年３月１７日市条例第７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）の

規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項について定めるものとする。 

（設立の認証申請） 

第２条 法第１０条第１項の認証を受けようとする者は，規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 申請者の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所 

（２） 申請に係る特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地，そ

の他の事務所の所在地 

（３） 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は，次に掲げるとおりとする。 

（１） 当該役員が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の適用を受ける者である場合

にあっては，同法第１２条第１項に規定する住民票の写し 

（２） 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては，当該役員の住所又は居所を証

する権限のある官公署が発給する文書 

３ 前項第２号に掲げる書面が外国語で作成されているときは，翻訳者を明らかにした訳文を

添付しなければならない。 

４ 第２項各号に掲げる書面は，申請の日前６月以内に作成されたものでなければならない。 

５ 第２項の規定にかかわらず，市長が住民基本台帳法第３０条の１０第１項又は第３０条の

１２第１項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確
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認情報の提供を受けるときは，第１項の申請書には，第２項第１号に掲げる書面を添付する

ことを要しないものとする。 

（縦覧） 

第３条 法第１０条第２項（法第２５条第５項及び法第３４条第５項において準用する場合を

含む。）の規定による縦覧の場所その他当該縦覧に関し必要な事項は，規則で定める。 

（補正） 

第４条 法第１０条第４項に規定する条例で定める軽微な不備は，内容の同一性に影響を与え

ない範囲のものであり，かつ，客観的に明白な誤記，誤字又は脱字に係るものとする。 

２ 法第１０条第４項の規定による補正を行おうとするときは，規則で定めるところにより，

補正後の申請書又は書類を添付した補正書を市長に提出しなければならない。 

（設立登記の完了の届出） 

第５条 法第１３条第２項の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければなら

ない。 

（社員総会の議事録） 

第６条 特定非営利活動法人の社員総会の議事録は，書面又は電磁的記録（特定非営利活動促

進法施行規則（平成２３年内閣府令第５５号）第２条に規定する電磁的記録をいう。）をもっ

て作成しなければならない。 

２ 法第１４条の９の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の当該社員総

会の議事録は，次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 

（１） 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

（３） 社員総会の決議があったものとみなされた日 

（４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

（役員の変更等の届出） 

第７条 法第２３条第１項の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければなら

ない。 

２ 第２条第２項から第５項までの規定は，法第２３条第２項の届出について準用する。この

場合において，第２条第４項中「申請の日」とあるのは「届出の日」と読み替えるものとす
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る。 

（定款の変更の認証申請等） 

第８条 特定非営利活動法人は，法第２５条第３項の認証を受けようとするときは，規則で定

めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２） 定款の変更の内容 

（３） 定款の変更の理由 

２ 第４条第１項及び第２項の規定は，法第２５条第５項において準用する法第１０条第４項

の規定による補正について準用する。 

３ 法第２５条第６項の規定による届出は，規則で定めるところにより，第１項各号に掲げる

事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

４ 法第２５条第７項の規定による提出は，規則で定めるところにより行わなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第９条 法第２９条の規定による事業報告書等の提出は，規則で定めるところにより，毎事業

年度初めの３箇月以内に行わなければならない。 

（事業報告書等の公開） 

第１０条 法第３０条の規定による事業報告書等の閲覧及び謄写に関し必要な事項は，規則で

定める。 

（解散の認定申請） 

第１１条 特定非営利活動法人は，法第３１条第２項の認定を受けようとするときは，規則で

定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２） 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

（３） 残余財産の処分方法 

（清算人による解散の届出） 

第１２条 法第３１条第４項の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければな

らない。 

（清算人の届出） 
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第１３条 法第３１条の８の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければなら

ない。 

（残余財産の譲渡の認証申請） 

第１４条 清算人は，法第３２条第２項の認証を受けようとするときは，規則で定めるところ

により，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 解散した特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地 

（２） 申請者である清算人の氏名及び住所又は居所 

（３） 譲渡すべき残余財産 

（４） 残余財産の譲渡を受ける者 

（清算結了の届出） 

第１５条 法第３２条の３の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければなら

ない。 

（合併の認証申請） 

第１６条 特定非営利活動法人は，法第３４条第３項の規定による認証を受けようとするとき

は，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

（１） 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地 

（２） 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地，その他の事務所の所在地 

（３） 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の

定款に記載された目的 

２ 第２条第２項から第５項までの規定は法第３４条第５項において準用する法第１０条第１

項第２号ハの書類について，第４条の規定は法第３４条第５項において準用する法第１０条

第４項の規定による補正について，それぞれ準用する。 

（合併の場合の貸借対照表等の備置き等） 

第１７条 法第３５条第１項の貸借対照表及び財産目録は，合併後存続する特定非営利活動法

人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動法人を設
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立する場合にあっては，合併によって消滅する各特定非営利活動法人）について作成し，同

条第２項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間，それぞ

れの事務所に備え置くものとする。 

（合併登記の完了の届出） 

第１８条 法第３９条第２項において準用する法第１３条第２項の規定による届出は，規則で

定めるところにより行わなければならない。 

（検査の際の身分証明書） 

第１９条 法第４１条第３項（法第６４条第７項において準用する場合を含む。）の職員の身分

を示す証明書に関し必要な事項は，規則で定める。 

（認定申請） 

第２０条 特定非営利活動法人は，法第４４条第１項の認定を受けようとするときは，規則で

定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２） その他市長が必要と認める事項 

（認定の有効期間の更新申請） 

第２１条 法第５１条第２項の有効期間の更新の申請は，規則で定めるところにより行わなけ

ればならない。 

（認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出） 

第２２条 法第５３条第１項の規定による届出は，規則で定めるところにより行わなければな

らない。 

（寄附者名簿等の作成） 

第２３条 法第５４条第２項第１号及び第３号並びに第３項の規定による書類の作成は，規則

で定めるところにより行わなければならない。 

（役員報酬規程等の提出） 

第２４条 法第５５条第１項の規定による書類の提出は，規則で定めるところにより，毎事業

年度初めの３箇月以内に行わなければならない。 

２ 法第５５条第２項の規定による書類の提出は，規則で定めるところにより，遅滞なく行わ

なければならない。 
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（役員報酬規程等の公開） 

第２５条 法第５６条の規定による閲覧及び謄写に関し必要な事項は，規則で定める。 

（特例認定申請） 

第２６条 特定非営利活動法人は，法第５８条第１項の特例認定を受けようとするときは，規

則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならな

い。 

（１） 特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２） その他市長が必要と認める事項 

２ 第２０条及び第２２条から第２５条までの規定は，特例認定特定非営利活動法人について

準用する。 

（認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請） 

第２７条 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は，法第６３条第１項又

は第２項の認定を受けようとするときは，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地 

（２） 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（３） その他市長が必要と認める事項 

（情報通信の技術を利用する方法による手続） 

第２８条 法第７４条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第８条第１項の規定により電磁的記録に記録さ

れている事項又は当該事項を記載した書類により行う場合の縦覧等は，規則で定める方法に

より行うものとする。 

（電磁的記録による保存） 

第２９条 法第７５条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律（平成１６年法律第１４９号。以下「電子文書法」

という。）第３条第１項の条例で定める保存は，法第１４条（法第３９条第２項において準用
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する場合を含む。），法第２８条第１項及び第２項，法第３５条第１項，法第５４条第１項（法

第６２条（法第６３条第５項において準用する場合を含む。）及び法第６３条第５項において

準用する場合を含む。）並びに法第５４条第２項及び第３項（これらの規定を法第６２条にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による備置きとする。 

２ 特定非営利活動法人が，法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第３条第

１項の規定により，前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を

行う場合は，規則で定めるところにより行わなければならない。 

（電磁的記録による作成） 

第３０条 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第４条第１項の条例で定め

る作成は，法第１４条（法第３９条第２項において準用する場合を含む。），法第２８条第１

項，法第３５条第１項並びに法第５４条第２項及び第３項の規定による書面の作成とする。 

２ 特定非営利活動法人が，法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第４条第

１項に規定する条例で定める作成により，前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係

る電磁的記録の作成を行う場合は，規則で定めるところにより行わなければならない。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第３１条 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第５条第１項の条例で定め

る縦覧等は，法第２８条第３項，法第４５条第１項第５号（法第５１条第５項及び法第６３

条第５項において準用する場合を含む。）並びに法第５２条第４項及び法第５４条第４項（こ

れらの規定を法第６２条において準用する場合を含む。）の規定による書面の閲覧とする。 

２ 特定非営利活動法人が，法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第５条第

１項の規定に基づき，前項に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記

録されている事項の縦覧等を行う場合は，規則で定めるところにより行わなければならない。 

（委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか，法の執行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年市条例第４０号） 

１ この条例は，平成２４年７月９日から施行する。 
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２ この条例の施行の日前に作成された改正前の第２条第２項第２号の文書は，当該文書が作

成された日から起算して６月を経過する日までの間は，第２条第２項第１号に規定する書面

とみなす。 

附 則（平成２７年市条例第６３号） 

この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。 

附 則（平成２８年市条例第５１号） 

この条例は，この条例の公布の日又は特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成２８

年法律第７０号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

附 則（令和２年市条例第５号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年市条例第７号） 

この条例は，令和３年６月９日から施行する。 
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○岡山市特定非営利活動促進法施行細則 

平成２１年２月１７日 

市規則第３４号 

改正 平成２３年７月１日市規則第１０７号 

平成２４年３月２９日市規則第３７号 

平成２８年２月２９日市規則第２０号 

平成２９年３月３１日市規則第６７号 

令和３年６月８日市規則第９１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）及

び岡山市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年市条例第２号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設立の認証申請） 

第２条 条例第２条第１項の申請書は，様式第１号によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類のうち，法第１０条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７

号及び第８号に掲げる書類には，それぞれ副本１通を添えるものとする。 

（縦覧，閲覧及び謄写） 

第３条 条例第３条の縦覧並びに条例第１０条及び条例第２５条の閲覧及び謄写は，市民協働

企画総務課において行う。 

（補正） 

第４条 条例第４条第２項の補正書は，様式第２号によるものとする。 

２ 前項の補正書に添付する書類のうち，法第１０条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７

号及び第８号に掲げる書類には，それぞれ副本１通を添えるものとする。 

（設立登記の届出） 

第５条 条例第５条の届出は，様式第３号による届出書を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し１通を，法第１４条の財産目録には

その副本１通を，それぞれ添えるものとする。 

（役員の変更等の届出） 
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第６条 条例第７条第１項の届出は，様式第４号による届出書を市長に提出して行うものとす

る。 

２ 前項の届出書に添付する変更後の役員名簿には，副本１通を添えるものとする。 

（定款の変更の認証申請等） 

第７条 条例第８条第１項の申請書は，様式第５号によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類のうち，変更後の定款，当該定款の変更の日の属する事業年

度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書には，それぞれ副本１通を添えるものとする。 

３ 第４条第１項及び第２項の規定は，条例第８条第２項において準用する条例第４条第１項

及び第２項の規定による補正書の提出について準用する。この場合において，第４条第２項

中「法第１０条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７号及び第８号に掲げる書類」とある

のは「変更後の定款，当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及

び活動予算書」と読み替えるものとする。 

４ 条例第８条第３項の届出は，様式第６号による届出書を市長に提出して行うものとする。 

５ 前項の届出書に添付する変更後の定款には，副本１通を添えるものとする。 

６ 条例第８条第４項の提出は，様式第７号による提出書を市長に提出して行うものとする。 

７ 前項の提出書に添付する登記事項証明書には，その写し１通を添えるものとする。 

（事業報告書等の提出） 

第８条 条例第９条の事業報告書等の提出は，当該事業報告書等を添付した様式第８号による

提出書を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の提出書に添付する事業報告書等には，副本１通を添えるものとする。 

（解散の認定申請） 

第９条 条例第１１条の申請書は，法第３１条第３項の書面を添付した様式第９号によるもの

とする。 

（解散の届出等） 

第１０条 条例第１２条の届出は，解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

を添付した様式第１０号による届出書を市長に提出して行うものとする。 

２ 条例第１３条の届出は，当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した

様式第１１号による届出書を市長に提出して行うものとする。 
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（残余財産の譲渡の認証申請） 

第１１条 条例第１４条の申請書は，様式第１２号によるものとする。 

（清算結了の届出） 

第１２条 条例第１５条の規定による届出は，清算結了の登記をしたことを証する登記事項証

明書を添付した様式第１３号による届出書を市長に提出して行うものとする。 

（合併の認証申請） 

第１３条 条例第１６条の申請書は，様式第１４号によるものとする。 

２ 第２条第２項の規定は，前項の申請書に添付する書類について準用する。 

３ 第４条第１項及び第２項の規定は，条例第１６条第２項において準用する条例第４条第１

項及び第２項の規定による補正書の規定について準用する。 

（合併登記の完了の届出） 

第１４条 条例第１８条の規定による届出は，様式第１５号による届出書を市長に提出して行

うものとする。 

２ 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し１通を，法第３９条第２項において

準用する法第１４条の財産目録にはその副本１通を，それぞれ添えるものとする。 

（検査の際の身分証明書） 

第１５条 条例第１９条の職員の身分を示す証明書は，様式第１６号によるものとする。 

（認定申請） 

第１６条 条例第２０条の申請書は，様式第１７号によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類には，副本１通を添えるものとする。 

（認定の有効期間の更新申請） 

第１７条 条例第２１条の申請は，様式第１８号による申請書を市長に提出して行うものとす

る。 

２ 前項の申請書に添付する書類には，副本１通を添えるものとする。 

（認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出） 

第１８条 条例第２２条の届出は，様式第１９号による届出書を市長に提出して行うものとす

る。 

（寄附者名簿等の作成） 
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第１９条 条例第２３条の規定による法第５４条第２項第１号の書類の作成は様式第２０号，

同項第３号の書類の作成は様式第２１号によるものとする。 

２ 条例第２３条の規定による法第５４条第３項の書類の作成は，次に掲げる事項を記載した

書類の作成によるものとする。 

（１） 支給日 

（２） 支給対象者 

（３） 支給金額 

（４） 助成対象の事業等 

（役員報酬規程等の提出） 

第２０条 条例第２４条第１項の規定による提出は，法第５５条に掲げる書類を添付した様式

第２２号による提出書を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の提出書に添付する書類には，副本１通を添えるものとする。 

３ 条例第２４条第２項の規定による提出は，様式第２３号による提出書を市長に提出して行

うものとする。 

４ 前項の提出書には，副本１通を添えるものとする。 

（特例認定申請） 

第２１条 第１６条及び第１８条から前条までの規定は，特例認定特定非営利活動法人につい

て準用する。 

（認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請） 

第２２条 条例第２７条の申請書は，様式第２４号によるものとする。 

（情報通信の技術を利用する方法による手続） 

第２３条 条例第２８条の規定による方法は，インターネットを利用する方法，市に備え置く

電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面に

よる方法とする。 

（電磁的記録による保存） 

第２４条 条例第２９条第２項の規定による保存は，次に掲げる方法のいずれかによるものと

する。 

（１） 作成された電磁的記録を民間事業者等（民間事業者等が行う書面の保存等における情
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報通信の技術の利用に関する法律（平成１６年法律第１４９号）第２条第１号に規定する民

間事業者等をいう。以下同じ。）の使用に係る電子計算機に備えられたファイル，磁気ディス

ク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルにより保存す

る方法 

（２） 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読

み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

（電磁的記録による作成） 

第２５条 条例第３０条第２項の規定による作成は，民間事業者等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によるものと

する。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第２６条 条例第３１条第２項の規定による縦覧等は，当該事項を民間事業者等の事務所に備

え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。 

附 則 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年市規則第１０７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年市規則第３７号） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年市規則第２０号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年市規則第６７号） 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成２８年法律第７０号）附則第８条第１

項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における書類の様式については，なお

従前の例による。 
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３ 改正前の岡山市特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙のうち，この規則

の施行の際現に保有する用紙は，当分の間，所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年市規則第９１号） 

１ この規則は，令和３年６月９日から施行する。 

２ 改正前の岡山市特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙で，この規則の施

行の際現に残存するものは，当分の間，所要の調整をして使用することができる。 
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関 係 法 令 
 
【組合等登記令】（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号）（抄） 抜粋  
 
（適用範囲） 

第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の

定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 

（設立の登記） 

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他

設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 

一 目的及び業務 

二 名称 

三 事務所の所在場所 

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 

（変更の登記） 

第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる

事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎

事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から

三月以内にすれば足りる。 

（従たる事務所の所在地における登記） 

第十一条 次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する

登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在

地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。 

一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合（次号及び第三号に掲げる場合を除く。） 主たる

事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内 

二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必

要な手続が終了した日から三週間以内 

三 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必

要な手続が終了した日から三週間以内 

四 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内 

２ 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、

従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に

掲げる事項を登記すれば足りる。 

一 名称 

二 主たる事務所の所在場所 
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三 従たる事務所（その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の所在場所 

３ 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、

変更の登記をしなければならない。 

（設立の登記の申請） 

第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 

２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付し

なければならない。 

３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する

書面を添付しなければならない。 

（登記の期間の計算） 

第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から

登記の期間を起算する。 

附 則 （平成三〇年九月二七日政令第二七〇号） 

（施行期日） 

１ この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号）附則第一条

第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十年十月一日）から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 
別表 （第一条、第二条、第六条、第十七条、第二十条関係） 
名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 

（平成十年法律第七号） 

代表権の範囲又は制限に関する

定めがあるときは、その定め 

資産の総額 

 
＜参考＞ 組合等登記令第二十五条において準用される商業登記法 

第十九条  官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証があ

る謄本を添附しなければならない。 
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平成 7年 1月 17 日 阪神・淡路大震災発生 

平成 8年 12 月 「市民活動促進法案」第 139 回国会提出(議員立法)以後、継続審議 

平成 10 年 3 月 19 日 
衆議院にて「特定非営利活動促進法(NPO 法)」が可決成立(同年 12 月

１日施行) 

平成 13 年 10 月１日 
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の創設(平成13年度

税制改正) 

平成 14 年 12 月 11 日 

改正 NPO 法の成立(翌年５月１日施行) 

※特定非営利活動の種類の追加、暴力団を排除するための措置の強化 

等 

平成 15 年 4 月１日 認定 NPO 法人制度の大幅拡充(平成 15 年度税制改正) 

平成 16 年 12 月 24 日 
「今後の行政改革の方針」(新行革大綱)を閣議決定 

※公益法人制度改革における基本的枠組みを具体化 

平成 17 年 4 月 1日 認定 NPO 法人制度の認定要件の緩和(平成 17 年度税制改正) 

平成 18 年 4 月 1日 認定 NPO 法人制度の認定要件の大幅緩和(平成 18 年度税制改正) 

平成 18 年 5 月 26 日 公益法人制度改革関連３法案成立 

平成 20 年 4 月 30 日 認定 NPO 法人の認定要件の大幅緩和(平成 20 年度税制改正) 

平成 23 年 6 月 15 日 改正 NPO 法の成立(翌年４月１日施行)  （※１） 

平成 23 年 6 月 30 日 認定 NPO 法人の認定要件の大幅緩和(平成 23 年度税制改正) 

平成 24 年 4 月１日 改正 NPO 法の施行 

平成 28 年 6 月１日 

改正 NPO 法の成立(施行は、公布の日、公布から１年以内の政令で定

める日(平成 29 年４月１日)、公布から２年６月以内の政令で定める

日（平成 30 年 10 月１日）)   （※２） 

平成 28 年 6 月７日 改正 NPO 法の公布 

【参考】特定非営利活動促進法（NPO 法）これまでの主な経緯 
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令和 2年 12 月 2日 改正 NPO 法の成立(翌年６月９日施行)  （※３） 
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(※１)平成 23 年特定非営利活動促進法改正ポイント 
 

■ 特定非営利活動法人に関する事務を地方自治体で一元的に実施 

1. 所轄庁が変更になりました。 

2 以上の都道府県に事務所を置くＮＰＯ法人の所轄庁が、内閣府から主たる事務所のあ

る都道府県になりました。また、１の都道府県に事務所を置くＮＰＯ法人のうち、政令

指定都市のみに事務所を置く場合は、当該政令指定都市が所轄庁になりました。 

 

2. 認定ＮＰＯ法人の所轄庁も変更になりました。 

ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するも

のは、所轄庁（都道府県知事又は指定都市の長）の認定を受けることができるようにな

りました。（従来の国税庁長官による認定制度は廃止） 

 

■ 制度の使いやすさと信頼性向上のための見直し 

1. 申請手続きの簡素化・柔軟化 

（1） 理事の代表権の制限に関する登記が必要になりました。 

すべての理事はＮＰＯ法人を代表するものとして、登記が義務付けられていましたが、

平成 24 年 4 月 1 日改正ＮＰＯ法及び改正組合等登記令により、定款で理事の代表権に制

限を加えた場合には、その旨を登記しなければならないこととなりました。これにより、

代表権を有しないと定款で定められた理事については、登記をする必要がなくなりまし

た。 

（2） 活動分野が追加されました。 

「特定非営利活動」の種類が 17 分野から 20分野になり、法別表の各号の番号も変更さ

れました。 

 

（3） 役員変更届出書の添付書類が変更になりました。 

 法人の役員（理事・監事）を変更した場合は、これまでの書類に加えて、変更後の役

員名簿２部を提出していただくことになりました。再任の場合も提出が必要です。 

 

（4） 定款の変更手続きが改められました。 

定款の変更の際に、所轄庁に届け出をするだけで変更できる事項が増えました。 

定款変更の届出の添付書類として、社員総会の議事録と変更後の定款が追加されました。また、

登記事項の変更を伴う場合には、変更後の登記事項証明書の提出が必要です。 
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（5） 縦覧期間中の提出書類について、「軽微な事項」の補正が可能になりました。 

 設立認証ならびに、定款変更認証の書類を提出して１か月以内＊であれば、提出書類の

内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ客観的に明白な誤記・誤字又は

脱字に係るものについては訂正することができます。 

     ＊平成 28年の法改正により「1 か月以内」から「2 週間以内」となっています。 

 

（6） 社員総会の「みなし決議」ができることになりました。 

 理事または社員が、社員総会の目的にある事項について提案した場合、その提案につ

いて社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会

で可決の決議があったものとみなすことができることになりました。また、社員総会の

目的であるすべての事項について可決する決議があったとみなされるときには、総会が

終結したとみなすことができます。 

 

（7） 備え置きや閲覧をさせる書類や場所が追加されました。 

 主たる事務所だけでなくその他の事務所においても、同様の書類を備え置き、閲覧さ

せることができるようにしておく必要があります。また、備置き・閲覧が義務付けられ

る書類に「最新の役員名簿」が追加されました。 

 

（8） 解散公告の簡素化 

 法人を解散したときには、債権の申し出に関する公告を、「少なくとも３回」官報に掲

載して行うこととされていましたが、「少なくとも１回」行うことと簡素化されました。

（官報への掲載は１回約３万円かかります。） 

 

2. 会計の明確化 

（1） 会計書類について 

ＮＰＯ法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表す「収支計

算書（予算書）」から、正味財産の増減の原因を示す「活動計算書（予算書）」に改めら

れました。 

 

■ 認定制度の見直し 

1. 認定の基準が緩和されました。 

広く市民から指示をうけているかどうかを判断するＰＳＴ（パブリック・サポート・

テスト）について、従来の相対値基準（寄附金の総収入に占める割合が１／５以上）に

加え、絶対値基準（各事業年度に 3,000 円以上の寄附金を平均１００人以上受けている

こと）及び、市の条例で個別に指定されることなどが規定されました。（注：岡山市では

条例での個別指定基準については未定です。） 

205



 

 
 

 

2. 仮認定制度が導入されました。 

財政基盤が脆弱な設立後５年未満のＮＰＯ法人について、仮認定制度が導入されまし

た。仮認定法人も、認定法人が受けられる税の優遇措置の一部を除き、適用になります。 

＊平成 28年の法改正により名称が「仮認定」から「特例認定」に変わりました 

 

3. 認定の効果が拡充されました 

 

認定非営利活動法人（仮認定を含む）への寄附者（個人）は、現行の所得税法上の所

得控除の適用のほか、税額控除を選択することができるようになりました。（地方税とあ

わせて寄附金額の最大 50％） 

＊認定制度の見直し（仮認定制度を除く）は、平成 23年度税制改正より平成 23年分の所得から適用 

 
 

（※２）平成 28 年特定非営利活動促進法改正ポイント 
 
■ 制度の使いやすさと信頼性向上のための見直し 

1. 認証申請の添付書類の縦覧期間が短縮されました。 

認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の２月から１月に短縮され、さらに所轄庁が行う

現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能になりました。あわせて、申請書類

の補正期間も「受理日から１月」から「受理日から２週間」に短縮されました。 

2. 貸借対照表の公告が義務付けられました。 

（1） 貸借対照表の公告 

ＮＰＯ法人は、作成後遅滞なく前事業年度の貸借対照表を公告しなければならないこと

とされました。 

＊なお、上記と併せて、ＮＰＯ法人の登記事項から「資産の総額」を削るため、組合等

登記令も改正される予定です（平成30年4月1日現在）。 

（2） 公告の方法 

ＮＰＯ法人は、公告の方法として、次の①～④の方法のいずれかを定めることができる

ものとされています。 

① 官報に掲載する方法 

② 日刊新聞紙に掲載する方法 

③ 電子公告（内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。） 

④ 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 
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3. 認定NPO法人等の海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出が不要となり

ました。 

２００万円を超える海外への送金又は金銭の持出しに関する書類は、その都度所轄庁へ

の事前提出が必要でしたが、金額に関わらず、毎事業年度1回の事後提出となりました。 

＊施行日（平成29年4月1日）を含む事業年度の200万円超の海外送金等は従来通り事前

の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要です。 

 

4. 仮認定ＮＰＯ法人の名称が変わりました。 

「仮認定ＮＰＯ法人」の名称が「特例認定ＮＰＯ法人」に変わりました。すでに仮認定

を受けている法人は、施行日（平成29年4月1日）以後は、特例認定を受けた法人とみなさ

れ、有効期間は仮認定の有効期間の残りの期間となります。 

 

■情報公開の一層の推進を図るための措置 

 

1. 事業報告書等の備置期間が延長されました。 

ＮＰＯ法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日までの間」

から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長さ

れました。あわせて、ＮＰＯ法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄

写できる期間も、「過去三年間」から「過去五年間」に延長されました。 

2. 役員報酬規程等の備置期間が延長されました。 

認定ＮＰＯ法人等が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日

までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」

に延長されました。あわせて、認定ＮＰＯ法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁に

おいて閲覧・謄写できる期間も、「過去三年間」から「過去五年間」に延長されました。 

3. 内閣府ポータルサイトで情報が公表されることになりました。 

所轄庁及びＮＰＯ法人は、内閣府「ＮＰＯ法人情報ポータルサイト」において、一定の

情報の公表に努めるよう規定されました。 

 

 

（※３）令和２年特定非営利活動促進法改正ポイント 
 
■ NPO 法人の設立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、NPO
法人の事務負担を軽減するための見直し 

207



 

 
 

１．縦覧期間が短縮になりました。 
 
（１）縦覧期間の短縮 
 

設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が「１月間」から「２週間」に短縮されました。 
 
（２）インターネット等による公表の義務化 
 

所轄庁は、申請後遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表すること

となりました。なお、この公表は、所轄庁による認証・不認証が決定されるまで行うも

のとなります。 
 
（３）補正期間の短縮 
 

申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が「２週間」から「１週間」に短縮に

なりました。 
 
２．個人情報保護の強化 
 
（１）所轄庁による公表等 
 

設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」、また請求があ

った場合に所轄庁が閲覧、謄写させる「役員名簿」について、個人の住所・居所につい

ては公表等の対象外となりました。 
 
（２）認定・特例認定 NPO 法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」 

 
請求があった場合に認定・特例認定 NPO 法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」につ

いて個人の住所・居所に係る記載の部分を除くことができるようになりました。 
 

（３）所轄庁による閲覧・謄写 
 

請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」について個人の

住所・居所については閲覧・謄写の対象外となりました。 
 

３．認定・特例認定 NPO 法人の提出書類が削減されました。 
 
（１）「資金の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類 
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所轄庁への提出は不要とするが、引き続き、書類の作成・事務所への備置き・事務所に

おける閲覧は義務とします。 
 
（２）「役員報酬規程」・「職員給与規程」の提出 
 

既に変更されているものから内容に変更がない場合は、毎年の提出は不要となりました。

ただし、役員等に対する状況を記載した書類については、毎事業年度の提出を義務付けら

れています。 
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